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平成25年第７回太子町議会定例会（第447回町議会）会議録（第２日） 

平成25年12月６日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 一般質問 

                本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

会議に出席した議員        

  １番   中 薮 清 志         ２番   堀   卓 史 

  ３番   藤 澤 元之介         ４番   首 藤 佳 隆 

  ５番   福 井 輝 昭         ６番   森 田 眞 一 

  ７番   平 田 孝 義         ８番   吉 田 日出夫 

  ９番   井 川 芳 昭        １１番   中 島 貞 次 

 １２番   服 部 千 秋        １３番   中 井 政 喜 

 １４番   佐 野 芳 彦        １５番   井 村 淳 子 

 １６番   橋 本 恭 子 

会議に欠席した議員 

 １０番   清 原 良 典 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  北   陽一郎 

 書     記  首 藤 智 子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  北 川 嘉 明     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  香 田 大 然 

 生活福祉部長  井 手 俊 郎     経済建設部長  堂 本 正 広 

 教 育 次 長  神 南 隆 司     財 政 課 長  堀   恭 一 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（橋本恭子） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成25年第７回太子町議会定例会第２日目

におそろいで御出席いただきましてありがと

うございます。 

 ただいまの出席議員は15名です、定足数に

達していますので、ただいまから平成25年第

７回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（橋本恭子） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制によって質

問を行うこととなっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 皆さんおはようございま

す。 

 12月になりまして何かと慌ただしい日が続
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いております。国会のほうも、何かすごいび

っくりなことが続いておるような状態でござ

いますが、一般質問のほうを頑張ってさせて

いただきます。 

 それでは、４番首藤佳隆、通告に従いまし

て一般質問を行います。 

 つい先日の11月22日に内閣府から発表され

た月例経済報告では、なかなか実感はないも

のの、国全体としては景気は緩やかに回復し

つつあり、個人消費は持ち直し傾向にあると

いう報告がなされていますが、平成26年４月

１日からの消費税が８％となることに伴って

国の政策が地方財政へ与える影響は大きく、

今後も国の政策に注視していく必要があるこ

とは重々承知しているところであります。 

 そんな中、太子町においては、町民の関心

度も高い新庁舎建設というとても大きな事業

がいよいよ本格的にスタートする中、町長の

指示のもと、現在26年度の予算編成に当たっ

ておられることと察します。 

 そこで、１番、平成26年度一般会計予算編

成に当たり、行政経営する上で、町長の重点

方針と予算編成に対する考え方をお聞きしま

す。 

 次に、昨年の12月議会でも情報公開と透明

性という観点から、数多くの自治体が公開し

ているように、10月、11月の予算編成方針が

掲げられた時点でホームページ等で公表して

はいかがでしょうかと質問し、財政課長から

は、財源的なものは流動的であるから公表は

難しいが予算編成方針についての基本的な部

分については公開できるかなと思っていると

いう趣旨の答弁があり、昨年までは全く記載

のなかった１次査定の日程が先日11月28日の

全員協議会でいただいた、我々議員に対して

の12月行事予定表の中には記載していただい

ているということは大いに評価しますが、町

民の皆さんに対してホームページで公開され

ている12月行事予定表には、残念ながら記載

はありません。 

 そのあたりの状況を踏まえまして、２つ

目、町政運営の透明性向上と町民の参画と協

働を推進するために、予算編成過程の見える

化を図るべきではないかと考えますが、いか

がですか。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（橋本恭子） 町長。 

○町長（北川嘉明） おはようございます。 

 首藤議員の質問にお答えをさせていただき

ます。 

 予算編成に当たっては、第５次総合計画実

施計画を基本として取り組み、事業の効果、

効率を改めて検証し、経費削減を図ってまい

りたいと思います。 

 平成26年度予算は多額の新庁舎建設費の計

上を予定しており、ここ数年政策の見直しや

経費節減等により積み増しておりました基金

も減少する見通しでありますが、さらなる創

意工夫により住民ニーズに応えながら状況に

合わせた政策を展開し、将来にわたり安定し

た行政運営ができるよう取り組んでまいりま

す。 

 今後、各部署の予算要求を精査してまいり

ますが、投資的経費については緊急に必要な

事業かどうかを峻別し、歳出の見直しを実施

したいと考えております。住民サービスを低

下させることなく庁舎建設を並行して行うこ

とで、歳出の増加はやむを得ないと考えてお

りますが、後年度での実施が可能である事業

は、計画年度を見直すことも視野に入れて予

算を編成し、最少の経費で最大の効果を得る

原則に立ち返り、次世代に財源と資産を引き

継いでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） ２点目でございま

すが、御質問の予算編成過程の可視化、予算

編成方針、予算査定状況等の公開につきまし

ては、一部の団体で取り組まれておることは

承知いたしております。 

 予算は、その年度の行政の設計書であり、

予算編成作業は行政執行者の政策の具現化を

図るため、内部意思の形成を行う非常に重要

な過程でございます。 
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 予算編成は、本町の総合計画、実施計画を

基本として財政状況、行政需要、効果、社会

状況等を総合的に判断し、公正かつ適切に作

業を進めていかなければなりません。 

 予算編成過程での具体的な方針、事業内

容、金額等の情報を公開することになれば、

関係者個々の立場によって賛否が分かれるこ

とは必然であり、数多くの意見、要望等が寄

せられ、行政の公正かつ適切な意思形成に著

しい支障が生じるというふうに考えておりま

す。行政執行者の責任と判断で予算編成すべ

きものと考えておりますので、御理解をお願

いしたいと思います。 

 もちろん町民の皆さんの御意見や御要望に

つきましては、日々の広聴活動、またまちづ

くりの集い、いろんな会議等で十分にお聞か

せいただいておりますので、可能な限り行政

運営に反映させていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 まず、町長の重点方針等に

対する考え方のほうをお聞きしまして、時期

も時期ですから具体的なことは出ないと思い

ますけども、考え方のほうを拝聴いたしまし

た。 

 次に、予算過程の見える化のほうですが、

昨年度の財政課長の答弁ともそんなに変わっ

てないなっていうふうな気もします。 

 まず、基本的なことを確認しますけども、

自治会の要望などは自治会長さん名で出され

ることが基本だと思いますけども、自治会長

を初め各種団体のトップの方々は次年度予算

に反映してもらうために、いつまでに要望書

を提出したらよいのかといったようなこと

を、団体の役員さんなんかも含めて住民の

方々御存じだと思われますでしょうか。ま

ず、それをお聞かせください。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 自治会要望それか

ら各種団体ですね、いつまでに要望書という

ルールは本町にはございません。 

 ただ、例えば姫路市さん、神戸市さん、あ

る程度の大規模な自治体になりますと、そう

いったことはあるというのは承知しておりま

すが、本町におきましてはそういうルール化

はなされておりません。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 現在のところは、そういっ

たスケジュール的なことも公開されておりま

せんので、御存じないっていう場合が非常に

多いんだと思います。その要望書の提出時期

が年明けの２月や３月、また新年度以降にな

ったら、本当に急を要するものであれば補正

なりで対応できることもあろうかと思います

が、当初予算に間に合わなかった要望がさら

に１年遅れになってしまったという場合が、

これまでにも住民サイドから見るとあったか

もしれません。そういった１年遅れになるよ

うなことが起こると、役場に要望しても対応

が遅いといったような不満が出るといったこ

ともあったかもしれません。そういったこと

も含めて、先ほども総務部長のほう、公開し

ている自治体も結構あるという答弁でござい

ました。 

 そこで、そういった自治体の多くがその目

的として上げられていることを見ていきます

と、予算編成における意思決定過程の公表は

市民の皆様からお預かりをした税金を一円た

りとも無駄にすることなく、いかに効率よく

効果的な事業に配分をしていくかなどの説明

責任を全うするといった目的、また予算編成

過程を公表することで市民の方への説明責任

を果たすとともに財政運営の透明性を確保

し、信頼を向上させるために予算編成過程を

公表するなどを目的として上げていらっしゃ

います。 

 ここで、多くの自治体のそういった目的を

見ると、やっぱり説明責任というのがキーワ

ードになってくるんだと思います。もちろん

総務部長の答弁にあったように、確かに細か

い数字まで公表しようとすると、査定の段階

で流動的な部分は多々あるし、賛否のほうも

出てきたりして困難であるっていうことは十

分承知しております。 
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 そういったことを十分に理解するんです

が、予算編成方針、また予算過程のスケジュ

ール、この基本的な２点だけでも公開するこ

とによってさまざまな効果があるように感じ

ますが、町民への説明責任という点からも、

こういった基本的な部分だけでも公開してい

くっていう考えについて、再度確認いたしま

す。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、２点御質問

いただいたわけですが、説明責任は、これは

私ども財政当局がしっかりと積算して積み上

げて、そして３月議会で御提案し、その中で

説明の根拠、あるいはもちろん大きな趣旨、

目的も含めて、積算根拠も含めて提案説明を

させている中での説明責任とさせていただき

たいと思っております。 

 それから、透明化の件ですけれども、先ほ

ど申し上げましたように、本当に、いわゆる

予算編成過程を、おっしゃる言葉をおかりす

れば透明化、可視化ということになるんです

が、そういうものをすると、先ほど申し上げ

ましたように関係者個々の立場立場によって

本当に、いやいや、どこそこの自治会さん

は、あっ、いいですね、水路改修は100万円

つきましたね、いやいや、どこそこの自治会

はつきませんね、そういったことは関係者

個々の立場によって賛否が分かれることは必

然であり、意思決定に非常に大きな支障が生

じる。そのほうの支障のほうが、これは大き

いことはもう明らかであります。ですから、

おっしゃっていることはわかりますけれど

も、それは何回も申し上げますが、予算の提

案の中で説明をするというところでありま

す。 

 それから、自治会の要望なんかは、例えば

これ要望する方は、もう皆さんそうなんです

が、今要望すればあした何とかしてほしい、

あさって何とかしてほしいっていうのが、こ

れ要望する側の基本なんですね。でも、それ

は予算という一定の縛りの中で考えれば、い

つの時期に出されても、それは後年度送りに

なる場合もありますし、そして優先順位、そ

れから危険度とか、いろんなことを総合的に

判断しなければなりませんので、いつの時点

で要望を出したからどうの、この時点で出し

たからどうのということはございません。 

 今まで私ども財政当局も、この時期に出し

たからどう、この時期に出したからどう、そ

ういうことはもう判断いたしておりません。

総合的に優先度を判断して補正予算をつける

べきところはつけてきたということは、これ

はもう議会の皆さんも御承知のとおりであり

ますんで、従来の方針を踏襲したいというふ

うに思っております。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 答弁のほうの説明も納得い

く部分と、なかなか納得しにくい部分もあっ

たりもしますけども、昨今公開している自治

体が増えております。その辺の調査もしてい

ただきながら今後進めていただきたいという

ふうに思います。 

 この質問の最後になりますけども、これか

ら消費税率アップ等国の税制も大きく変化す

る中、太子町にとっては新庁舎建設を控えて

厳しい財政運営が続くと思いますが、雨水対

策やインフラ整備、さらに教育に係るもの、

安全・安心なまちづくりに要するもの、子供

や高齢者、そして障害を持った方々への福祉

に関するものなど、限られた予算の中で優先

すべき事業は何なのか、抜本的に見直す事業

は何なのかを判断していただくことを要望し

て、次の質問に移ります。 

 太子町においては、高度経済成長期の

1960年代から70年代を中心に多くの公共施

設、建築物ですね、や道路等のインフラ資産

が集中的に整備されたが、これらが耐用年数

を迎えつつあり、近い将来に多額の更新費用

が必要となる見込みであることを踏まえて、

次の質問をいたします。 

 １つ目、昭和40年代に建てられ老朽化して

いる中央公民館（昭和41年の開館）、学校給

食センター（昭和48年完成）、南総合センタ

ー（昭和49年完成）の古い３つの施設につい
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て、耐震化、改修、建てかえ等、今後の見通

しについて伺います。 

 次に、昨年、24年６月議会で、同僚議員が

「ファシリティーマネジメント」というテー

マで公共施設の中・長期計画について質問さ

れ、財政課長からは、財政状況等を考慮し総

合的な判断のもとで実施計画を定めていくと

いった趣旨の答弁があったわけで、太子町と

しての基本的な考え方は理解しているつもり

でありますが、２点目として再度確認の意味

も含めて、上記の中央公民館、給食センタ

ー、南総合センター以外の公共施設の耐震

化、改修、建てかえ等の財政シミュレーショ

ンを含めた中・長期計画マネジメントについ

てお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お尋ねの前半部分

で、１つ目の部分につきまして答弁をさせて

いただきます。お尋ねは、中央公民館ほか２

施設の耐震化等今後の見通しについてという

ことでございますので、答弁いたします。 

 ３施設ともに、議員指摘のとおり昭和40年

代の建築でありまして相当年数が経過し、老

朽化が進んでおります。さらに、昭和56年の

新耐震基準施行時以前の建築であることか

ら、耐震性の観点からも不安が残るとこでご

ざいます。 

 まず、南総合センターにつきましては、人

権意識の向上や人権課題の解決は、行政に課

せられた重要な責務で恒久的な取り組みが求

められるため、同センターの果たす役割は大

きく、施設の存続と継続した事業展開が必要

でございますので、国の地方改善施設整備費

補助金を活用しまして、耐震診断並びに耐震

改修を含めた大規模改修を行いたいと考えて

おります。 

 次に、中央公民館につきましては、既に耐

震診断を実施しており、その結果、耐震基準

を満たしていないことから改修が必要となる

わけでございますが、現在進められておりま

す都市再生整備事業による事業、その他施設

の改修計画との兼ね合いから、具体的な対応

方針は決まっておりません。 

 次に、学校給食共同調理センターにつきま

しては、耐震診断が未実施でございます。躯

体の構造上にその耐震性があるかどうかも不

明でございます。さらに、平成20年の学校給

食法の改正に伴いまして、安全で安心な学校

給食実施のため、学校給食衛生管理基準とい

うのが法に位置づけられたことから、設置者

及び管理者の役割に学校給食の衛生管理の充

実に努めるということが明記されました。 

 これらによりまして、学校給食施設及び学

校給食設備の整備や衛生管理の充実に厳しい

技術的制約が課せられるようになり、実態的

に申しまして旧式の施設となっておりますの

で、できるだけ早期に改善を図りたいと考え

ております。 

 以上のとおり、３施設ともに何らかの対応

が必要となっているところでありますけれど

も、先ほども出ましたが長期計画、太子町第

５次総合計画や中期計画、３年期間の実施計

画と当該当初予算の編成を含んだ年度ごとの

財政状況との調整を図りながら進めていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 先ほど次長が申し

上げました以外の本町の建築物で、昭和50年

代以降に建築された比較的古いものとして

は、学校施設、幼稚園、地区公民館等が上げ

られます。学校施設につきましては、御存じ

のとおり耐震改修が完了しているところでご

ざいます。他の施設につきましても、それぞ

れの所管の部署において管理、改修計画を立

て５次総、実施計画に盛り込んでおり、改修

時期等の重複による単年度の過大な財政負担

が生じないような財政計画を立てているとこ

ろであります。 

 新しい耐震基準によりまして建築された施

設につきましても、施設の老朽化から、一定

の時期には改修が必要となります。その目安

としては、施設の耐用年数等から適切な時期
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に検証して、改修等の時期を検討したいとい

うふうに思っております。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 まず、１点目のほうの40年

代に建てられた３つの施設ですが、南総合セ

ンターのほうは早いうちに大規模改修という

ことで、利用者の方も喜んでいただけるんじ

ゃないかと思います。 

 中央公民館ですけども、新庁舎の建設に合

わせて地域交流センターとか文化会館との絡

み、また斑鳩公民館との絡みもあるかとは思

いますけども、やはり耐震化が悪い基準とい

うことでございますんで、何か、この現庁舎

の跡地の利用も含めて文化会館、地域交流セ

ンター、また斑鳩公民館との兼ね合いなんか

も考えていただきながら、現庁舎跡地の利用

ということで、中央公民館のあり方そのもの

も、利用者の御意見等も聞いていただきなが

ら判断していただけたらというふうに思いま

すんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 給食センターのほうですけども、やっぱり

子供たちにかかわる施設でございます。今の

お話であると、耐震診断もしていないという

ふうな御説明でありました。もし、地震等が

起こって給食センターが壊れてしまったら、

もう子供たちの給食がつくれないっていう状

況になったら本当に困ったことになります。

その辺を含めて、たしか給食センターのほう

は平成19年ぐらいの段階で建てかえようとい

うようなことで基本計画をつくられたという

ふうに伺っております。その後、いろんな事

情があって改築のほうには至っておりません

けども、何度も言いますが、子供たちの給食

が出せなくなるといった状況が起こり得るこ

とは、もう絶対に避けないといけないことで

ございます。その辺よく考えていただいて、

町長のほうも子供たちのためでございますん

で、よろしく検討のほうをお願いしたいと思

います。 

 続きまして、２つ目のほうの全体的な中・

長期計画ですけども、先ほどの部長の答弁、

一昨年の財政課長の答弁もお聞きしながら聞

いておりましたら、やっぱり適切な時期にっ

ていう御判断でいくと。となると、本日の答

弁を受けまして、町民の方々、今新庁舎建設

のほうも、南側の道路が改修工事始まって、

いよいよ庁舎建つんやなという声をお聞きす

ることがございます。中には、町の将来のこ

とを考えながら、庁舎の次は体育館かとか、

給食センターかとかというふうに将来のこと

を述べられる方も多くいらっしゃいます。 

 そういった方々に公共施設の将来、例えば

具体的に体育館どうなっとんというふうに聞

かれたら、財政状況を見て総合的な判断をす

るらしいですというふうに今答えるしかない

んですけども、もう少し具体的なことを説明

できたらなというふうに思いますんで、昭和

40年代のその３つの施設については具体的な

説明いただきましたけども、大きな都市で公

共施設がいっぱいあるとこだったら、総合的

な判断でっていうふうなことも町民の方も納

得できるかと思いますけども、太子町は小さ

な町です。どの建物が老朽しているか、非常

に目につきやすい環境にあると思います。コ

ンパクトな町であるからこそ目につきやす

い、見られているんだという意識を持たない

といけないんだと思います。 

 １つ目の質問で、中央公民館、給食センタ

ー、総合センターについて答弁をいただきま

したけども、先ほども部長もおっしゃいまし

た。昭和50年代初めには地区公民館や体育館

などが建てられて、これらについても町民の

目に触れやすい環境にあります。また、学校

施設においても、校舎自体は耐震化が完了い

たしましたけども、まだ体育館やプールなど

も古くなっきていることは指摘せざるを得ま

せん。 

 太子町はコンパクトな町で、公共施設の数

も約30ぐらいですか、数があります。他市町

に比べても、そんなに多くあるわけではあり

ません。単純に考えて、数が少ないから管理

しやすいという側面もあるかもしれませんけ

ども、先ほどの中央公民館、給食センター、

南総合センター以外に、できるだけ早期に対
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応しなければならないと考えていらっしゃる

施設はございますでしょうか。その辺だけお

聞かせください。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 私のほうからは、

２点お答えします。 

 まず、現状、中央公民館との絡み、これも

新庁舎に関係することなんですが、都市再生

整備事業の一環として関係することなんです

が、中央公民館との絡みは、御承知のとおり

地域交流センターとの関係もございます。そ

の中で、いま一度私どもが教育委員会と連携

して今新しいあり方を検討しておりますが、

そういった中で中央公民館はどうあるべき

か、また地域交流センターはこういう方向に

なりますよ、そういったことを積み上げてい

って、その後に中央公民館をどうするのか、

いや耐震でやるのか、どうするのかという判

断をしたいというふうに思っております。 

 それから、現庁舎の跡地利用にも関係する

んですが、これは前々から私申し上げており

ますとおり、町民の皆さんの意見、何とか委

員会とか、そういう一つの意見を集約する場

を設けて、跡地利用をどうするかといったよ

うなことはしていきたいと。これはもう従前

から答弁しているとおりでございます。 

 それから、本当に古い、地区公民館も含め

て、おっしゃいました体育館も含めて老朽化

した施設が多いんですけれども、これを町民

の皆さんの、いい意味での期待ですね、それ

もわかります。体育館が古くなっているから

もっと新しい体育館が欲しいというふうな声

も、もう十分役場のほうには届いておりま

す。 

 ただ、これ私ども全体を考えないといけま

せんので、国保、介護、いわゆる医療、社会

保障費の伸び、そういったものも考えなけれ

ばいけない。社会保障費用をほっといて箱物

を次から次へ突っ走っていくわけにもいかな

い。これは大きな予算全体の話になります。 

 ということからすれば、財政課長も私もそ

うですけれども、軽々になかなか言えませ

ん。じゃあ、実施計画で何年に体育館を建て

ますなんてことを私どもが軽々に言います

と、じゃあ、そのときの財政状況がどうなっ

ているかわからないのに、前もって何年には

建てかえやりますよなんてことはなかなか

軽々には言えない。 

 それから、昨今、民主から自民にかわりま

して、交付金、補助金の関係も大分さま変わ

りしておりますが、なかなか単費で一つの施

設を建てるというわけにはいきませんので、

国庫補助、交付金、その他いろんな特定財源

を勘案しながらにらんでいかないと、実施計

画には、それは我々事務レベルは上げますけ

れども、実施計画がだんだん近づいてきて、

じゃあ財源はあるのか、ないのか、特財はあ

るのかないのか、そういったことも判断しな

ければいけませんので、なかなか町民の皆さ

んに軽々に建てかえますよなんてことは言え

ないということは御理解をお願いしたいとい

うふうに思います。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 部長の答弁のほうも理解は

いたします。 

 そのことも含めまして、現在はそういった

形で総合的な判断ということで、いろいろ教

育委員会等々も、関係部署を含めて考えてい

っていらっしゃるということでございますけ

ども、これから将来負担のメインは、こうい

った公共施設だけではなくて道路や橋りょう

等も含めて将来負担ということを考えていく

べきなんじゃないかなというふうに思いま

す。 

 そういったところを含めて、例えば少し角

度違うんですが、東洋大学のＰＰＰ研究セン

ターというところから、ＰＰＰというのはプ

ライベートとパブリックとパートナーシップ

っていう３つのＰですけども、そういったと

ころから、自治体が保有する社会資本を更新

するのに必要な投資額を簡易に計算できるソ

フトが無料で公開されております。そこに

は、各種建築物とか道路、橋りょう、上下水

道にも対応したソフトでございます。 
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 また、総務省のほうからも、財団法人自治

総合センターが開催した地方公共団体の財政

分析等に関する調査研究会において開発され

た公共施設等の更新費用試算ソフトが無償で

配付されております。 

 総務省のほうは若干入力が面倒みたいなこ

とらしいんですけども、東洋大学のほうのソ

フトが、例えば県内でも大きな尼崎市さんな

んかも使われております。そういった無償の

ソフトがあって、財政状況のシミュレーショ

ンなんかも簡易にできるソフトがございま

す。そういったものも検討されて、目に見え

やすい、我々なんかもこんな状況なんだなっ

ていうことを知ることができるデータをつく

っていただくっていうふうなことを検討され

るっていうのはいかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 今御紹介いただき

ました総務省の部分につきましては、私ども

承知しております。ただし、内容的に見ます

と、非常にいわゆる現資産をきちっとした形

の評価をしないと、なかなか適切な数値が出

てきませんので、今現在資産評価というのは

非常に行政にとって大きな課題になっており

ます。今後、これからの行政の中でやってい

くべきことだと思っております。そうしたも

のを活用させていただいて、今後できるもの

についてはできるだけ早急に取り組みたいと

思っています。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 総務省のほうのやつは、何

か本当に入力が難しいらしいです。東洋大学

のほうは簡単だっていうことで、私もダウン

ロードして見てみましたけども、結構簡単に

数値がはじき出されるソフトなんで、その辺

の利用のほうも調査していただければと思い

ます。 

 最後になりますけども、一昨日の12月４日

には、国会で国土強靱化基本法が可決しまし

た。この法案には、地方公共団体の責務とし

て第４条で、「地方公共団体は基本理念にの

っとり、国土強靱化に関し、国との適切な役

割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域

の状況に応じた政策を総合的かつ計画的に策

定し、及び実施する責務を有する。」とあり

ます。 

 また、基本方針を記載した第８条の３項に

は、「地震による建築物の倒壊等の被害に対

する対策の推進、公共施設の老朽化への対

応」がうたわれております。 

 町長の公約でもある「住んでよかったと思

えるまちづくり」のためにも、財政的なこと

も含めた公共施設の将来像を示していくべき

ではないかと提案して、質問のほうを終わり

たいと思います。 

 ありがとうございます。 

○議長（橋本恭子） 以上で首藤佳隆議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ６番森田眞一でございま

す。雨水排水路の整備について質問をさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 少し強い雨が降りますと水路があふれ、道

路冠水が頻繁に起きております。また、町に

は報告されておりませんけれども、そのたび

に、庭や床下浸水に困られているお宅も出て

おります。この状況は年々厳しくなってお

り、もはや特異なことでなく、常態化してお

るというような状況でございます。特に、市

街化区域で近年宅地化が進んでいる地域の中

では、年に二、三回、膝まで道路が冠水し、

水路と道路が区別できない状況になるなど、

極めて危険な状況になっているところがあり

ます。そうしたことから、次の質問をさせて

いただきます。 

 まず１点目は、最近の大雨による町内の道

路通行規制の状況についてであります。 

 平成25年９月４日の雨で、町内において

14カ所の道路を通行規制したと報告があった

ように思います。それはどこなのか。どのよ

うな状態で規制せざるを得なかったのか。そ

の箇所は、今回初めてだったのか。なぜその
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ような状態になるのか。また、土のうもかな

りの数を配付、配置されたというふうに聞き

ました。配付先は、この規制区域と重なるの

か。あるいは、このほかにも浸水等が懸念さ

れるところがあったのか、お聞かせ願いたい

と思います。 

 ２点目についてです。雨水排水対策が進ま

ない理由についてお聞きいたします。 

 防災拠点としても、長年の懸案であった庁

舎については実施設計も終了し、完成に向

け、大方、先が見えてきたように思います。 

 次の町行政の一番の課題は、整備途中で中

断している雨水幹線水路の整備を初めとする

雨水対策であると思います。住宅浸水や道路

冠水は、町民の命にかかわる大事故につなが

るおそれが強く、早急に解決に向けて力を結

集しなければならないものであると考えま

す。そして、このことは、太子町総合計画に

定めた「安心して暮らせるまちづくり」の基

本事業であり、これから町が全力で取り組ま

ねばならない事業であると考えます。 

 汚水排水事業がおおむね終了し、その後雨

水排水対策へと徐々に移行するものと思って

おりましたが、このように浸水の状況が多く

なっているにもかかわらず、第５次太子町総

合計画、実施計画、これは25年から27年度、

３年間の計画ですけれども、上げられている

雨水幹線等整備事業は、区画整理関連のみで

あります。なぜこうした浸水が常態化してい

る地域の雨水排水施設整備を急ごうとしない

のか。着手しない理由は。今までに質問させ

ていただいて答弁をいただいておりますけれ

ども、雨水幹線計画の見直しが必要なためな

んですか。費用が問題なのか、それともほか

に理由があるのか、お聞かせ願いたいと思い

ます。 

 ３点目は、水路整備にかかわる行政対応の

整理についてであります。 

 町内全域の雨水排水を考えるには、町の水

路全体を総合的に考えていく必要があると思

います。しかし、当町では、排水整備や水路

整備にかかわる部署が市街化区域か調整区域

かの区域間の問題とか、その水路に対する水

利権の有無、あるいは道路に附帯する水路で

あるとか、また公共下水道計画（雨水）によ

る課などにより分断され、対応が複雑になっ

ているように思います。 

 まず、自治会や水利組合と協議して、関係

課の水路整備に対する対応を整理していく必

要があるように思いますが、いかがでしょう

か。それにつきまして、水路にかかわる関係

各課の水路に対する対応を説明願いたいと思

います。 

 また、３課にまたがる水路整備関係の対応

を整理する考えはございませんでしょうか。 

 そして、水路関係の問題に対し、総合的に

対応できるような内部組織の見直しは考えら

れないでしょうか、お聞きしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） １点目の質問にお

答えします。 

 冠水による道路規制箇所を申し上げます。 

 １番目、東南392－３、さくらやさんから

東へ300メーター付近、２番、原池の原自治

会入り口、３番、東南392－３、これもさく

らやさんから東へ100メーター付近、４番、

東南568－４、西川組さんの北側、５番、太

田、これは田中でございますけれども、公民

館の東側、またふれあい広場の南側、６番、

東出、中出クラブ北側及び中出ハイツ東西の

周囲、それから７番目、矢田部４－４南側、

８番目、蓮常寺の信号北側、９番目、立岡

23－１西側及び立岡６－６東側、これ２カ所

でございます。それから、天満山237－６、

サイクルショップの東側、それから11番目、

下出ですけれども、太田郵便局西側道路から

山陽新幹線高架下道路及び太田1729－４東

側、これ２カ所でございます。それから、立

岡、これは太子西中学校の北側でございま

す。以上で９番目と11番目を２カ所でカウン

トすれば14カ所となります。土のう設置数は

約260袋でございます。 

 状況といたしましては、バリカーやコーン
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により交通規制を行い、水が引いたところか

ら順次交通規制を解除し、17時10分に全箇所

を解除いたしました。 

 状況としましては、道路は冠水しているも

のの、床下及び床上浸水には至っておりませ

ん。住民から浸水したと通報が入ってない状

況でございました。 

 また、冠水箇所は、大雨等の時間雨量や局

地的雨量等により、浸水箇所が異なっており

ます。原因といたしましては、もう御承知の

ように住宅が増加し、市街化区域においては

雨水が農地へ浸透しなくなったこと、また本

当に時間雨量が30ミリ、40ミリというゲリラ

豪雨に伴う雨量が多くなり、排水能力を超え

ているものというふうに思っております。 

 また、雨水排水は上から下へと、これはも

う当たり前の話ですが流れていきますが、下

のほうの流量が増した関係、上流からの排水

が滞留し、流れが悪くなることも影響いたし

ております。 

 他の浸水区域につきましては、一部冠水し

たとの、これは田んぼとか畑ですけれども、

そういう遊水地でも一部冠水したとの通報を

受け現地確認を行いましたが、現場到着した

時点では、既に水が引いており現認できてお

りません。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 私のほうから

は、２点目のことについてでございます。 

 現在、兵庫県総合治水条例に基づきまし

て、大津茂川水系にかかわる中播磨県民局及

び揖保川水系にかかわります西播磨県民局に

おいて、それぞれ水系ごとの総合治水推進協

議会が立ち上げられ、協議が進んでおりま

す。これらの内容との整合性を図りながら、

今後、現在の浸水状況や費用対効果を踏まえ

た雨水幹線整備計画を策定し、計画的に雨水

幹線等を整備していきたいと思っております

が、雨水幹線の整備につきましては多額の費

用と時間を要しますので、また下流側の姫路

市等との協議があるため、いましばらく御猶

予をいただきたいというふうに思います。 

 次に、３点目でございます。関係の課とい

うことで、これ、次のことにもあるんですけ

ども、３課のことについてでございます。 

 まず、街づくり課におきましては、水路等

の法定外公共物の財産管理及び道路側溝の維

持管理を所管しております。また、道路が起

因する排水不良箇所等の改良にも努めており

ます。 

 しかしながら、水路等は、水利権を有する

団体より旧来から機能管理されており、行政

との管理区分は地域によっても異なっている

状態であります。雨水幹線や農業用水路とも

機能重複した水路が多く、整備時には関係課

と横断的な協議を行いながら事業を実施して

おります。 

 次に、産業経済課でございます。産業経済

課による水路整備等は、土地改良事業におけ

る農業用水路の整備、改修等でございます。

雨水排水対策を目的に行ってはおりません。

その整備方法としましては、水路整備により

受益を受ける田の面積に応じて整備するた

め、雨水排水計画とは逆に下流へ行けば行く

ほど受益面積が少なくなるため、水路幅が狭

くなるということになります。 

 次に、上下水道事業所でございます。上下

水道事業所としましては、太子町公共下水道

事業計画における雨水排水計画区域403ヘク

タールに対し、大津茂川右岸第１排水区を初

め、約22キロの認可を受けております。認可

を受けている雨水幹線においても、街づくり

課同様農業用水路とも機能重複した水路が多

く、整備時には関係課と横断的な協議を行い

ながら事業を実施しております。 

 続きまして、３課にまたがる対応の整理は

ということでございます。先ほど３課の対応

について説明したとおり、それぞれが所管す

る水路についてはおのおのが整備しますが、

場所によっては複合している場所もあります

ので、そんな場合には、本年度に施行された

兵庫県総合治水条例に基づきまして県、市

町、県民の責務を明確にしながら、３課にま
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だかる横断的な取り組みを進めてまいりま

す。 

 続きまして、総合的に対応できる内部組織

の見直しは考えられないかということでござ

いますが、３課それぞれ整備目的が違うとと

もに、国、県の組織もそれぞれ違いますの

で、現状で問題はないと考えております。 

 また、兵庫県の総合治水条例が本年度より

施行され、総合的に対応したいと思います。

今後、さらに河川下水対策、流域対策、減災

対策を組み合わせながら横断的な取り組みを

進め、浸水被害を軽減してまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ありがとうございます。 

 町長さん、９月４日といいますと、前回臨

時議会が開かれていたんかな。いやっ、じゃ

ないですね。 

○議長（橋本恭子） 議会が。 

○森田眞一議員 ９月議会か、定例会か。そ

の日、11時ごろ非常に強い雨が降りまして、

こういう状況が町内に起こったというふうに

私は記憶しております。そして、その議会本

会議の休憩中に、町長さんが町内を視察され

たというふうにお伺いさせていただきまし

た。町長さん、あの状況を見られていかがで

ございましたでしょうか。ちょっとお聞かせ

願いたいと思います。 

 それから、特に今部長のほうから雨水幹線

の関係の説明をいただいたんですけれども、

これ、その14カ所のうちの１カ所が私の近辺

でございましたので写真を撮らせていただい

とんですけれども――いや、これはその近く

の方が撮っておられる写真ですけど、非常に

自治会の村の中心的な道路が冠水してしまっ

て、道路が川になっとる。これは通学路で、

毎朝何百人という子供たちが学校へ通ってい

る道路です。こんな状態になっているところ

であるのに何ら対応されてない、そういう状

況があるんです。そういうところも、町長さ

ん、当日はごらんになっていただいたと思い

ますので、感想をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 それから、雨水幹線の具体的な１－４号幹

線というのがあるんですけれども、これの施

工が非常に遅れているように思うんです。そ

れのために、こういったこの場所については

どうも冠水が起こっているような感じを受け

るんですけども、それについて経済産業課

長、御答弁をいただきたいと思うんです。 

 それから、水路整備にかかわる行政対応の

整理についてですけれども、市街化区域での

雨水幹線以外の水路に対する対応についても

お聞きしたいんですけれども。 

 まず、市街化区域での水利権のあるところ

とないところの水路の整備についての対応は

一体どないになっとんだろうかということが

１点。 

 それと、同じく市街化区域内の宅地化が進

む区域の中で、田んぼが二、三枚残っておっ

て、その端に水路が素掘りで残っているとい

うようなところがあるんです。周りは宅地化

が進みまして、その附属的な水路は全部三方

コンクリで整備されていると。ところが、そ

れが外れて下へ行きますと今のような素掘り

の水路で、いまだ細い状況にあるということ

で、その辺も大雨が降りますと、もう明らか

に冠水してしまうというような原因になって

おります。そういう対応はどこが主体でやれ

ばいいのか、費用負担はどうなるのか、そう

いうこともちょっと、部長、お聞きしたいと

思います。 

 それから、開発区域内の水路の整備基準

と、その下流域への考慮はどないなっとん

か。例えば、下流域側が断面不足等の未整備

の場合はどのように対応されておるのか、説

明を願いたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（橋本恭子） 町長。 

○町長（北川嘉明） ９月４日の本会議の休

憩中に、町内を巡回させていただきました。

森田議員御指摘のとおり、本当に通行どめに

なっている箇所や鉄砲水のような感じで雨水
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が流れている箇所等も見させていただいたと

ころでございます。 

 先ほどからの質問にありますように、いろ

んな水路の形態がありますので、それは全体

的な観点から考えていかなければならないと

思っているところです。また、先般開催させ

ていただきました４校区における自治会長さ

んとのまちづくりの集いでも、そういった雨

水対策を指摘されたところでございます。 

 御存じのように、雨水対策を考えていくに

は、まずもって下流からどうあるべきかとい

うことで考えるのが本筋でありますので、今

後は姫路市との協議を進めていきたいという

ことをまちづくりの集いで述べさせていただ

いたところでございます。 

 また、先ほどから森田議員からいろんな形

の水路を言われているわけですが、先ほど経

済建設部長が答弁したものの一つとして、例

えば、森田議員も御存じだと思いますけれど

も、田んぼに係る用水路に関しては、あれは

先へ行くほど逆に狭くなりますので、上流の

水が10来た場合、極端なことを言いました

ら、先のほうへ行けば半分、もしくは３分の

１しか受けられるような水路になっているの

が田んぼの水路であるということは御存じだ

と思います。そういった形の水路やいろんな

形態の水路がありますので、その辺は総合的

に考えて今後のまちづくりに生かせていきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 先ほど御質問

がありました市街化区域での雨水幹線以外の

水路に対する対応は、また同区域内での水利

権のあるところとないところの対応はという

ことでございます。 

 市街化区域での雨水幹線以外の水路に対す

る対応は、雨水幹線直近の枝線であれば水路

整備や上下水道事業所で対応し、また道路排

水に関係する水路であれば、その水路につい

ては街づくり課で対応しております。 

 また、同区域内での水利権の有無による対

応でございますが、基本的に、昔でいう青線

と言われる水路は、自治会のほうで、日常的

な管理も含めて対応していただいておりま

す。 

 次に、市街化区域内の宅地化が進む区域の

中で田んぼが二、三枚残り、素掘りの水路が

あると、この水路の管理はということでござ

います。市街化区域の田んぼの水路整備に関

しましては、当該水路は水利権のある水路で

あれば、水利権者が水路の整備の主体となり

ます。水路整備費用につきましても、水利管

理者のほうで負担していただくということに

なります。また、その当該水路が個人の設置

しているような水路であれば、当然水路の管

理、整備は個人が行うということになると考

えます。 

 あと、最後の開発区域内の水路の整備基準

とその下流域への考慮はということで、下流

域が断面不足等で未整備の場合の対応という

ことでございますけれども、開発行為の行わ

れるその区域内の水路整備につきましては、

基本的に上流は上流の、下流は下流の水路断

面に合わせております。ただし、現場状況に

よっては、それ以上の水路断面を確保するよ

う指導しております。 

 また、下流側への考慮といたしましては、

開発行為区域内での最下流で開発区域の流量

計算を実施し、下流側の水路の排水能力がそ

れに十分耐えられるかどうかの検証を行って

おります。検証の結果、下流側の水路が開発

行為区域内の排水を処理できないことが判明

したような場合は、区域内の排水を分散させ

たり、調整池を設けるなどの対策を指導して

おります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 今御答弁の中でありました

ように、上に宅地化されたところがあって、

下は農業地域、要するに田んぼが広がる地

域、そこは市街化調整区域で、要するに水路

が先へ行くほど細くなる、そういう施工をや
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っていくと。上で宅地化が進んで、雨水が雨

が降ると一気に下へ流れていく。これ、当然

あふれるのは当たり前、だから総合的に考え

て、そういう総合的に考える部署は必要じゃ

ないかということを質問させていただきまし

た。その辺は答弁はよろしいですから、よく

考えてお互い連携をとっていただいて、ちぐ

はぐにならんように、今太子町が置かれてい

る状況というのはどういう状況なのかという

ことをよく考えていただいて、雨水排水がス

ムーズに下流まで流れていくように考えてい

ただきたいというふうに思います。 

 いずれにしましても、人や組織の充実を図

るなどして、水路整備にもっと積極的に取り

組んでいただきたい。そして、雨水災害に対

する町民の不安を一日も早く解消していただ

くことを強く要望いたしまして、私の質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（橋本恭子） 以上で森田眞一議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 こんにちは。８番吉田日

出夫、通告に従い一般質問をいたします。 

 まず、１番目ですけども、新庁舎建設につ

いてですけども、この件については今までお

聞きしている推進計画では、いよいよやるべ

きことも大詰めに来ていると思います。 

 昨今の情報では、東日本大震災及び日本で

のオリンピック開催決定のニュース等によ

り、日本の建設業界では作業員の人手不足、

材料の高騰化等が生じているとのことです。 

 その中で、太子町では、三十数億円の町税

を投入して庁舎建設に踏み切るとしているわ

けですけども、今まで何度も懇談会、庁舎建

設常任委員会、議会の一般質問等で、当局に

とにかくコンパクトで費用のかからない庁舎

建設をお願いしてきましたが、住民の声を聞

き入れてもらえない形で現在に至っていると

考えます。 

 だが、住民は、今でも格好いい立派な庁舎

建設を望んでいるわけではありません。大事

な税金を多額に費やすため、当局は今後の動

きに関して慎重に最大限の知恵と労力をかけ

ていただくことを考え、次の質問をいたしま

す。 

 まず、１点目ですけども、新庁舎の実施設

計は計画どおり完了したか。 

 ２番目が、入札の時期はいつになるのか。 

 ３番目が、入札選定業者は何社を考えてい

るのか。 

 ４番目は、入札提示最低価格は幾らなの

か。 

 ５番目には、庁舎、議場、交流センターの

各建設予算は幾らになるのか。 

 また、６番目に、工事着工予定はいつにな

るのか。 

 今、この６点をお聞きしようとしておるの

ですけども、我々議員として思いますのに

は、実施設計が終わって、これ新庁舎建設常

任委員会とかのもとに、我々議員に対しての

説明が今のところないんですけども、やらん

なんことはもう目の前に迫ってきておるの

に、なぜ議員にこういう内容の説明がされず

に前へ進もうとされておるんかも疑問と思っ

ております。 

 以上の内容をもってお答え願いたいと思い

ます。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、１つ目の実

施計画の関係でございますが、実施設計業務

につきましては、実施設計図、完成模型、完

成予想図、積算図書等の成果品の納品は完了

いたしております。設計業務は完了しており

ます。 

 現在、私どものほうにおいて各種申請手続

や工事発注に向けた各種設計図書のチェッ

ク、入札用の設計図書等の作成を進めており

ます。 

 それから、２つ目でございますが、工事の

入札の時期につきましては、現在設計内容の

審査等を行いながら発注の準備を進めており

ます。本件につきましては、制限付一般競争

入札になりますので、一般的には入札公告、

受け付け、資格審査、入札図書の配付、そし
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て業者さんがその入札図書の配付をした段階

で質疑応答があれば質疑応答をお受けしま

す。そして、最終的に入札の流れということ

になります。工事が大規模であるため、見積

もり期間も通常の入札に比べ長くなるという

ふうに思っておりますが、最短で40日程度の

期間が必要と考えております。 

 入札の時期につきましては、入札に付する

いろいろ制限をかける場合があるわけです

が、そういった検討を行いながら、できる限

り早い時期に実施したいというふうに考えて

おります。 

 それから、業者が何社になるかということ

でございますが、先ほどから申し上げており

ますとおり制限付一般競争入札になりますの

で、入札公告に付する制限内容によって資格

を有する業者数が変わってまいります。現

在、制限内容につきましては他の公共団体で

見られる入札不調や入札参加辞退などの状況

を見ながら慎重に検討を進めている状況でご

ざいますので、現在のところ参加業者数につ

きましては御回答できない状況でございま

す。 

 それから、４番目の最低価格でございます

が、昨年度までは最低制限価格の事前公表は

行っておりましたが、本年度４月以降の入札

につきましては事後公表ということで見直し

をいたしておりますので、回答することはで

きません。申しわけございませんができませ

ん。本件の適用につきましても、今後指名委

員会に付議して方針決定をしたいというふう

に思っております。 

 それから、庁舎、議場、交流センターの関

係でございますが、建設予算といたしまして

は、基本設計時における概算工事費の積算額

により債務負担行為の限度額の議決をいただ

いておりますが、現在この限度額を基本とし

て工事予定額の積算を行っております。入札

前ですので、工事の予定額の金額を申し上げ

ることはできませんが、庁舎、議場、交流セ

ンターの各ゾーンの工事費の概算比率につい

て回答したいと思います。 

 庁舎エリアが61.5％、議会エリアが16％、

地域交流センターエリアが12.5％、それから

附属棟と申しますか、防災備蓄倉庫、車庫等

の別途エリアが10％、大体以上が各エリアの

構成比率でございます。 

 それから、工事着工予定でございますが、

吉田議員もおっしゃったところなんですが、

いろんな人がマスコミ報道を御存じだと思い

ます。国の景気回復を目的とした公共投資に

よりまして原材料費の高騰、労務価格の上

昇、また施工業者の入札辞退、入札不調等、

公共事業に多くなっております。 

 こういうことから、他の公共団体等の動向

を十分に見きわめながら、年度内の早期での

発注に努めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 工事着手につきましては、先ほども申しま

したように制限付一般競争入札に一定の期間

を要しますので、大体２月か３月ごろの予定

になるというふうに現在のところ思っており

ます。 

 それから、先ほど議員おっしゃいましたそ

の新庁舎建設特別委員会につきましての報告

につきましては、今現在特別委員会に出す資

料を精査中でございますんで、それができ次

第、新庁舎建設の開催を議会にお願いして報

告をしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 先ほどお聞きしました

ら、この見積もり、入札の時期はということ

でお聞きしたところで40日間ぐらいかかると

いうことですから、ここら辺の入札の業者を

含めてめどがつくというのは、年内には難し

いと思うんですけどもいかがですか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 先ほどから申して

おりますとおり、入札に付するのに、公告す

るまでのかなりの準備期間がまず要ります。

私どもは資料整理、いろいろ数字を整えるよ

うなことの作業がございますんで、それに時

間がかかる。それが終わった段階で制限付一
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般競争入札の公告をする。その公告をしてか

ら入札までが約40日かかる。ですから、時系

列で申し上げますと、そういった流れになり

ます。かなり時間は要するものというふうに

考えております。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 それで、先ほどの最後の

我々の説明に対してやっていただくというこ

とは認識したんですけども、これ自体は年内

にできるんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） きょうが金曜日、

そして７日、８日、土日、この辺も仕事をし

まして、もうできるだけ早い時期に新庁舎建

設を開いていただいて私どもから説明をさせ

ていただきたいというふうに思っています。

もう何とか早く資料をつくりたいというふう

に思っております。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今部長の説明のとおり、

我々もこの内容の説明を受けて、また詳細は

確認をさせていただく形で考えております。 

 それでは、次に参ります。 

 次に２番目ですけども、鼓ケ原の上水道問

題ですけども、これも前回９月の定例会で私

一般質問で確認をさせていただいたんですけ

ども、この問題は今年の７月に問題が発生し

て、それから当局では調査等を含めて発生原

因の究明をしていただいておると思うんです

けども、何かいまだにその発生原因がはっき

りせず、その対策には至ってないということ

をお聞きしておるんですけども、本当にこ

れ、ここの地域の方々はやはり毎日生活に使

う飲料水であるし、やっぱり体に関しても関

係がないとは言えない状態の形で毎日水道水

を使っておるんですけども、本当の原因はま

ずどこにあるかというのをお聞きしたいの

と、それと耐久年数が、前回の一般質問でお

聞きしたら38年が来ておるということなんで

すけど、本当にここに問題はないんでしょう

かという形で２番目としてお聞きしたいの

と、３番目は、この問題に対する予算の確

保、またこの発生原因を調査した上でのあれ

になるんですけども、予算の確保という形を

本当に真剣に考えてもらっておるんかなとい

うことを、ここの自治会の方々を含めて私思

いまして、ここであえてまたこの質問をさせ

てもらっておるんですけども、またこの問題

は町長もじかにこの内容を把握していただい

ておると思うんですけども、町長の見解とし

ては、今の報告の流れというのがスムーズ

に、４カ月もたってもいまだ解決をしてない

ということに対してどのような思いでいらっ

しゃるのか、また今後の計画を本当にどのよ

うに考えていただけるのか、お答え願いたい

と思います。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 先ほど吉田議

員からもありましたとおり、９月の定例会に

おきまして一般質問をお受けし、回答させて

いただきました。その後の経緯経過からちょ

っと説明させていただきます。 

 10月３日に、水道水に異物が出ている旨を

報告されております２軒の住宅に関し、宅内

配管を洗浄する圧縮エア洗管という方法で行

わさせていただきました。その結果、蛇口よ

り異物が排出されまして、異物分析の結果、

小石であるとかシールテープ及び接着剤に使

用されている材料の一部分等が出てまいりま

した。その結果を、10月６日に行われました

自治会の隣保長会議の席で役員さんに８月以

降の報告とあわせまして報告するとともに、

水道のメーターの構造であるとか配管の仕組

み、また出てきた異物の写真等を見ていただ

き、御家庭で異常があれば連絡をいただきた

い旨をお伝えしました。 

 その後、１週間に２回程度、２軒のお宅に

職員が訪問し、状況を聞き取り調査しており

ます。その中で、数回ごく微量の異物が出た

ということを聴取しておりますが、自治会内

の他の方からの報告はありませんでした。 

 なお、この事案につきましては、全て龍野

健康福祉事務所に報告しております。 

 また、11月14日には、２軒に非常に細かい
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網目をしたストレーナーつきのパッキンと呼

ばれるパッキンをメーターの下流部に設置さ

せていただき、25日に設置した１軒のお宅か

ら異物が出たとの連絡を受けまして確認した

ところ、２ミリから５ミリ大の異物が３個確

認されました。 

 ただ、この大きさでは、とてもその14日に

設置しましたストレーナーつきパッキンを通

過することは考えられないため、この家の方

とはしばらく様子を見ようということになっ

ております。 

 現在の状況では、他の自治会からの苦情も

なく、ごく限られた中での事案でございま

す。今回の原因については、いろいろ自治体

とか検査機関等にも照会して、同様の事例は

なく、特定は難しい状況でございます。 

 特定といいますか、原因でございますけれ

ども、９月にもちょっと報告させていただき

ましたが、水道というものの性格上水圧があ

りまして、どこからでも浮遊物が混入すると

は考えられません。また、配管中の継ぎ手剤

が剥離したものと、そのときもお答えしたよ

うに推定しております。 

 本管の耐用年数につきましても、以前にも

申し上げましたように地方公営企業法施行規

則に定められております減価償却の耐用年数

は40年となっており、当該地区の水道管は先

ほども言われましたように昭和50年、51年の

２カ年で埋設されておりまして、約37年が経

過しております。このような法定耐用年数を

迎える老朽管更新事業につきましては、中期

経営計画に定め、順次更新をしていく予定に

しております。 

 鼓ケ原地区におきましても、更新工事の前

提となる実施設計の発注前の事前調査として

どういう課題があるか、抽出等を行ってござ

います。中期経営計画の中では、25年、26年

度には送水管の老朽管の更新を予定しており

ます。これはＪＲを横断しているものの更新

でございます。27年度に管路更新計画を策定

する予定でございます。 

 なお、当然その鼓ケ原につきましては、今

現在地域的に埋設をしている水道管の中では

一番古いので、更新としてはそこを最優先に

させていただきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 町長。 

○町長（北川嘉明） この問題につきまして

は、担当課から逐次説明をいただいておりま

す。また、対応につきましては、先ほど経済

建設部長が申したとおりでありますのでよろ

しくお願いします。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 先ほど堂本部長のお答え

では、いろいろ調査していただいて、ほかの

御家庭からは出ておらないという形の回答だ

ったと思うんです。ということは、最終的結

論は、この問題自体はその問題を提起された

ところだけの、それも家庭内での自宅内での

問題ということが結論ですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 結果的にはそ

の２軒の方からの情報しかいただいていませ

んので、それ以外の方からはいただいてない

ので、家庭内で起こったということは言って

はおりませんけれども、前回のときにも地区

におきまして洗管作業等をさせていただい

て、本管に異常があればその洗管によって除

去するという方法をとらせていただいており

ますし、それぞれの家庭からお聞きしたこと

については誠心誠意対応させていただいてお

ります。 

 また、家庭内での事故であるということは

一切考えておりません。配管からの事故であ

るというふうに、複数の家庭で起こっておる

以上、町としてはそういう考えはありますけ

れども、ただしそれに対応するすべという

か、検査と原因の究明等につきましては、水

圧がありましてなかなか難しいものがあるの

で特定には至っていないと。ただし、推察す

ることとしては、そういう接着剤が剥離した

ような状態のものを検出しておりますので、
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そういうことで御理解願いたいというふうに

思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今問題としては、私がお

聞きしている内容では、確かに問題を言って

いる家というのは数軒と聞いておるんです。

そういう意味で、前回にも当局に対しては、

その周りの調査を含めて実施願いたいという

形でお願いしとったと思うんですけど、そこ

ら辺の結果と、それと、今後じゃあ、今聞き

ましたら本管の設置を更新するというのが最

優先で、平成27年度にやるという形でお聞き

したと思うんですけども、それをもう少し前

倒しで考えるというような形の検討はできな

いんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 先ほどの他の

家からのを検査してはということでございま

すけれども、先ほども説明させていただいた

とおり、自治会の役員の会で、そういうこと

があれば報告願いたいということで自治会長

さんにお願いしておりますので、そこを通じ

て連絡していただいているものと考えており

まして、それ以外、今そういうほかからの連

絡はございません。 

 また、先ほどの更新のことでございますけ

れども、一応中期経営計画の中でそういう方

向性を決めておりますので、もし早期にやる

必要があれば、それはまたその段階で見直し

たいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 先ほども申し上げました

ように、とにかく問題異物が出ているという

ことは、これ間違いないんです。それを毎

日、いろんな当局も協力はしていただいて、

それを除去するようなことも、フィルター等

もかけていただいてやっておると思うんやけ

ど、やっぱり気持ちの上で、これ嫌なもんを

飲んでるんだ、使ってるんだという意識には

変わりないと私は思うんです。そういう点

で、本当にもう少し何らかの考え方が当局と

して出せないかということを私思うんです。 

 じゃあ、皆さん、自分の家庭で同じような

ことが起こったら、本当にもっと何やかんや

と言われる形が起こるかもわからへん。ここ

の地区では、私から言わせたら、自治会がも

っと本当にきちっとコメントを出したら、も

っと当局に対してのあれができると思うんや

けど、自治会の動きを見とったら、私はその

ように感じるんです。私の自治会でこんな問

題が起こったら、そないな感じで、やっぱり

飲む水、また料金を払っている水に対して、

本当に行政はもう少し皆さんに応えてあげて

もらいたいなという形を思いますんでこうい

う一般質問をさせてもらっておるんですけど

も。そこら辺もう一度、本当にもう何らかの

形を、こうやりますということを、何かここ

で物を言うてもらえませんか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） そういう物質

が水道の中にあるということで、衛生上無害

であるということでございますけれども、当

然精神上、浮遊物が混入しているということ

で好ましくないことでございますので、それ

については何とかしたいというふうに町のほ

うとしても考えておりますけれども、なかな

か、先ほども言いましたように水道というも

のの性格上水圧がありますので、外部からそ

ういうものが入ったということはほぼ考えら

れないので、水道管の中で起こっていること

ということになると思います。 

 例えば、水道の蛇口なんかにでも白い結晶

がついたりするというのは、水道の中にミネ

ラル成分がありまして、それが付着し、乾燥

してつくというような状況もありますので、

水道管の中でそういう結晶になるようなこと

はないとは思うんですけれども、水道の水質

自体はこちらで十分に管理させていただいて

おりますのでそれについては問題ないとは思

うんですけれども、ただやっぱり精神上、そ

ういうふうなものが目につくと非常に不快な

思いをするというのは十分にこちらも理解し
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ております。 

 また、先ほどの抜本的に何とかならないか

ということでございますけれども、当然その

水道事業を行う上で重要なそういう配管等も

ございますので、その50年、51年に埋設する

ということになりますと、当然それ以前から

送水管、配水管というものを埋設しておりま

すので、まずはそちらのほうを整備した後

で、できるだけ早い状況におきまして対応し

たいというふうに考えたいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今部長のほうからいろん

なお答えをいただいたんですけども、聞くと

ころによりますと、この鼓ケ原というのん

は、通常でしたらこれ池やったところらしい

んですけども、そこを、本来ならば下をきれ

いにさろうてこの池というもんは埋め立てを

するのが、そういう作業をなされんとこの埋

め立てが済んだ形と私は先輩の方々からお聞

きした形があるんですけども、そういうこと

を踏まえた上での配管工事がなされておるの

かどうかということを私は個人的に思いま

す。 

 そういう意味で、とにかく今までいろいろ

と動いてもらってることも私も認識しており

ますけども、今後もそこら辺をきちっと自治

会に対して対応をしていただいて、とにかく

早いうちにやっぱりこうやるという形をもう

少し安心ができるようなことの動きをしてあ

げていただきたいということをお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 以上で一般質問を終わります。 

（「吉田議員、ちょっと」の声あり） 

 はい。 

（「無害やという部長の回答なんやけ

ど」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ちょっと暫時休憩しま

す。 

（休憩 午前11時26分） 

（再開 午前11時26分） 

○議長（橋本恭子） それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 吉田日出夫議員の一般質問は終わりまし

た。 

 次に、平田孝義議員。 

○平田孝義議員 おはようございます。 

 ７番、日本共産党平田孝義です。通告に従

いまして質問をさせていただきます。 

 １番の新庁舎建設・設計についてでありま

す。 

 今、国内情勢が不安定の中、これから町税

収入の増加などが見込めない中で、少子化、

高齢化といった、それに伴う社会保障増加は

免れないことから、財政運営は太子町として

厳しい状況が続いております。そういった中

で、新庁舎建設設計に基づき着々と進められ

ようとしております。 

 そこで、質問(1)設計建設案に長岡市庁舎

を参考に掲げられておりますが、どのような

ことからこの長岡市を参考にされたのか、お

伺いいたします。 

 (2)無駄な公共事業に対し各地で市民運動

が起きている中、現在の太子町役場の老朽化

に伴い、新庁舎建設は一応私としても理解は

しております。ただ、設計説明書を拝見する

中で、無駄のないコンパクトな設計が必要と

思われます。 

 そういった建設の中で、メンテナンス管理

についても再三検討されたことであって、３

棟の並列による建て方はどのような構想の中

から、また考えがあってのことから建てられ

ていくのか、お伺いをいたします。 

 先ほどより新庁舎建設に対して多くの議員

の方から質問が出ております。そういった中

で回答もいただいております。方向を変えな

がら新庁舎建設に関連した質問を私はさせて

いただいておりますので、的確な回答をいた

だきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 最初でございます

が、長岡市の関係でございますが、市民に開

かれた庁舎の事例といたしまして、中土間を
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利用したさまざまな市民活動や１階に配置さ

れ、市民に開かれた円形スタイルの議場、ま

たデッキテラスの活用、それから長岡市さん

は日本一の総合窓口サービスをうたわれてい

る窓口業務のあり方など、一つの新しい市民

活動拠点として取り組まれ、開庁後約１年が

経過しております。 

 そういった長岡市役所、アオーレ長岡の現

状を見させていただきました。今後の新庁舎

での住民サービスのあり方などについて、地

域の気候、風土や地域特性もあるんですが、

そういったものも考慮しながら施設運営等の

参考にさせていただいたということでござい

ます。 

 それから、２問目ですが、基本設計時の

「人がつどう、まちがめぐる、太子がつなが

る」、この設計の基本コンセプトとしてまち

づくりの集いや各種団体等の御意見をお聞き

しながら、今まで設計を進めてまいりまし

た。３棟構成も、そのことを基本として計画

しているものでございます。各棟の機能にお

きましても、できる限りコンパクトで、住民

活動のさまざまな利用時間や利用形態にフレ

キシブルに対応できるように計画をいたして

おります。 

 また、管理やメンテナンスにおきまして

も、棟ごとに単独でも複合的にも管理できる

総合監視や自動制御などにより、きめ細かで

効率的な管理が行えるものというふうに考え

ております。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 今総務部長のほうから答弁

をいただいたのですが、長岡市の庁舎を参考

にして内部の施設をいろいろと検討されたと

いうことを言われておりましたが、設計図面

を見させてもらっても、それは確かに立派な

庁舎であります。そういった中で、果たして

太子町がそれだけのお金をかけてやる必要が

あるのかということと、私の情報では、長岡

市は10町村を編入合併し、29万人の都市にな

っております。その中心市街の開発を強行し

続けているとお聞きしておるわけでありま

す。 

 市長は、40万人長岡構想を打ち出しておっ

て、道州制の導入を公然と主張しておりま

す。全国市長会に立候補して３期目の任につ

いております。長岡は、またこの新庁舎を合

併特例債といったもので建てられておるわけ

で、太子町の場合は、全くそういうお金を使

わずして全額町民の税金を使われるわけなん

です。 

 そういった中で、先ほど申したとおり、長

岡市は確かに中心市街の再開発を進めており

ます。また、テーマには「あすの長岡」とし

て市内のどの地域でも安心して住み続けられ

るまちづくりの政策、提起を行っておりま

す。そういった中、また新潟第２の都市構想

があると聞いてもおります。 

 ただ、果たして、太子町とは町の規模も違

い、人口も環境も随分違うわけであって、こ

の件に対して先ほど最後に言った長岡市がす

ばらしいということも私は認めております

が、この件についてはまた太子町の全貌とい

うことで最後に私は聞くことにしております

ので、これはそのときに聞くということで。 

 まず、北川町長は、25年２月の今年の施政

方針で、「『小さくてもキラリと光る太子

町』に向けて町民の皆さんとの対話を重ね、

つながりが感じられるまちづくりに邁進す

る。」と述べております。そういった考えの

中からこの長岡市の建設を参考にして建てら

れたのか。そういったことから、本当にこれ

だけの建物が太子町として必要なのかという

ことをお聞きしたいと思います。お願いしま

す。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 長岡市のことは、

先ほど申しましたとおりでございます。当

然、先ほど申しましたように地域の気候風

土、それから県民性、またいろんなことが違

うのは承知しております。ただ、人口規模が

違うのは、これはもう当たり前のことであっ

て、ただ私どもは長岡市さんのやつをそっく

りそのまままねをして持ってくるということ
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ではございません。いろんなソフト面、先ほ

ど申しましたように総合受付だとか、一つの

事例ですけども円形議場だとか、そういった

ことを勉強させていただいたわけでございま

す。 

 ですから、規模がどうのこうのということ

で広島のほうへも行きましたし、金沢のほう

へも視察に行きましたし、規模云々よりも、

どういう考えでどういうソフトでもってどう

いうことで市民、町民に対応しているか、そ

ういったことを勉強をさせていただいたとい

うところでございます。 

 私のほうから以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 この長岡市の庁舎を参考に

する件はまた後ほどということで、また質問

をさせていただきます。 

 庁舎建設検討委員会、また議会などでよく

言われたのが、先ほども議員のほうから数々

出されたコンパクトで無駄のない、後にメン

テ管理です、いわゆる後にお金が必要になら

ない建て方をするのが一番ではないかという

ことがよく言われたわけであります。 

 そういった中で、３棟の並列の建て方は、

出入りが多いわけです、どなたもわかると思

うんですけど。こういう出入りの多い建物

は、必ず古くなれば亀裂が生じたりとか、い

ろんな面でお金がかかるということは、これ

はもう常識であります。 

 そういった中で、今後メンテナンス費用な

どを考えられた上でのことなのか、そういっ

た点でどのようにメンテナンス費用など、将

来に向けた太子の財政の中から考えておられ

るのか、そういったこともお聞きしたいと思

います。お願いします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） ３棟のコンセプ

ト、先ほど申しましたように「人がつどう、

まちがめぐる、太子がつながる」、これは基

本設計を行うときに、議員各位も御存じなん

ですがプロポーザルでやりました。御存じで

すね。それをいわゆる神戸市の市庁舎、何十

階建ての１棟の建物にするか、また姫路市、

これも近隣では宍粟市もそうなんですが、い

わゆるデコレーション型の新庁舎の設計にす

るか、そういうことをプロポーザルでもって

選別されたわけです。それはもう平田議員も

よく御承知のとおりなんですが。 

 そういった中で、コンセプトも、何遍も申

し上げますが人がつどう、めぐる、つなが

る、こういったものを採用した、今計画を進

めております３棟構成のものが一番点数がよ

かったわけですからここに至っているわけで

す。 

 もう一つの考え方は、都市再生整備事業と

いうことで交付金もいただきますが、斑鳩寺

を中心にした歴史的ゾーン、それから文化会

館、図書館、歴史資料館を中心とした文化ゾ

ーン、そしてもう一つの地域の核として新庁

舎を含めた地域の交流ゾーン、このトライア

ングルでもって太子町を活性化していこうと

いうことは、今初めて申し上げたわけでもあ

りません。従来から、議員各位にも何度とな

く御説明をさせていただいております。 

 それから、先ほど申しましたように、管理

面でも非常に低層ですので管理はしやすいと

いうことは、これはもう当然でございます。

単独でも複合的にも管理できる監視体制、そ

ういったものを備えて設計を進めてきたとい

うことでございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 メンテナンスも心配ない

と、コンパクトであるということは誰が見て

もコンパクトに見えないんですけど、たしか

委員会ではちょこちょこコンパクトでという

ことも言われてたのですが、議会のほうのそ

ういった意見も、ただそういうことがあった

のに、我々は庁舎の中での議場に関すること

だけを与えられたという形で今までずっと討

議してきたわけであります。そういった中

で、今部長が言われたプロポーザルとか交流

ゾーンとか、そういうようなことは余り話に

入ってきてないんですよ、議会でそういう討

議することの中に。そういうことからして
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も、これから先、心配しているのは、そうい

う建て方をしたら必ずお金がかかるよという

のは、これもう心配することであります。 

 そういう中で、例えば平成の合併にて統合

し、市町村合併ですか、それで各地の庁舎が

あちらこちらで建てられております。市や町

など、何カ所か庁舎を外観より拝見したりと

か、また総務委員会では宍粟市、岡山の真庭

市など調査に参っております。どこの庁舎を

視察しても、何ら不都合のないコンパクトで

メンテにお金がかからない建て方だと感じて

おります。建て増しは別として、ほとんどの

庁舎が建て方として本来の箱形１棟、宍粟

市、真庭市とも、もうお金も25億円ほどの予

算で立派な建設をされております。 

 今回朝来市も、現在の本庁舎の場所に、業

務を始める新庁舎建設の基本設計案が正式に

発表されております。 

 竹田城の跡の石垣のモチーフとしたそうい

った植栽スペース、また和田山の粟鹿神社の

直朱門など、そういったことをして、また神

子畑選鉱所がありました、山東町のほうに

は。そういった中、シックなふうの通路と

か、カラミ石の、そういった代表するデザイ

ンを取り入れてやられても、無駄のない、ま

たメンテにも金のかからない建て方、そして

お聞きしたところ、ここも何か25億円ほどで

建てられるそうなんです。 

 そういった中から、本当に太子が、この前

いろいろな審議の中で――後ほどまた予算の

ことでちょっと追加はないんかということを

聞きますので、それは後ほどいたしますけ

ど。こういった建て方をしている庁舎が近隣

によくあるわけなんですよ。そういう地域の

庁舎、そういった庁舎をよいところを学ん

で、何で太子町は、そういった今の現社会情

勢の中で考えて建てられなかったのかなとい

うことが私は疑問を持っているわけでありま

す。 

 そういったことで、先ほどから部長は心配

ないと、メンテもしやすいと言われてるんで

すけど、部長にしても、ここにおられるトッ

プの方々も、めげるときにはもうおられない

んです、この役場には。そんなことを考えた

ら、責任のことを考えとるんかということを

私は言いたいわけで、その件に、もう一度、

部長、お答えください。べっちょないか、本

当にべっちょないという責任持った発言でき

ますか、答えてください。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） そういう責任問題

云々っていうのが、少し感情的におなりにな

っておりますのでこういう場でお答えはいた

しませんが、しっかりしたものを基本設計、

実施設計を踏まえて、基本コンセプトに基づ

いてしっかりしたものをつくっていくという

考え方でございますんで計画どおりに進めて

いきたいと、そういうふうに考えておりま

す。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 そういう答弁ですけど、町

民のほうからよく言われるのが、税金を無駄

に使うなと、将来に影響をもたらすので、よ

りよく考え、そしてそういったことを議員は

言ってくれと、もう何をしとんだと言われる

ことがたびたびございます。そういった中

で、今回重点的に庁舎問題に対して私は当局

にお答えを求めておるわけであります。そう

いった中で、どうかできるだけ、今後負担が

かからないようなことを考えてやっていただ

きたいなと思うわけであります。 

 次の質問に参ります。２番、新庁舎建設予

算についてであります。 

 新庁舎建設について、新庁舎建設設計説明

書を見る限りで、先ほどお聞きしたとおり３

棟建て、中身を見ても本当に立派な設計であ

ります。第５次太子町総合計画の中で想定予

算金額が、土地を含み35億円ほどかかるので

はないかというような、３月の定例議会にて

吉田議員の質問で答弁がありました。大幅に

予算が、例えば35億円という想定的な金額が

出ておりますが、今後追加される可能性のこ

とがあるのか、それなりにまたいろいろな追

加工事が考えられるのか、そういったことを
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一度お聞きしたいと思います。お願いしま

す。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 新庁舎建設におき

ましては、基本構想、基本計画、基本設計、

実施設計と、いろんな御意見をお聞きしなが

ら、計画に沿って事業を進めております。平

成24年12月の基本設計完了時に大まかな工事

積算を行い、それに基づき予算の限度額設定

を行い、実施設計を進めてきたものでござい

ます。 

 ただ、ここで申し上げたいのは、基本設計

から建設コスト縮減に努めながら実施設計を

進めてまいりましたが、御承知のように消費

税の５％から８％へのアップ、また安倍内閣

による、アベノミクスによる国のいろんな政

策の関係上、設計労務単価のアップ、また円

安や建設機材一式、鉄工、型枠等のいわゆる

建設物価の上昇、これ非常に上がっておりま

す。そういった社会経済動向の影響は、確か

に受けてきております。今現在、設計審査を

しながら設計工事予算の再検討を進めている

ところでございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 設計審査など今やられ、い

ろいろと模索されているということでありま

すが、本当のことを言えば、追加予算は本当

にないのかということを私は聞きましたけ

ど、逆に予算を切り詰めて無駄を省いていた

だきたい、これが本音なんです。 

 確かに時期的に物価の変動、人件費などあ

らゆることは承知した上でお聞きしているわ

けであります。町民にこれ以上負担を押しつ

けるということはなさらないような、やっぱ

建て方というのも肝要かなと思うわけで、い

つも決算委員会で感じることは、何事におい

ても予算が追加されていることであります。

決算委員会でも、私も一度ぐらい本当に賛成

させていただきたいのであります。 

 そういった中で、できればやっぱり予算立

てた限りはそれ以内でおさめるというのもお

仕事ではないかなと思うわけで、これからは

財政運営が厳しい状況の中で、自立したまち

づくりを目指し、太子町新行政改革大綱に基

づき、限られた財源を有効、効果的に活用

し、予算が少ない中で必要に応じた安定した

基盤の上に立って、予算に見合った建設を進

めていただきたいなと思っております。そう

いった中で、次の質問に参らせていただきま

す。 

 ３番、新庁舎建設、これも新庁舎建設に関

連した話であります。 

 そういった中で、いろいろな公共施設がご

ざいます。先ほど首藤議員のほうからも質問

がございました。内容は聞いております。私

は、そういった中で、新庁舎を建てることに

よってどのような方向性を考えながら公共施

設を活用されていくのかということをお聞き

したいなと思っております。 

 その中で、新庁舎建設に対し必要以上の重

きを置き、いろいろな機能を取り入れようと

しているが、建設費に見合う町の活性化の望

みと他の施設との対応について問うわけであ

ります。 

 そういった中で、(1)文化会館（あすかホ

ール）、図書館などをどのように今後使われ

ていくのか。 

 また、(2)中央公民館、体育館など、今後

どのように考えているのか。 

 (3)今現在の福祉会館、これは会館がどう

こうじゃなくて、説明を受けたときに常勤

者、いわゆる勤務されている方が管理部門で

すか、一部が新庁舎建設によって異動すると

いった説明がございました。どのような方が

異動されるのか。 

 そこで、そういう管理部門である管理者が

異動された場合に、福祉会館の管理機能とい

うものに対して影響はないのか。こういった

ことに対して、３点をお伺いしたいと思いま

す。お願いします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） ３点の１番目でご

ざいます。文化会館、歴史資料館、図書館、

中央公民館で構成されますふるさと文化村
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は、昭和41年に中央公民館、昭和58年に図書

館、平成５年に文化複合施設として歴史資料

館を併設した文化会館を整備し、段階的に文

化ゾーンとして育ててきたものでございま

す。 

 ここにおきましても、既存の施設の機能を

有機的につなぐため、中庭を中心として施設

を配置し、芸術、文化などの新しい文化に触

れながら、新旧住民の交流の場として文化ゾ

ーンの整備を行ったものでございます。 

 新庁舎建設に当たりましては、時代変化に

沿って行政との協働による新たな課題解決や

住民間の交流が必要と考え、地域交流センタ

ーを併設した新庁舎を計画しているものでご

ざいます。 

 1,000年以上の歴史を持つ斑鳩寺を中心と

した歴史ゾーンと20年間文化の育成や向上に

取り組んできた文化ゾーンとが、新たな新庁

舎を中心とした地域交流ゾーン整備でより有

機的につながっていって、点でのまちづくり

が線のまちづくりになってくるものというふ

うに私どもは期待をいたしております。 

 それから、２点目でございますが、中央公

民館及び町民体育館におきましては、不特定

多数の方が利用される施設として耐震化が課

題となっておりますが、既に耐震診断を終え

たところもございますけれども、これはいか

んせん大規模な耐震補強が必要な結果となっ

ております。今後は、老朽度、また他の公共

施設との計画とも見合わせながら、総合的に

検討を進めたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、３点目でございますが、建設当

時、福祉と保健の一体的な施設として保健福

祉会館としてスタートさせて、さまざまな業

務を行ってまいりました。保健、福祉、介護

など、福祉を取り巻く環境も大きく変わって

まいりました。職員数も、開館当時に比べ、

倍以上に配置いたしており、業務内容も大幅

に拡大してきております。 

 新庁舎機能に当たりましては、既存の福祉

会館の管理機能やサービス面も含め、総合的

にお年寄りの方、また障害者の方等が、住民

サービスの向上を目指しておりますので、機

能低下はないものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 いろいろ回答をいただいた

わけなんですけど、私はそういう回答が欲し

くてっていうわけじゃないんです。1,000年

続いたから、本当にそのとおりのことをやっ

てくれるんかなということを、今までやって

おられないのに言葉尻はきれいなことが多い

わけで、私はそういうことを聞いてどうのこ

うのという気はございません。 

 ただ、あすかホールですか、図書館などに

ついて私が思うこと、そして庁舎との関連で

お聞きしたいのは、地域交流拠点となる交流

広場、今度新しくできる、街角書館スペース

など、これもまた書館的な本なんか読める場

所も多分できると思うんです、新庁舎に。ほ

いで、交流スペースやオープンカフェなど、

今後運営や内容について検討しますとあり、

また人がつどう、これは先ほどからつどう、

めぐる、つながるといったテーマの中で新し

いオフィスの、言うたら構築を目指しておる

わけであります。 

 住民が集う交流広場が新庁舎のほうに構築

されれば、あすかホールの活用が今以上に低

下するという懸念と、図書館の機能もそれに

伴い減少するのではないかということを私は

思う中でこの質問をさせていただいたわけで

あります。 

 そういった中で果たして、太子町の場合は

22万平方キロメートルですか、小さなコンパ

クトな町でございます。一つの町が例えば交

流広場、そういうとこに集まれば、必ず少数

の方がまたそっちのほうに行くということ

で、今建てられてるあすかホールなんか、ち

ょっと衰退していくのではないかなというこ

とが懸念された中で私は質問させていただい

ておりますので、この件について、再度今の

ことに対してお伺いいたします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 
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○総務部長（香田大然） ほかの議員にも申

し上げたんですが、そういったことも含めて

地域交流センター、それから文化会館、歴史

資料館、図書館、中央公民館を含めて、現在

教育委員会とどういったあり方か、また新し

い組みかえをしなくてはいけないのか、既存

のままでは、これは平田議員が心配されるよ

うに、ひょっとしたらそういうこともあり得

るかもわかりませんが、そういったことにな

らないように今後話を詰めていくということ

でございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 考えはお聞きいたしまし

た。 

 文化会館（あすかホール）建設費用は、

48億円当時かかっておるわけであって、もう

19年という年月が経過しております。 

 それから、町民が集う施設として知恵を絞

り、今以上に活用しなければいけないのに、

新庁舎に野外イベントなど必要として建てら

れれば、今でもあすかまつりなど十分にやっ

ていってるのに、何か２つの場所、いわゆる

冠を２つつくるという形になるのではないか

ということから質問したわけであります。 

 図書館も今以上に活用し、機能さすことが

先決と思うわけであります。 

 何代か前の陸井町政時代に活字文化を重ん

じて、みんなが共用されたい思いの中からつ

くられたのがこの図書館であります。 

 それと、運営に対しても、私これうわさで

聞いたんですけど、東の浦安か西の太子か

と、ぐらい有名になった時期がございます。

この図書館をもっともっと活用、拡大さすこ

とが大切ではないかと私は思うわけで、新し

い建物、新庁舎だけに重きを置けば、必ず無

駄だけが残って、何かが取り残されることに

なると思うわけで、文化センターをこれ以上

に活用する手だてを何か当局としては考えて

おられるのかお聞きをいたします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） あすかまつりも盛

況で本当にありがたいことだと思っておりま

す。それはそれで一つのいい例と申し上げま

しょうか、大方約20年にわたって文化会館で

きた後にそういった現在も盛況な祭りがどん

どんと続いております。 

 そしてまた、地域交流ゾーンのほうには地

域交流広場もございます。いろんな方が自由

に使っていただける書架スペース、喫茶スペ

ースもございます。そういったところはそう

いったところでまた新しい芽が出て、何々祭

りとは今現在申し上げませんけれども、新し

い芽がまたそこで一つ生まれる。そして、先

ほども申しましたように歴史ゾーン、文化ゾ

ーン、地域交流センターが点が３つでつなが

る、そして町ににぎわいが戻る、こういった

ものを、これは１年や２年で当然できるもん

ではありません。 

 御承知のようにあすかホールが建ってから

20年でやっと今にぎわいのあるあすかまつり

ができてるわけですから、ですから５年、

10年、長い年月にわたって、それこそ私ども

が口癖のように申し上げておりますが、住民

との参画と協働によってそういったまちづく

りをしていく一つの新しい拠点、そういった

ふうに御理解をお願いしたいというふうに思

います。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 確かに部長が言われるとお

りで、１日や２日でなし得るということは、

確かにそれは痛感しております。あすかホー

ルも19年がたってはやもう20年がまたかかろ

うかとしておる中で、昔から「ローマは一日

にしてならず」ということわざがございま

す。 

 そういった中で、本当にあすかホールが、

今、年数だけの分どんどんどんどんよくなっ

てるかというたら、そのようにちょっと考え

にくいんですけど、そういった中で、今後そ

ういったことなど企画など工夫され、太子の

場合、土曜日とか日曜日は、近隣の人たちが

多くこちらに出向いてきておられます。そう

いった中で、住民一体とそういったことを巻

き込んで企画立案、行政だけが考えるんじゃ
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なくて、住民の意見も聞きながら一緒に企画

立案する、こういったことも今後必要じゃな

いかなと思いますので、どうかこの件もこれ

から考えていただきたいなと思います。 

 (2)の中央公民館、体育館など今後の課題

についてでありますが、どう考えてるかとい

う中で、確かに中央公民館は昭和41年に建て

られたと聞いており、かなり年月がたってお

ります。建て方としては、当時の建物として

は、これも大勢の方々がよく視察に来られた

と聞いております。今も内観は確かに古くな

っております。外観からすれば本当にしっか

りしております。あと、耐震的なことなど考

え、またそういった手を加えて、上段への上

りおりに対する手を加えれば、この公民館の

機能も果たせるのではないかと私は思うわけ

であります。新庁舎建設には大きな費用をか

けずして、早急に何らかの手を加えていただ

きたい。 

 体育館に関しても昭和50年代ごろに完成し

たものであって、公民館同様、町民の皆さん

がよく言われるのが、新庁舎にお金をかけず

して、無駄のない、無理をせずして体育館と

か公民館もいろいろとよりよいように模索し

たらいいんじゃないかという意見も私はたく

さん聞いております。多分行政のほうにもそ

ういった意見も多く入ってると思われるわけ

であります。 

 そういった中で、僕が今言った、これ提案

みたいなもんですけど、どのようにお考えで

すか、お願いします。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 答弁します。 

 まず、町民体育館について、それから中央

公民館についてとお尋ねでございましたが、

先ほど総務部長も言いましたように、他の公

共施設の耐震化計画とあわせながら総合的に

整備しますというまず前提でお聞きいただき

たいと思うんです。 

 そして、町民体育館につきましては、スポ

ーツ系の施設が運動公園のほうにあるわけで

すから、長い目で見ればそちらのほうにやは

り位置するのが望ましいだろうと考えており

ます。 

 そして、中央公民館につきましても先ほど

総務部長が答弁ございましたけれども、文化

会館の機能、それから地域交流センターの機

能、それらも含めて考えるべきであって、今

現在御利用なさってる方は、それは当然自分

たちが利用してる施設を整備してほしいとい

う考えは、それぞれの地区の公民館も含めて

一緒です。どの施設もそうですけれども、や

はり全体の耐震計画の中で考えていくべきだ

と考えております。 

 ですから、中央公民館につきましては、文

化会館の機能の中にそういったものもとり込

めていけないかなということも柔軟に考える

べきだというふうに考えてるのが現時点の教

育委員会担当部局の大まかな考え方でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 新庁舎建設といった大きな

買い物をするわけですから、いろんな方向に

お金が回らないというのは私もよりよくわか

っております。最低限太子町の全貌を一応考

えていただいて、やることはやってもらう

と、そういったことをお願いしたいと思いま

す。 

 そういった必要性というのは、必ずやらな

くてはいけないことであって、もし何かがあ

ったときに、そしたら、ああ、早くやっとき

ゃよかったなということも考えられますの

で、できるだけ早急にそういう立案をしなが

ら考えていただきたいなと思います。 

 それと、次の(3)の今現在の福祉会館、常

勤管理部門ですが、これも先ほど部長からお

聞きいたしました。これもそちらから見れば

単純な質問かと思われるわけで、当然従来ど

おりであってほしいという考えの中でお聞き

したわけであります。それはなぜかというの

は、身障者、お年寄りの方々のことなど考え

ると、これまでのように行えば、それなり変

わることのない、手続などですか、そういっ
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た管理機能に問題がない、不備がないといっ

たことではないかなという、そちらから見た

ら何を言うとんやと思うとるかしれないんで

すけど、年寄り、そういう新庁舎のことを考

えれば、立場ですよ、考えれば、そういう必

要もないのじゃないのかとするわけで、今後

そういったことによって支障が出ないことを

願うばかりで、管理者不在になれば、よくあ

る話なんですけど、施設が施設だけに責任の

明確だけをはっきりとしていただきたい。 

 よく言われるのは、働く人たちが手を抜く

といったことが生じる可能性もございますの

で、そういったことをお願いしておきたいな

と思うわけであります。 

 最後に４番、新庁舎建設に対し……。 

○議長（橋本恭子） 済みません、平田議

員、ここで暫時休憩させていただいて、昼か

らに４番目してもいいでしょうか。どうです

か。 

（平田孝義議員「はい、はい」の声あ

り） 

 それでは、この際暫時休憩いたします。 

 再開は、それでは午後１時15分ということ

でお願いいたします。 

（休憩 午後０時10分） 

（再開 午後１時13分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 それでは、引き続き一般質問を行います。 

 平田議員、お願いします。 

○平田孝義議員 こんにちは。それでは、再

度質問をさせていただきます。 

 先ほど私の質問の中で、太子町の面積が

20万平方キロメートルと私は発言しておりま

す。日本の面積が37万平方キロメートル、随

分太子町大きくなっております。申しわけな

いと思います。これ、修正をしていただきた

いなと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、最後に４番、新庁舎建設に当た

り住民の暮らしについて質問をさせていただ

きます。 

 新庁舎建設に重きを置けば、必ず公共料金

などにどうしても転嫁されるおそれがあり、

庁舎が立派だけでは町は豊かになれない。本

来の豊かな町は、福祉、医療などが行き届い

てこそ、そういった中でそれに伴う産業とい

った活性化、その中で税に結びつくといった

発展してこそ本来の安心・安全の町ではない

かなと思う中で質問させていただきます。 

 かつて、まず避けて通れない高齢化による

介護問題、また子育て支援など、無駄を省

き、必要とする介護、子供たちの医療費に対

する無料化などのことに考え、またそういっ

たことと２番目の新庁舎建設により、太子町

をどのような構想の中、導いていこうと考え

ておられるか、こういったことをお尋ねした

いと思います。 

 (1)の質問については、前回の定例議会に

おいて福祉部長の井手部長より回答を的確に

いただいております。 

 お聞きしたいのは、新庁舎建設に対し、多

くの税金を投入することによって、住民初

め、お年寄り、子供たちに今後いろんな面で

負担、そういった負荷が課せられるのではな

いかという質問でありますので、その旨の答

えをいただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 新庁舎建設に

当たりまして必要とする介護をどのように考

えるかでございますが、介護保険制度は社会

保障の中の大きな柱の一つでございます。必

要な施策を介護保険法に基づく制度の中で行

っておりますので、新庁舎建設の影響を受け

ることはほとんどございません。 

 次に、御質問の子供に対する医療費の無料

化についてですが、現在前向きに検討してる

ところでございます。 

 ただ、今後の兵庫県の補助制度が将来にわ

たって継続されるかどうか不透明な中で新た

な制度を立ち上げるとすれば、将来的な財源

確保の見通しを立て、安定的かつ持続可能な

制度とした上で立ち上げる必要があると考え

ております。そういった点も踏まえまして、
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現在前向きに検討を行っているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） ２点目でございま

すが、住民が主役としてを基本に人が集う施

設を目指しております。太子町の新庁舎だけ

に特化して立派なものをつくる意図はござい

ません。 

 豊かさとは、心の豊かさを感じてもらうこ

とが大切と考えております。特に新庁舎を活

用してどんなサービスが提供できるか、それ

にはどう整備する必要があるかなど、ソフト

的なことから考えて施設をつくろうとしてお

ります。町民の方によくなったと喜んでいた

だけるような窓口の対応として、福祉、医療

はもとより、さまざまな企画、立案、実行が

できるよう、職員教育も含め、開庁に向け取

り組んでまいりたいと思います。 

 また、10年、20年たって今の子供たちが立

派な大人になったときに、新庁舎が建ってよ

かったなと言ってもらえるように努力を重ね

たいというふうに思っております。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 １番の高齢化による介護問

題とか子育ての支援、これに対して今、井手

部長のほうから回答がございました。介護に

対する影響はないということで、子供の医療

費に対してもこれからいろいろと模索しなが

ら考えていくということをお聞きしました。 

 ただ、今町民は社会保障と税の一体改革に

よって年金が減額されております。また、来

年４月より消費税増税など住民にとって大き

な負担がのしかかる中で、県のほうでは行革

で福祉医療助成に対する削減、また介護保

険、健康保険など公益に伴い、今後個人負担

が大きく膨らむ要素があるように思えます。 

 今後の将来に向け、新庁舎建設負担による

安心・安全で住みやすい町はそれなりに築け

るのかということで私は質問しております。

先ほど介護保険、子育てに対しても心配ない

ということでございました。 

 そういう中で、子供たちの医療費無料化に

ついても同様で、実現されてないのは、この

近隣では上郡、姫路と太子だけになっており

ます。35億円も税金を使うのであれば、

7,500万円か8,000万円も投じれば、子供を持

つお父さんやお母さん、そういった方々にと

っては本当にありがたいことであると考えま

す。 

 そういった中で新庁舎の無駄を省き、やる

べきことを考えてから新庁舎も建設されるの

がいいのじゃないかなと思うわけで、その件

に対してはどうなんでしょう、お答えいただ

きます。 

○議長（橋本恭子） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど来から申し上

げておりますが、庁舎にかかわって社会保障

費等が下がることのないようにもちろんして

いきますし、先ほど部長から答弁申し上げま

したように、医療費のことについては前向き

に検討していきたいと、このように考えてお

りますので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 今言われるように心配ない

ということは安心して聞いとるんです。 

 ただ、太子町の今後の高齢化に向けて団塊

の世代というんか60歳から65歳、そういった

人口の変動、そういう方々が今現在では

19.5％で、平成20年以降、緩やかに増加傾向

にあるというデータも見ております。 

 そういった中で、人口ピラミッドを見ても

太子町の場合、60から40歳の人口の方が多い

わけでありまして、それらの方々が太子町に

はいずれそういう人がどんどんやっぱりお年

をとればいろいろな医療保障といったような

介護問題が生じるのでないかということで、

このことを問題視して、私は庁舎に対して質

問させておるわけであります。 

 副町長初め、井手部長、また総務部長もべ

っちょないということを言われてますので、

安心はしております。 

 ただ、これから先どうしてもこういうこと
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は避けては通れないことであって、考えてい

ただきたいなと思うわけで、先ほど僕が最初

に新潟の長岡市に対して、また再度ちょっと

質問させていただきますって言ったのは、庁

舎内のことだけを参考にっていうことであり

ましたんで、少しがっかりしたかなという気

がするんです。 

 長岡市がいろんな面で町を活性化さすため

の構想を考えておられます。そういったこと

を長岡市はあすの長岡として市内どこらに行

っても安心・安全の町を築こうと頑張ってお

られます。 

 そういう中で、太子町もそういった小さ

い、先ほど22平方キロメートルの中で立派な

庁舎を建てるわけなんです。そういう中で、

頑張れば、言うたら政策提起などを頑張って

やれば、もっともっと町が活性化するのじゃ

ないかなと思うわけで、そういったことを踏

まえて、今後庁舎建設に向けて頑張っていき

たいなと私は思うわけであります。 

 それと、あと一、二点聞きたいのですが、

太子町の場合は、基金についても相生市、た

つの市、宍粟市、佐用町より本町は１人当た

りの基金の金額も残高が少ないと。それで、

県の平均を見ても１人当たりが12万8,000円

に及ぶ。そういった中で、今後何かがあった

場合、心配がないのか。 

 それと、一番気になるのは産業発展、それ

によって町の活性化などによる税収の拡大、

こういうことを考えられているのかなという

ことも同時に庁舎建設につながる形で質問い

ただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（橋本恭子） 済みません、暫時休憩

します。 

（休憩 午後１時25分） 

（再開 午後１時26分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 先ほどから何回と

なく言っておりますように、本当に町民の皆

さんが集う施設なんです。我々執務する場は

当然役所ですから、それはその場なんですけ

ども、交流広場があり、交流センターの部屋

が確保され、本当に人に集まっていただく場

所というコンセプト、これはもう何回も何回

も言っております。 

 ですから、地域の特性、いろんなことがあ

ります。当然私ども行政が主導をとる施策も

あるでしょうし、また住民のいろんな方から

新しい庁舎ができればこういったこともして

みたい、ああいったこともしてみたいといっ

たような御提案も出てくるはずなんです。そ

ういうものを意図して新しい庁舎をつくろう

としているわけです。 

 ですから、行政主導型の行事もありましょ

うし、また住民主導型の行事もありましょう

し、そういった意味で本当に新しい施設がに

ぎわえばいいなというふうに思っておりま

す。 

 長岡は長岡、野々市は野々市、それから広

島のどこでしたっけ、そういうところはそう

いうとこのそれぞれの持ち味があるわけです

から、私どもは私どもの持ち味を発揮できる

ように、住民の皆さんと一体になって人が集

う、めぐる、そういう施設をつくりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 今のように庁舎建設に対し

て、関連したことで活性化、いわゆる税収が

増えれば、住民が楽になるんでないかという

ことで私は質問したわけで、ひとり暮らしの

人とか、そういった国民保険、介護保険が高

過ぎて心配されてる方が多い中、お金を増大

さすということは、やっぱり大変なことであ

ります。 

 そういう中でそういうことも考えていただ

きたいという中で、一部の住民の主導でな

く、全住民のバランス活用を考えることが大

切と思うわけで、新庁舎を建設して何かそう

いった手だてがあればなということで私は質

問させていただきました。 

 最後に、今県とか国の情勢、それを見て
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も、また太子町も今経済に対してアベノミク

スによる景気が上向いたと思う人たちが多く

いらっしゃいます。駆け込みにより需要が伸

びているだけで、物価の高騰により生活がや

りにくくなっております。そういった中で、

医療など今後支障を来すという心配もござい

ます。そういった中で、住みよい町にしてい

ただきたい。 

 そういうことで新庁舎建設、建てるに当た

って無駄を省いて、誰の時代に庁舎を建てた

のかと言われない、悔いの残らない、私たち

議員も同様です。町民から苦情が出ないよう

な建物を建てて、そして町をよくするという

ことをお願いいたしまして、私の質問にかえ

させていただきます。終わります。 

○議長（橋本恭子） 以上で平田孝義議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、中薮清志議員。 

○中薮清志議員 １番中薮清志、通告に従い

一般質問をさせていただきます。 

 先ほどの平田議員の内容と若干かぶるとこ

ろもあるかもしれませんが、その件に関して

は簡単な答弁でも結構ですので、よろしくお

願いいたします。 

 まず、子供の医療費無料化についてですけ

れども、先日来一般質問、また予算決算の委

員会で何度もその件に関しては質問させてい

ただいております。重要なことなので再度確

認させていただきたいんですが、過去の答弁

の中で、県の補助が26年度で終わるので、そ

の動向を見たいということでいただいており

ますが、先日のあすかふるさとまつりでも、

町長が太子町は年少人口比率が県内でもトッ

プクラスの若い町であるとメディアを通じて

ＰＲされておられました。 

 また、余談ですが、先日私の知人が太子町

に来られて――カメラマンなんですけども、

来たときにも、至るところに子供たちがいる

ということですごくびっくりされていたのを

私も間近で見ております。 

 太子町をそのような形でＰＲするというこ

とは、やはり若い子育て世代をサポートする

必要があると思いますし、すべきだと思いま

す。 

 そこで、１つ目に現状でも過去の答弁内容

と認識は変わらないのか、こちらは先ほど前

向きにということがありましたので、その理

由等があればまたお伝えください。 

 ２つ目に、今まで実施していない判断基準

となる金額と理由を問います。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 先ほどの平田

議員の御質問にもお答えをいたしましたが、

年少人口比率が県内でもトップクラスである

という本町の特性、また子育て支援に対する

住民ニーズの高まりを踏まえますと、子育て

施策の一層の充実はもう当然必要であると考

えております。 

 その一環として子供に対する医療費の無料

化についても、現在実施に向けた前向きな検

討を進めているところでございます。 

 次に、２番でございますが、必要となる事

業費はどの年齢までを無料化の対象にするか

という問題と関連してまいります。24年度決

算をもとに試算いたしますと、仮に中学３年

生までを無料化対象とした場合、年間で約

5,000万円の一般財源が新たに必要となって

まいります。就学前の児童を対象とした場合

だと約2,800万円、また３歳までの乳幼児を

対象とした場合だと約1,300万円の一般財源

が必要となります。 

 これらの費用は単年度のものではなく、実

施するとすれば、毎年度必要となってくるも

のですので、安定的かつ持続可能な制度とす

る観点からも、中・長期的にこれらの財源が

確保できる見通しが立たないと事業を立ち上

げることはできません。しかし、子供の医療

費無料化は子育て支援の一つの柱であると考

えますので、現在実施に向けた検討を行って

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 答弁内容はわかりました。

また、県等々の補助の兼ね合いとかもあると
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思うんですが、先日来、県の行政構造改革等

もメディアで取り上げられてたと思うんです

が、そういったところも考えながら検討して

いくということでよろしいんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） はい、そのと

おりでございます。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 わかりました。部長のお話

にもあったように、重要なことであります

し、ニーズは高まっていると思いますので、

ぜひとも前向きに検討していただきたいと思

います。 

 続きまして、観光振興についてに移らさせ

ていただきます。 

 産業経済課には商工観光係がありますが、

観光協会に補助金を出しています。予算決算

委員会で質問しましても、委託に近いような

形でお任せ感をすごく感じる答弁となってい

るんですけれども、その考え方を問います。 

 １つ目に観光協会との具体的なかかわり

方、２つ目に観光協会に補助金を出すことで

どのような効果があるのか、また得られてい

ると実感しているのか、３つ目に周辺都市が

大河ドラマ、ゆるキャラ、御当地グルメなど

でＰＲ合戦をしていますが、太子町の観光へ

の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、観光協

会とのかかわりでございますけれども、観光

産業の振興を目的に観光協会が設立され、会

費収入と町からの補助金で運営されておりま

す。 

 観光イベントの開催、共催、観光名所など

の案内、観光客の誘致、観光のための広報活

動など、本来町が行うべき観光行政について

協力連携するとともに、情報を共有しながら

観光振興に努めております。 

 具体的な例としまして太子あすかふるさと

まつり、西播磨フロンティア祭、３町共同事

業等を実施しております。 

 次に、補助金を出すことですけれども、先

ほどもお答えした中にもありますとおり、町

が行うべき太子町の魅力の発信、多様な歴

史、文化の向上等、観光を通じて人々が集

い、多様な人々の交流を促進し、地域の活性

化並びに文化の向上を図ることを目的に観光

協会と連携して取り組んでおります。 

 最後に太子町の観光への考え方ですけれど

も、太子町には聖徳太子ゆかりの斑鳩寺や榜

示石などの歴史・史跡、太子会式やあすかふ

るさとまつりなどの観光イベント、たいし

君、あすか姫のゆるキャラ、太子みそ、イチ

ジクスイーツなどの特産品、またその特産品

を活用したグルメなど、町の魅力を発信し、

観光を通じまして住み、また集う人々が誇り

と愛着を持てる魅力的な生活しやすいまちづ

くりを進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 まず、観光協会とのかかわ

り方の中でなんですけれども、例えば議会で

こういう意見が出た、あすかまつりに関して

は小委員会等々があるので、そちら側から意

見が行くと思うんですが、議会の中で意見が

出たことというのはしっかりと反映というか

伝えていただいてるのかどうか、単純に補助

金を出しているだけなのかというところの確

認をお願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 当然予算決算

の段階でいろいろと御意見をいただいており

ますので、ホームページの更新であるとか、

そういったさまざまなことについて依頼を

し、また実施するよう指導しております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 観光協会に関しましては、

商工会の職員さんが兼任で行っていると思う

んですけれども、周辺地域との兼ね合いです

とか、これから太子町をもっと観光に力を入

れるというふうに思うのであれば、さらなる

予算、また人員の増加が必然的に必要になっ
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てくるかと思うんですけれども、そのあたり

についてのお考えはいかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 予算面につき

ましては、以前はもっと多額の補助金を出し

ておりましたけれども、時代とともに減らし

たような状況がございます。 

 そういったことからもおわかりいただける

と思うんですけれども、できれば観光客を誘

致したいという考えはあるんですけれども、

ただやっぱり史跡というか、そういったもの

がまばらでありますし、そういった観光客を

受け入れるような体制もなかなかとれていな

い状況で、そういう中で太子町の魅力を発信

し、聖徳太子ゆかりの町が奈良だけではなし

に、兵庫県の太子町にもあるというようなこ

とをＰＲしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 今の中でもあったんです

が、観光する場所がまばらであったりとか、

いろいろあるかと思うんですけども、その中

でも観光ボランティアさんの高齢化、年間何

回かボランティアさんが一緒に回られるとい

う話も聞いているんですけれども、その中で

ボランティアさんの高齢化など課題があると

思うんですけれども、そこは何かサポートを

すると考えているのか、またそれ以外に何か

共有している課題というのがあるようでした

らお願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） ボランティア

さんにつきましても、当初は、はい、私がや

るというような感じでお受けいただいたんで

すけれども、その方々がどんどん高齢化にな

りまして、なかなか後任者が育たないという

状況もあるのは存じておりますけれども、そ

ういう人材を見つけるというのもなかなか難

しいところがありまして、何とか刷新してそ

ういう形を打ち破りたいなというふうには考

えておりますので、今後いろいろなことを考

えながら観光ボランティアの若返りを図りた

いというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 観光協会、１名さんですと

か、町当局の中での観光係の方１名とか、あ

となかなか行政主導だけでそこを盛り上げて

いくっていうのは難しいところであるかと思

いますので、何か太子町、まばらですけど、

それなりに見るところとか、あと有名な斑鳩

寺初め、宮本武蔵のところもありますので、

そういったところで少しでも盛り上げていけ

る、単純にそこを見ていただくだけじゃなく

て、何か違ったＰＲの仕方みたいなのも、そ

の他団体も含めて一緒に検討して、研究し

て、盛り上げれるような体制づくりというの

に努めていただければなと思いますが、その

件についてはいかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 当然太子町と

しましても、世の中の皆さんに兵庫県太子町

ここにありというような形でお示ししたいと

いうふうに考えますので、いろいろと努力し

たいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 では、次の質問に行きま

す。 

 学校園の遊具老朽化について質問させてい

ただきます。 

 町内の小学校の遊具で点検後ふぐあいが見

つかったが、修理できずにロープなどを張っ

て長期間使用禁止にしているものがありま

す。子供たちの身近にある遊具が使えないの

はかわいそうであるとともに、ロープなどで

使用禁止にしていても、子供のことですの

で、登ったりして使用し、けがをする危険性

があるかと思います。 

 25年度の予算書にも遊具の点検委託料、ま

た幼稚園管理費、学校管理費の中に事業費、

修繕料の項目もあります。 

 そこで、３点確認いたします。 
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 まず１つ目に、定期点検は行われているの

か。実施しているなら点検の頻度、点検の箇

所総数をお願いします。 

 ２つ目に、点検後、現在使用禁止にしてい

る総数は幾つありますでしょうか。 

 ３つ目に、修理をそもそもしていない理由

を、この３点をお願いします。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 学校園の遊具対策

につきまして３点御質問がございました。ま

ず１点目ですけれども、遊具の安全点検につ

いては、児童・生徒の安全確保を図るため、

一般社団法人日本公園施設業協会による遊具

の安全に関する基準をもとに遊具の設置業者

に委託しており、昨年度は年度末の実施段階

において当該設置業者が急遽廃業されるとい

うことになったため、やむを得ず実施するこ

とができませんでしたが、例年は年１回、全

ての遊具について実施いたしております。 

 そして、本年度は町内に営業所を持つ新た

な遊具や器具の専門業者が営業を開始すると

聞いておりますので、その専門業者に点検を

依頼したいと考えており、現在その日程調整

等を行っているところでございます。 

 お尋ねの点検箇所数につきましては、平成

23年度の実績で申し上げます。町内全学校園

で121カ所ございました。そのうち危険度が

高く、ふぐあいがあると指摘されたのが７学

校園14カ所ございまして、現在安全が確保で

きないため使用禁止としているところは２学

校園５カ所でございます。 

 遊具は成長段階にある子供たちが心身とも

に健全に育つために必要な学校園施設の一つ

であるため、現在使用禁止としている遊具を

初め、腐食、摩耗、破損、劣化等で安全確保

が不十分な遊具については直ちに修理修繕を

行って、安全確保に努めなければなりません

が、費用も高額になることや、先ほど申し上

げましたとおり、専門業者である当該設置業

者が急遽廃業するというアクシデントがござ

いまして、安全のために使用を制限しておる

わけでございます。 

 いずれにしましても、本年度は12月10日、

12月11日の２日間で早急に点検を実施し、と

申しますのは、町内の新たに廃業された方と

連絡がつきまして、日程調整もできまして、

点検を実施して必要なものは随時予算を確保

し、修繕してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 急遽業者さんが点検前に廃

業されたということで、できなかったという

形なんですけれども、やはりなくなったから

できないから１年置いておくとか、そういう

のはなかなかよい状態ではないと思いますの

で、そういうときのために何かすぐに動ける

ような手だて、違う業者さんをすぐ探してい

ただいたりとかして、命にかかわることです

ので、気をつけてやっていただきたいなとい

うところです。 

 また、済みません、ちょっと聞き漏らした

かもしれないですが、老朽化がひどいものに

関しては撤去も含めて考えるということでよ

ろしいでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 撤去というもので

はないですけれども、できるだけ修繕をした

いと思います。 

 あと、老朽化の関係、私そのように申しま

したか。ちょっとそういう趣旨では申し上げ

ておりません。 

 いずれにしましても、やっぱり不備なもの

は、子供たちが安全を確保する上で大変危険

でございますので、そういった上でなるべく

早急に直したいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 僕も学校とか行ってよく見

かけたりするんですけれども、やはり子供た

ちが遊ぶ中で、ずらっと並んでいる中でそれ

だけ使えないとか、あと逆に本当にみんなが

使ってる中で、よそのほかのものが使えない

のでそこを使って何かが起きてしまうと、も

うとんでもないことになってしまうので、予
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算の兼ね合いもあるとは思うんですけれど

も、命にかかわることだと思いますので、そ

こは修繕するという感じで優先順位というの

は高いんじゃないかなと思うんですけれど

も、優先順位でいくと早く直していただきた

いというところもあるので、例えば通常では

ないんですけども、ふるさと応援寄附金を使

って直したりすることはできないのかという

ふうに思ってます。 

 ふるさと応援寄附金の使い道にある４つの

コンテンツのうちの一つが、未来を担う子供

たちを支援する事業に当てはめられて考えら

れると思うんですけれども、総合的優先順位

をつけるという意味と、あと寄附金の利用に

ついての考えは、これいかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） ふるさと寄附金の

運用の所管元ではないわけですけれども、先

ほど議員がおっしゃったように、やはり未来

を担う子供たちを支援する事業という大きな

基金の設置目的にもかなうことでございます

から、教育委員会としては決してぜいたくな

使い方はしないんだけれども、今議員がおっ

しゃったように、最小限度の安全性の確保は

きちっとやりたいという意味では、議員の提

案は検討させていただきたいと思います。最

終的には基金の管理者は別の課長でございま

すから、その課長との調整が必要になってま

いりますけど、教育委員会としては、そうい

ったことはいいことだなと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 少しでもやはり子供たちか

ら危険、また安全を守るという意味で、今次

長おっしゃられたんですけど、ほかの課です

という話もあるかと思うんですが、何とかそ

こは子供たちを守るということで行政オール

になっていただいて、ぜひ検討していただき

たいなというふうに思いますんでよろしくお

願いします。 

 これで一般質問を終了させていただきま

す。 

○議長（橋本恭子） 以上で中薮清志議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、お手元の質問要

旨をもとに質問いたします。 

 １、水かさが増した際の町内浸水箇所を改

善すべき。 

 平成25年９月４日の大雨により、町内で通

行規制がなされた箇所が12カ所ある。以下の

箇所の改善について、今後改善していくべき

だと思う。今後の浸水対策を問う。 

 (1)東南392－３、さくらやから東へ300メ

ートル付近。 

 (2)原池自治会入り口。 

 (3)東南392－３、さくらやから東へ100メ

ートル付近。 

 (4)東南568－４、西川組北側。 

 (5)田中公民館東側、ふれあい広場南側。 

 (6)中出クラブ北側及び中出ハイツ東西周

辺。 

 (7)矢田部４－４南側。 

 (8)蓮常寺信号北側。 

 (9)立岡23－１西側及び立岡６－６東側

（２カ所）。 

 (10)天満山237、サイクルショップ東側。 

 (11)下出太田郵便局西側道路から山陽新幹

線高架下道路及び太田1729－４東側（２カ

所） 

 (12)太子西中学校北側。 

 上記12カ所の個々の対応を述べられるのが

望ましいが、現状で個々の箇所について具体

的答弁がしづらい場合は方針を述べられた

い。あるいは述べることができる箇所につい

ては具体的に述べられたい。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） それでは、方

針のほうを述べさせていただきたいと思いま

す。 

 御指摘をいただいた箇所は雨水幹線や道路

に付随した構造物がありますが、いずれにせ

よ先ほどの森田議員の一般質問の答弁と同様

に、今後早急に下流側の方々とも協議を進
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め、現在の浸水状況や費用対効果を踏まえた

雨水幹線整備計画等を策定し、計画的に浸水

箇所の解消に向けて整備していきたいという

ふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 雨が降ってからどれぐらい

の速度で水かさが増してるか、その辺につい

て、今部長が把握しておられることを、ここ

で御披露いただいたらありがたいと思うのが

第１点と、それから２点目、午前中の同僚議

員に対する答弁の中でもそういう雨水幹線の

整備等の方針、また姫路市などとの関係団体

の協議等のことを触れられてるわけですが、

そこまでは言えるわけですが、もう少し具体

的にそれではここ二、三年のうちにそういう

協議をしたいとか、実際問題当局側にすれば

予算のこともありますので、そういったこと

が手当てできない段階で具体的なことはなか

なか言いにくいことはわかるわけですが、今

の答弁でありますと、ちょっと余りにも簡単

過ぎますので、具体的に、例えば大ざっぱな

事柄について二、三年中には方針を決めたい

と思うとか、二、三年中には姫路市との交渉

を完了させたいとか、そういった事柄につい

て述べていただきたいと思いますが、いかが

ですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） どれぐらいの

雨でどうなるかということでございますけれ

ども、私、雨量計とか持ち合わせておりませ

んので、時間当たり何ミリ降ったらどこそこ

がどれぐらいになるというのはそのときの雨

量によって非常に違います。 

 先ほどの９月４日の分にしましても、一時

的に多量な雨が降ったことによって増水して

おりまして、あれが時間当たりもっと少ない

量で長時間降っても、なかなか浸水には至ら

ないということがありますので、今一概にど

れぐらいの雨でどうだというのは、私も表現

の仕方が難しいので、できかねます。 

 またあと、対策、方針についてでございま

すけれども、森田議員のときにもしゃべらせ

ていただいたんですけれども、兵庫県のほう

が兵庫県総合治水条例というものを施行して

おります。大津茂川水系にかかわりますとこ

ろについては、今年度、中播磨県民局のほう

で総合治水推進協議会というのを立ち上げ、

計画を立てております。また、揖保川水系に

つきましても、西播磨県民局において本年度

または来年度より総合治水推進協議会という

ものを立ち上げ、計画を立てる準備を進めて

おります。 

 また、兵庫県の総合治水条例の主な内容と

しましては、できるだけ今の現状であふれる

ようなとこがあるのであるから、今のままで

何とか対処しようというのが目的でありまし

て、まずその出たところ、出たところで水を

ためる、それを地下に浸透させる、それから

あとは雨水対策として、次には浸水が発生し

た場合、被害の軽減を図るためにその対策を

練るとか、そういったことが一応県の治水条

例のほうで定められておりまして、それに基

づきまして計画を策定し、浸水に備えるとい

うような形で現在進んでおります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 部長のほうでどれぐらいの

速度で水かさが増してるのか、この場所にお

いては把握されていないということでした。 

 担当部署に戻られて担当課に聞かれればあ

るのかもしれませんが、具体的に言います

と、これはこのたびの９月４日のときに、例

えば（12）の太子西中北側のところでは、こ

れは住民の方が雨が降り始めてどれぐらいで

水かさが上がるかを実際にはかっておられた

方がおられまして、その方が私に言われたん

ですけども、15分で西中の北のところの橋の

ところに水がもう上がってくるということ

で、もちろんそのときの雨によって違うんで

すけれども、従来に増して短い時間で水かさ

が増すことがあると。 

 また、ほかの住民の方は大分前から役場の

ほうにこういうことの改善をお願いしてきて
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いるんだけれども、何ともなっていないんだ

と、そういう声も聞いたこともあります。 

 午前中の森田議員の御発言の中でも、もう

お聞きになっておわかりだと思いますが、強

い思いで熱心におっしゃっていたと思いま

す。私は、そのように森田議員の御発言を受

け取りましたし、また地域の中でもそういう

思いがあるわけです。 

 現状としては、実際にこれは改善するのが

難しい部分もございますので、ここの質問の

最後に具体的答弁がしづらい場合は方針をと

書いとるわけですが、しかし今おっしゃった

のを聞くと、もうちょっと、何も真剣になっ

ておられないと言うつもりはないんですけれ

ども、もう少し現状、住民の方の強い思いが

あるという認識の上に立って、これからこれ

を具体的に、単なる方針だけではいけないと

思います。具体的にどのようにやっていく

か、やっていける面があるかについて考えて

いただいて、施策を実施していただきたい

と、そのように思いますけれども、担当部

長、いかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 服部議員の御

質問にもありますよう、この表においても

12カ所ですか、いろんなところで浸水してお

るというのは、町のほうとしても把握はして

おりますし、以前から似通った地区で浸水し

てますという情報もいただいております。 

 ただ、森田議員のときもしゃべらせていた

だいたんですけれども、費用と時間がかかり

ますのと、当然下流側からしていかないと、

上流からしたんでは、また下流側へ浸水が広

がっていくというようなこともありますの

で、それと太子町におきましては、市街化が

大分進んでまいりましたので、そういった水

路の確保というのも非常に難しいし、また地

面といいますか、道路に埋設するにしても、

ＮＴＴであるとか関電であるとかいろんなそ

ういった施設がありますので、一朝一夕にこ

こに幹線をしたらそれで解決するという問題

ではございませんが、町としてもそんだけ浸

水した箇所があるというのは十分に把握して

おりますし、できるだけ解消したいというふ

うには考えておりますが、なかなか進まない

という現状も認識していただいて、町のほう

としても最大限の努力をしたいというふうに

考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 なかなか具体的に進めるの

が難しいということはよくわかっておりま

す。ですから、私も住民からこれを言われた

ときに、簡単にできますよなんて答えてはお

りません。 

 しかし、特に最近の気象によって急に雨の

量が増えることがあり、いろいろ問題が生じ

て、問題といいますか、災害が生じてる地域

が全国にあるのは御高承のとおりだと思いま

すので、できることから少しずつ具体的に改

善をできるものについてはしていっていただ

きたいと。完全にこの事柄が全ての地域にわ

たって解消し切れるということは実際には不

可能かもしれませんけれども、努力をしてい

ただくようにお願いをしておきます。 

 ２点目に行かせていただきます。 

 子宮頸がん予防ワクチンの積極的接種勧奨

の差し控えについての自治体勧告を受けて、

本町はどう対応しているか、お尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 平成25年６月

14日に厚生労働省からの通知を受けまして、

厚生労働省作成の積極的接種勧奨差し控えチ

ラシというのが配付されました。これをもち

まして自治会での回覧をお願いいたしまし

た。 

 また同時に、町ホームページにて子宮頸が

ん予防ワクチンの有効性とリスクを理解した

上で受けていただくよう住民に周知をいたし

ております。 

 また同時に、たつの市・揖保郡医師会と協

議をいたしまして、実施医療機関において接

種希望者に対し、ワクチンの有効性とリスク

についての十分な説明を行った上で接種する
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ようにということで協議もしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今の御説明でありますと、

接種のときにきちっと説明してるので、問題

はまずなかろうかということで認識しといて

よろしいですか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 今年の実績で

いいますと、実際14人の方が接種はされてお

ります。ただ、これらの方については当然２

回目、３回目と、１回目接種してるから、２

回目、３回目続けて打ったというふうに聞い

ております。 

 ですから、これも医療機関において医師か

らの十分な説明の上で納得されて接種された

ものだというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 ３点目行きます。 

 ３、改正耐震改修促進法への対応をどう考

えているか。 

 改正耐震改修促進法と改正内容に対する町

の見解を述べられたい。同法による本町施設

の具体的影響と問題点はあるか。あれば対策

は。本町は耐震改修促進計画をどう進めてい

くか、具体的に述べられたい。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 耐震改修促進

法の改正により、不特定多数の方が利用する

施設や緊急輸送路等の避難路沿道建築物、都

道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点

建築物などのうち、昭和56年以前のいわゆる

旧耐震基準により建築等が行われたものの所

有者には、耐震診断を行い、その結果を報告

する義務を課すこととなりました。 

 また、建築物の耐震性は建築物の外観から

知り得ることは困難であることから、危険性

を周知するため報告された耐震診断の結果に

ついて、所管行政庁が公表することとなりま

す。 

 太子町耐震促進計画は建築物の耐震改修の

促進に関する法律の規定に基づき、国の方針

及び平成19年３月に策定された兵庫県耐震改

修促進計画を勘案し、平成20年３月に策定し

ております。 

 兵庫県の計画に準じて定めた多数の者が利

用する建築物の耐震化率を平成27年度末に

92％とした目標を設定し、耐震化に取り組ん

でおります。対象となる施設は、学校、体育

館、公民館、庁舎などの階数３階以上、かつ

延べ面積1,000平方メートル以上の建築物が

対象になり、既に学校は全て耐震化が完了、

残りの対象施設につきましても全て耐震診断

は完了し、老朽度も検討しながら耐震化の計

画を進めております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 最後に述べられた残るとこ

ろについて計画を立てて推進していくという

ことについて、もう少し具体的に答弁くださ

い。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えします。 

 今回の改正により新たに診断を必要とする

のは、太子町地域防災計画で避難所の指定を

している公民館の４地区館と南総合センター

の５施設でございます。 

 これらにつきましては成26年度に耐震診断

と改修実施設計委託を行いたいと考えており

ます。そして、その診断結果を踏まえて、各

施設の整備方針、整備手法を決定していくと

いう考えでおります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 わかりました。今、診断の

報告のことを言われました。報告期限につい

ては期限がございますので、そうするとそれ

をどのようにやっていこうということについ

ては、この段階ではちょっとまだ言えないと

いう、具体的に何年ごろとか、そこまでは予

算もあって言えませんか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 議員もおっしゃっ
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たように、やっぱり予算が要ります。それ

と、耐震診断を仮にやったとして、その結

果、内容が思ってたよりも悪いような場合

は、緊急度の関係もありますので、計画どお

りなかなかうまくいかない場合も出てまいり

ますので、やはりまずは診断をして、その脆

弱さの程度によって考えていくということに

なります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 わかりました。では、よろ

しくお願いします。 

 ４点目です。新庁舎に合わせて職員組織に

変更を検討しているか。現在の組織を見て、

この際新庁舎建設に合わせてどこかの組織を

改編する意思はあるか。あるとすればどのよ

うな部署で、それはどのような考え方に基づ

くかを述べられたい。 

 午前中から、またあるいは庁舎のほうの特

別委員会でも述べられてる部分もあるわけで

すが、それ以外にあるのかも含めて、また理

由についても明確に御答弁いただけたらあり

がたいです。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 現在、本町の保

健・福祉分野につきましては、役場本庁舎の

町民課で国民健康保険、後期高齢者医療、福

祉医療、それから国民年金、また社会福祉課

では地域福祉、児童福祉、障害者福祉、それ

から保健福祉会館のさわやか健康課では老人

福祉、介護保険と、距離の離れた２カ所に配

置されている状況でございます。 

 このことから、例えば介護保険のことで役

場の本庁に来られた町民に保健福祉会館を案

内する場面が生じるなど、不便をおかけして

いる面があることは否定できないところでご

ざいます。 

 新庁舎建設の際にはこれらを整理して、保

健福祉会館に設置するのは、会館管理、老人

福祉センター、保健・衛生部門として、それ

以外の福祉・保健部門は本庁に配置すること

で、各種の手続や相談業務の連携がとれ、住

民サービスが向上するよう検討しているとこ

ろでございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今、福祉関連の事務事業に

ついて言われたわけですが、おっしゃらなか

ったからほかのことはないと思うんですが、

この機会に何かほかのことをこういうふうに

住民サービスを考えて、こういう部署を設け

てとか、そういったことについては今はお考

えになってないのでしょうか、それだけ御答

弁お願いします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） これも新庁舎特別

委員会の中でも報告いたしておりますが、総

合窓口、こういうものを設置して、窓口へ来

られて、お客さんがまごまごしないですっと

手続がとれるといったような総合窓口の配置

も検討いたしております。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 総合窓口については一つの

よい考えだと思います。 

 過日、明石市役所に行く用事があったんで

すが、受付の方の対応も非常によくて、物腰

も非常によくて、どこの部署から来られてい

るんですかとかいろいろお伺いもしたわけで

すが、またほかのところはほかのところのや

り方とか、近くではたつの市さんとか、それ

ぞれのやり方をされております。 

 本町においても、住民の方が来られて、気

持ちよい感じでそれぞれの部署に行くことが

できるように十分対応していただくように申

しておきます。 

 続きまして、５点目です。 

 新庁舎建設（地域交流センター、中央交流

広場、街道交流広場を含む）に合わせて職員

が仕事をしやすくし、町民サービスが向上す

る工夫をどう考えているか。 

 現在進行中の案を見ると、職員のデスク周

りが現在よりゆとりがそうあるとは思われま

せん。職員を甘やかす趣旨で発言するのでは

ありませんが、少しデスク周りが狭くて気の

毒かなと思います。会議室や町民との話し合
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いブースなどについては従来より充実すると

思われますが、職員の身の回りを本当に仕事

をしやすくするよう計画されるべきだと思い

ます。それが町民へのスムーズな対応になり

ます。 

 こういった観点から、庁舎建設が決して職

員のためでなく、町民の立場に立ってなされ

ている面があると本当に思う面があります

が、職員が仕事を町民の立場に立ってしやす

くする工夫をどのようになされようとしてる

のか述べられたい。 

 費用はもう少し安くできないかというのが

私の本音ではありますが、この質問５では上

記の点を答えられたい。 

 基本コンセプトとかそういったきれいな言

葉を並べるのでなく、わかりやすく言って、

(1)どういう点を配慮して建設しようとする

か、(2)そのためにどのようにしようとして

いるか、(3)町民には庁舎という場所をどの

ように使ってもらおうと本気で考えている

か、そういった観点から答弁いただきたいと

思います。 

 新庁舎建設に合わせて複数の信用金庫のＡ

ＴＭの設置あるいは共用できるＡＴＭの設置

を行ってほしいとの町民の要望があります

が、いかがでしょうか。また、そのようなソ

フト面で町民に配慮したものがＡＴＭ以外に

ほかにあるか、あればどのようなものか述べ

られたい。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 執務環境への配慮

といたしまして、限られたスペースの中で最

大限にゆとりある空間を確保するため、フレ

キシブルに対応できる執務レイアウトとしな

がら、情報機器や書類の集約化を図り、執務

空間に自由度を持たせる工夫を行っておりま

す。 

 また、心理的に広がりのある執務空間を創

出して、来庁者の目線で働きやすい執務環境

を心がけております。 

 現在は会議室やミーティングスペースが少

なく、繁忙期には事務打ち合わせの場所がな

いため、時間調整を要することもあるため、

新庁舎では各階に十分な部屋数を確保するこ

とで、職員間のコミュニケーション効率の向

上を図ることができると思われます。 

 また、町民サービスが向上する工夫としま

しては、広くなる庁舎のフロア案内などを行

う総合案内窓口の創設や、現在は町民課で交

付している住民票や戸籍、印鑑証明に関する

証明書のほかに、税務課で交付している所得

や課税に関する証明書も交付できる窓口の創

設を考えております。さらに、窓口付近にプ

ライバシーに配慮した相談コーナーや、待合

ロビーにキッズコーナーを設け、気軽に相談

や立ち寄れる環境づくりを行います。 

 新たな機能となる地域交流センターでは、

住民の方々との共同作業や談話スペースとし

て、またインターネット環境を整備してさま

ざまな情報検索や学生の自習スペースとして

活用いただける場所を提供したいというふう

に思っております。 

 金融機関のＡＴＭの設置につきましては、

現庁舎に設置中のＡＴＭを移設する意向があ

る兵庫西農協以外の町内の金融機関、これは

みなと銀行、ゆうちょ銀行、兵信、西信、播

信、姫信に対しまして今年の４月に意見照会

や協議を行いましたが、コンビニでのＡＴＭ

サービスの拡充方針や設置経費、管理経費面

で合意には至っておりません。したがいまし

て、２台目のＡＴＭの設置は今後の課題とな

っております。 

 ＡＴＭのように機器を用いる行政サービス

につきましては、コンビニでの証明書交付も

検討いたしております。これは国が今言って

おります社会保障カードの導入時期との調整

が必要でございます。今後、具体的に詰めて

いく見通しでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 御答弁の最初のほうの中

で、心理的に広がる空間という言葉だったと

思うんですが、これ職員によっては、場所に

よっては後ろ、通路、大丈夫かなと思う、図
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面上のことですけれども、私たちが見れてる

のは大ざっぱな図面、配られたものしか見て

ないわけですが、これ職員の立場にすると、

心理的に広がってるのかな、どうなのかとい

うことを思う面がありまして、今の心理的と

いうのはどういう意味ですか。職員ですか、

町民が心理的に広がるという意味ですか。職

員が後ろ、椅子を前にちょっとずらさないと

通りにくいとか、そういったことないのかな

と、率直に心配になったのでお尋ねいたしま

すが、いかがですか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） おっしゃるように

図面も提示いたしておりますが、確かに職員

の後ろを通る際には現在と余り変わらない

と、空間です。何センチかわかりませんけれ

ども、多少は広くなるんかもわかりません

が、さして今とは変わりないと思います。 

 ただ、正面を見たとき、いわゆる天井高、

そういった問題、それから執務棟の南から北

までの奥行きの問題、こういったことは現在

の庁舎からすれば少しは心理的には職員自身

が楽になるのではないかと思います。 

 それから、先ほどは答弁いたしておりませ

んが、例えば今正面玄関、お客さんが入って

町民課なり社会福祉課の窓口、その間が非常

に狭いです。そういう意味からすれば、新庁

舎においては玄関入っていただいて、それか

ら相談ブースや受付窓口まで距離があります

ので、その辺についても、お客様自身のほう

も多少は現在よりも心理的にはゆとりを持っ

ていただけるような内容になっているという

ふうに思っております。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 せっかくですから、職員に

も張り切って、これ甘やかすために言ってる

んでは全然ありませんよ。張り切って仕事を

していただける、そういう場であってほしい

と、私は思っておりますので、これを申して

おります。 

 そういうことについても十分御配慮いただ

いて、誰しも働く場所で力いっぱい社会のた

めに働けるようにしていただくよう御配慮を

いただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 それから、ＡＴＭの件ですけれども、私も

町民に聞かれたときには、今おっしゃったよ

うに設置に関して費用がかかり、また維持費

がかかるものですから、これ金融機関にすれ

ばマイナスにどうも設置したら、つまりお客

様がどれだけ利用されるか、近くにコンビニ

があれば、そこを利用されたりということ

で、なかなか難しいのかもしれませんという

趣旨のことは答えたことありますが、わかり

やすく言いまして、そういった費用、採算面

との関連で、現状ではなかなか難しいという

ようなお気持ちでいらっしゃると判断しとい

てよろしいでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 農協さんは気持ち

よく置いていただけます。それから、電気代

なんかも農協さんに御負担していただきま

す。それは了解済みです。 

 ただ、信用金庫につきましては、ある信用

金庫さんなんかは月30万円下さいなんです。

ＡＴＭを置きますから、役場側から私どもの

信用金庫に月30万円下さいというふうな信用

金庫もありました、名前は申し上げません

が。ですから、そういったことも考えると、

信用金庫さん、非常に厳しいかなというふう

に思っております。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今言われたとおりなので、

ただ共用でという方法もあるかもしれません

が、ただこれについてもなかなか難しいかも

しれませんが、もし可能であれば、状況が許

すのであれば、設置をしてほしいという町民

の声もありますので、御検討いただきたい

と、御検討といいますか、可能かどうかを含

めて御検討いただければということでありま

す。 

 続きまして、６点目ですが、新庁舎総事業

費約35億円を少しでも縮減できないか。 

 新庁舎総事業費約35億円は高いという意見
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が町民の中にある。少しでも縮減できない

か。コスト縮減のために、これから具体的に

どう工夫しようとするか述べられたい。 

 最終的に補助金はどの程度もらえる見込み

か。見込みで結構でございますので、最終的

に起債は何年返済で、年間どれくらいの元金

利子をそれぞれ返していくことになりそう

か。なりそうかで結構でございます。いかが

ですか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） コスト縮減に関し

ましては、基本設計段階より可能な限り各種

使用の見直し等を行い、建設コスト縮減に努

めながら実施設計を進めてまいりましたが、

消費税の増税決定やアベノミクスによる景気

回復施策、国の設計労務単価のアップ、円安

や労務費アップに伴う建設物価の上昇など、

社会経済動向の影響があらわれてきておりま

す。 

 また、イニシャルコストのみではなく、長

期的なライフサイクルコストの経費試算を行

い、ランニングコストの低減につながる各種

仕様の決定を行っております。 

 また、新庁舎建設事業費につきましては、

現在のところ用地購入費である約５億円を除

くと、約30億円の財源の内訳について大枠を

御説明いたしますと、補助金、これは交付金

です、交付金が約２億円、基金が財政調整基

金と公共建設基金を合わせまして12億円、起

債は16億円でございます。起債の返済につき

ましては、現在のところ借入利率を年利

1.8％、償還期間を20年、据え置き３年の元

利均等償還で計算をいたしますと、年間の返

済額は約１億1,000万円となるのがきょう現

在の大体の数字でございます。 

 念のために申し上げますが、最終的にこれ

事業費が確定しなければ、起債額、それから

交付金、一般財源の内訳も定まりませんが、

現在の見通しというところで御理解をお願い

したいというふうに思います。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 もちろん今はそういう見込

みでしか言えませんので。 

 それで、確認ですが、私が聞き漏らしてた

ら申しわけございません。毎年１億1,000万

円というのは元利合わせてとおっしゃったん

でしょうか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 元利で約１億

1,000万円ということでございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 細かいことで申しわけあり

ませんけど、元金と利子それぞれ大体どれぐ

らいなってるんですか、これ。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 元利均等ですん

で、同じぐらいと思ってもらえば結構でござ

います。 

○議長（橋本恭子） ちょっと暫時休憩しま

す。 

（休憩 午後２時25分） 

（再開 午後２時25分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 わかりました。 

 では、７点目に行きます。 

 中学校ではどの程度非行・問題行動があ

り、どう指導しているかについてお尋ねいた

します。 

 この質問に入る前に、太田地区学校地域連

携普及推進研究協議会が、その活動を文部科

学省から表彰されまして、おめでとうござい

ます。この後は少し厳しい御質問になるかも

しれませんけれども、一方で教育委員会も頑

張っておられることには敬意を表しておきた

いと思います。 

 (1)本年、体育大会の日に太子西中学２年

生２人が喫煙していたということで、体育大

会途中で生徒は帰宅させられた。私は、当日

西中の該当生徒以外の保護者から現状を知っ

てほしいと連絡を受けた。数日後、教育委員

会管理課に確認したが、その時点で教育委員

会は把握していなかったので、太子西中に確
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認してもらって事実であると確認した。 

 中学校でたばこを吸ったり、所持していて

帰宅させられるケースはどの程度あるか。中

学校から毎月まとめて報告があるとのことだ

が、西中、東中別に各月の件数を述べられた

い。また、それらに対する指導の状況、改善

の状況を述べられたい。今年の状況で結構で

す。 

 (2)喫煙及びたばこ保持以外にどのような

非行・問題行動が実際に学校現場で生じてい

るか。その指導をどのようにしているか。刑

法犯行為（対教師暴力、生徒間暴力、対人暴

力、器物破損。それぞれについて学校内及び

学校外）、虞犯・不良行為（深夜徘回、家

出、無断外泊、金品持ち出し、不純異性交

遊、飲酒、喫煙、薬物乱用、けんか。このう

ち喫煙は(1)で別途述べられているので、(2)

のところでは述べていただかなくても結構で

す）、無免許運転、その他について、主なも

の、また件数は少なくても際立ったものを述

べられ、あわせてどのような指導を行ってき

たか、改善してきたかについて述べられた

い。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。い

つも町内の児童・生徒にかかわっていただき

ましてありがとうございます。 

 今年度において中学校生徒の問題行動のう

ち、喫煙に係る件数については、太子西中学

校では、４月が延べ３件12人、５月が延べ２

件６人、６月が延べ２件７人、７月が延べ２

件４人、８月が延べ２件２人、９月が延べ３

件６人、10月が延べ２件３人でございまし

た。 

 太子東中学校では、４月が１件１人、５月

が延べ２件２人、６月はゼロ、７月は１件２

人、８月がゼロ件、９月が延べ３件３人、

10月がゼロ件でございました。 

 喫煙指導については、該当生徒だけでな

く、保護者にも同席いただき、成長期にある

中学生がたばこを吸うことによる身体への影

響について、特に大人よりも体に及ぼす影響

が大きいことなどを指導しています。 

 具体的には、吸い始める年齢が早ければ早

いほど、がんや心臓病で死亡する危険が高く

なるなどの健康への影響、また酸素が体中に

行き渡らなくて、身長の伸びに影響があるな

どの成長への影響、さらに喫煙による脳の酸

欠状態から来る思考力、集中力の低下による

学習への影響、息切れによる長く走れなくな

るなどの運動への影響、また喫煙から来るビ

タミンＣ不足による肌荒れやしわになりやす

くなるなどの美容への影響など、自分自身の

ためにもたばこの害から自分を守ることが大

切であることを指導しております。 

 子供たちが喫煙を始める動機は、好奇心や

友達の勧めによって興味本位が多いように考

えられます。また、喫煙場所は学校内よりも

学校外でのことが多く、子供たちの喫煙防止

のためには保護者や周囲の協力が欠かせない

ため、学校での指導の後、同席いただいた保

護者から家庭においても十分指導していただ

くようお願いしているところでございます。 

 その他、次の(2)番のたばこ以外にどのよ

うな非行・問題行動があるのだろうかという

ような御質問でございますが、喫煙以外で

は、新聞報道された器物破損やバイク窃盗な

どの刑法行為を除くと、いわゆる迷惑行為が

ほとんどでございます。具体的には喫煙行為

とも関係してくるのですが、公園や飲食店、

コンビニやスーパー、量販店などで生徒がた

むろしている、大声を出している、自転車の

二人乗りをしている、そしてたばこを吸って

いる、お酒を飲んでいるなどの苦情が地域の

方やお店の方から寄せられることが多くござ

います。教師が現場に出向き、問題行動を確

認できた場合は、保護者に連絡し、学校に来

ていただき、担任や学年主任、生徒指導担当

や校長、教頭など複数の教師で指導に当たっ

ております。 

 また、学校内ではけんか、授業妨害、暴言

等の指導不服従による問題行動がございま

す。もちろん大多数の生徒は健全に学校生活

を送っておりますし、教師も保護者も、そし
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て多くの大人も皆生徒全員が豊かな人間性、

正義感や公正さを重んじる心、人権を尊重す

る心、自然を愛する心を持った大人に成長し

てほしいと願っており、このような時代を超

えて変わらない根源的な教育目標を柱にして

生徒指導に当たっております。 

 特に問題を抱えた生徒への対応では、問題

行動を矯正するといった指導のみに陥ること

なく、内面の理解を図っていく中で、生徒た

ちが心を開くことができる人間関係を構築し

ながら指導に当たるように努めております。 

 人への信頼関係をなくしている生徒が、信

頼関係を結べるようになるにはそれなりの期

間が必要です。日常の一見ささいなことと思

える生徒との心の触れ合いが信頼関係を生み

出します。生徒と心が触れ合うためには、教

師の傾聴的な態度やコミュニケーションを図

ろうとする姿勢、生徒のよさを捉えるまなざ

しが必要であると考えます。もちろんだめな

ものはだめと叱るときは毅然とした態度も必

要です。さらに、保護者との連携も重要です

が、保護者自身も子供の抱える問題に対して

不安感や焦燥感を強く感じている場合が多

く、保護者が学校に対する信頼感や安心感を

感じられるようにすることも大切であると考

えます。 

 したがって、暴力行為や喫煙などの問題行

動に対しては未然防止の取り組みを充実させ

るとともに、その生徒の家庭環境などの背景

にも目を向けながら、組織的、継続的な指導

による自立支援、生徒自身が自分を認め、他

者を認めることができるよう粘り強く行って

おり、引き続き行ってまいります。 

 残念ながら問題行動がなくなることはござ

いませんが、年度当初に比べますと、地域か

らの苦情も減ってきていることを感じており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 最初にたばこの件数をおっ

しゃっていただいたんですが、西中のほうが

多いわけですが、西中のほうになぜ多いの

か、分析というか、されておられますか。 

 それから、家庭においても指導をやっても

らってという、そういう御答弁であったんで

すが、例えば体育大会のときですと、家庭に

おいてもというよりも、すぐに子供をその場

から学校側は帰されてるんじゃないですか。

その辺、そうでないということであればそう

でないとおっしゃっていただきたいし、学校

側がどの程度まで指導されてるのかなという

ことをお尋ねしたいと思います。 

 それから、ここに何人というふうにさっき

おっしゃった数の子供たちは、同じような子

供たちがやってるのか、それともまた新しい

子供たちがやっているのか。 

 それから、男女別、男子生徒、女子生徒で

いいますと、それはどのような状況になって

いるのでしょうか、お尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） たくさんございまし

たんですが、少し抜けておりましたらお許し

ください。 

 まず、男女別は把握しておりません。 

 東西中学校でなぜ西中が多いかということ

は、年度によって違いますが、昨年度は東が

多かったんじゃなかろうかと思いますが、本

年度は西のほうが多いと。それはやはり交友

関係または今も言いましたように家庭環境等

で、その辺のところが好奇心または思春期に

よって誘惑に負けるとか、そういうものが若

干多かったように思われます。 

 それから、体育祭の件ですが、集合をかけ

たときに生徒がいなかったということで、生

徒に聞きましたら、トイレでたばこを吸って

いたと、それで生徒指導が参りまして、現場

を押さえ、そして当時保護者が来ていました

ので、その場で指導したところ、保護者は納

得の上で私たちが連れて帰るというようなこ

とで、帰って保護者のほうが指導するという

ことですので、連れて帰って指導されたとい

うことを学校で聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 
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○服部千秋議員 抜けてた点は同じような子

供たちがこれやってますか、どうですか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたしました。 

 言われるとおりでございます。同じような

子が重ねてやっておる状況でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それで、今怒ることも、も

しかしたら難しい状況もあるとは思います。 

 私、大学生に教えていて、そのときに学生

に聞くことがあります。それで、何を聞くか

といいますと、どの程度中学、高校で怒られ

てきているかと、なぜこんなことを言うかと

いいますと、怒られることになれていないと

いうか、余りはっきりと言われてきていない

と。 

 先生方の立場にしますと、はっきりと注意

すると、いろいろとこういう言い方したと

か、いろんなことがあると思われる面もある

のかもしれませんが、今の子供たちは余り学

校の中においても、それは教育委員会の立場

にすれば、それは親が怒ってないとかいろい

ろおっしゃりたい言い分もあるかもしれませ

んが、今ここ学校の中の議論しておりますの

で、学校の中で先生方は注意するのがしにく

い面があるかもしれませんけれども、怒り方

ももちろん考えてもらわないけないことはあ

りますが、もう少し怒っていただいたほうが

いいんじゃないかなと思う面があります。 

 それで、どの程度はっきりと子供たちに怒

っておられるかと、その点いかがですか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 怒ることはしてませ

んが、指導することはやっております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 私、言葉のあやでどうのこ

うのを言いたいのが目的ではなくて、怒ると

いう言葉がもし――私悪いことしたら怒った

らいいと思ってますから、指導なら指導でも

いいです。指導ではっきりと子供たちに言っ

てやっているんでしょうかということが疑問

になることがあるんです。はっきり言われず

にどうも大きくなってきている子供たちが多

いのではないのかなと思うので、その辺がと

ても心配なのですが、はっきりと怒るという

言葉がぐあい悪ければ、教育長の指導という

言葉でも結構ですけども、はっきりと指導を

されてきておりますか、それとも少し遠慮が

ちになっておられますか、いかがですか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 言葉のあやで申しわ

けございませんでした。 

 怒るとなれば、頭越しに怒ってしまって、

ただ恫喝とか脅迫とか、感情面しか子供に与

えないというようなことが起こることになっ

てしまうような気がいたします。 

 指導となれば、子供がなぜ悪いんだろう

か、なぜこれができないんだろうかという、

自分が理解して初めて納得して、そこで教師

と先ほど言いました信頼関係が生まれて、自

分が更正に向かっていくんじゃなかろうかな

と思います。 

 自分が納得しなければ、自分がどうしてい

いんかというようなことも方向性も見出せな

いと思うので、まず生徒に自分は何をして、

何で悪かったんだろうかというようなところ

から時間をかけて、また保護者を呼びながら

家庭の中でどこに原因があるんだろうかな、

そういうものを総括しながら子供たちのいい

環境に向けて指導してるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 言葉は、私の怒るという言

葉がちょっと十分理解されてなかったのであ

れば、別に指導だという言葉と置きかえてい

ただいてもいいんですけども、それが本当に

心配でなりません。 

 少し学生から見て厳し目のこと、きついこ

とを言うと、従来よりも過剰に反応するとい

うのが、私が今の学生を見てて感じることで

あります。中学校、高校で怒られるというの
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が、申しわけないですね、指導なら指導され

てきたのか聞いても、されていないというこ

とを平気で言う学生がいます。ですので、十

分に指導を本町の中において学校教育の中で

していただきたいというふうに思っておりま

す。 

 先ほど教育長は、男女比、たばこを把握し

ていらっしゃらないとおっしゃいましたが、

いろいろ今も過去もですが、抽象的なことで

いつも御答弁なわけですが、女性の状況も把

握するのはとても大事なことで、もちろん御

存じだと思いますけども、男の子と女の子、

友達だったら、たばこを女の子に渡して、女

の子がポケットに、ポケットというかスカー

トの中に隠したりとか、男性教員でしたら、

そういうふうにされたら、もうそれ以上なか

なかしづらいとかといった現状とかもあっ

て、それは私が高校の教員であったころ、大

分前のことですけれども、なかなかしづらい

部分も生じてくるわけですけれども、そうい

ったことを十分把握して指導なり、あるいは

教育長として現場に言っていただいているん

でしょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたしました。

ちょっと答弁書の人数が違ってますので、男

女比のことでちょっと資料がございますの

で、４月から10月までのたばこの喫煙者の数

ですが、太子東中では男子が５名、女子が３

名、それから西中では男子が40名、女子がゼ

ロというふうなことになっております。 

 今出ました男女でというようなことが、こ

れは生徒指導上、非常に重要な比率でござい

ます。女性が非常にだらしなくというんです

か、というふうになれば、これは時間もかか

りますし、男子が多ければ、非常に生徒指導

上の内容も違ってくるという面で、これは若

干今年度は太子東中のほうが女子が多くて、

西のほうは男子が多くというような傾向でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 なかなか大変なのはよくわ

かってるんですが、先生が本気で生徒を怒っ

てくれれば、私たち議員も、また親もそうい

う教員を守ろうとしますよ。だから、本気で

きちっと注意指導をしていただくように、今

までも現場に言われてると思いますけれど

も、おっしゃっていただきたい。それによっ

ていろいろと不都合があった場合、私たちも

微力ではございますけれども、教育現場が少

しでもよりよくなるように御協力はさせてい

ただきたいと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（橋本恭子） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、中島貞次議員。 

 ちょっと暫時休憩します。 

（休憩 午後２時48分） 

（再開 午後３時04分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 それでは、中島貞次議員、一般質問をお願

いします。 

○中島貞次議員 11番、公明党の中島貞次で

ございます。またよろしくお願いいたしま

す。 

 きょう、一般質問いろいろ考えながら、た

またま生活福祉部所管のもの全部になりまし

たので、またお許しください。その他の部長

さん、次長さん、ゆっくりお休みください。 

 まず１点目、発達障害児の早期発見のため

にということで質問させていただきます。 

 太子町では現在乳幼児健診が１歳６カ月、

その前に新生児の健診もありますけれども、

乳幼児健診、１歳６カ月と３歳児健診が行わ

れております。これは国が自治体に対して義

務づけをしている健診でありまして、当然我

が太子町でも実施されています。ところが、

発達障害に焦点を当てた内容にはなっており

ません。 

 発達障害は、先天的に脳の一部がうまく働

かない障害で、自閉症あるいはアスペルガー

症候群、アスペルガー症候群というのは難し
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い言葉ですけれども、一つのことに非常に興

味を持ったり、あるいはその場の空気が読め

ないというか、相手の気持ちを察することが

できないような、そういう症状ですけども、

それから注意欠陥多動性障害、いわゆるＡＤ

ＨＤと言われる、それから学習障害（ＬＤ）

などがあって、非常にこだわりが強くて、コ

ミュニケーションが苦手という特性を持って

います。ほとんど知的障害そのものはありま

せんので、外見では非常にわかりにくいし、

また将来的にそういう発達障害の子供さんと

いうのはいじめの対象になったり、あるいは

そこから不登校につながることもあるわけで

す。 

 このような発達障害を早期発見して集団生

活をスムーズに送れるようにするためには、

５歳児健診を実施してはどうかと思います

が、当局の考え方をお尋ねいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） それでは、お

答えいたします。 

 現在、太子町では１歳６カ月児健診や３歳

児健診におきまして、今では先ほど議員は発

達障害に焦点を当てた問診項目がないという

ふうな御質問でございましたが、今では発達

障害に焦点を当てた問診項目を追加しており

まして、発達障害の早期発見に努め、気にな

る幼児や子育てのしにくさを訴える母親につ

いては育児支援教室、通称なかよし教室と言

っておりますが、そちらで定期的に母親を支

援するなどの早期支援を実施しております。 

 また、幼稚園や保育所への定期的な巡回相

談を実施いたしまして、５歳児に対し幼稚

園、保育所への助言を行う中で、早期支援が

必要な児については発達検査、また言語療

法、作業療法、心理療法、音楽療法などのそ

れぞれの専門の療法士が対応する個別療育相

談のほうにつなげるなど、早期支援に大きな

効果を上げております。 

 兵庫県では平成23年度より市町においてモ

デル的に５歳児発達相談事業を展開しており

まして、全ての５歳児に発達障害に関する問

診票を送付して、支援が必要な児を対象に、

５歳児発達相談において発達障害の有無につ

いてのスクリーニングを実施することにより

まして、３歳児健診で発見が困難な軽度発達

障害児の把握及び相談につなげております。 

 ５歳児発達相談事業の実施につきまして

は、立ち上げには医師の確保とか保育所、幼

稚園への説明、また保育士等に対する研修

会、教育委員会等多数の関係機関との調整等

の体制整備が必要となってまいります。今後

は現在の本町での早期発見実績の検証、これ

は先進市町の動向実績などを踏まえまして検

討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 いろんな形で５歳児、特に

発達障害がよくわかる年齢といいますか、に

対して県の事業等を行っておられるというこ

とで、５歳児になりますと、当然幼稚園、保

育所、保育園等に通園、通所されている方が

多いかと思いますが、その中で保育士さんあ

るいは園長先生等が発見される場合が多々あ

ると、そういうふうにお聞きします。 

 特に５歳児健診を勧めるということは、１

歳６カ月とか３歳児健診というのは、太子町

では非常に多くの方が受診されております。

過去のデータですけども、95％を超える受診

率ということです。 

 この５歳児健診の必要性というか、それを

もっともっとやはり町としても認識していた

だいて、先ほど部長が言われました３歳児健

診ではなかなか発達障害というのは発見しに

くいということがあって、５歳になります

と、ある程度集団生活を行う中で、発達障害

というのがある程度見つけられやすいという

ことがあります。 

 ５歳児健診を実際にやっているところとし

て鳥取県が特に有名なんですけども、鳥取県

は全県下の市町でやっておりまして、大体

95％の受診率というふうに聞いております。

この中で、95％近く――ちょっと古いデータ

ですけども、の中でおよそ5.6％が軽度の発



－72－ 

達障害であるということが認められたという

ことがわかっております。 

 そういう意味で、いろいろされておられる

んですけども、もっともっと全面的に５歳児

健診をやってますよというふうな体制づくり

というか、当然予算措置とか係るんでしょう

けれども、それをアピールしていただきたい

なと思います。 

 ５歳児健診を受けた母親なんですけれど

も、家でもなかなかわかりにくいということ

で、いざ小学校に上がるといいますか、事前

にやっとわかったという家庭もあって、非常

にショックだったということで、当然そうい

うお子さんは特別支援学級に入ったりするん

でしょうけれども、早期の段階で発見できる

ような、そういうシステムづくりを町として

やっていただきたいと、そういう思いでいっ

ぱいでございます。 

 当然町として把握しておられると思います

けれども、５歳児健診はどんなことをするの

かというと、主な項目として、１人で着衣、

服を着たり脱いだりできると、鼻をかんで自

分で拭き取れるということができるとか、友

達と順番に物を使う、ブランコなんかそうで

すけれども、それからじゃんけんで勝負が決

められるとか、両親の姓名、あるいは自分の

住んでいる町の名前が言えるかどうかとか、

４つの数を数えて復唱できるかどうか、右手

はどっちと聞かれて、わかるとか、あるいは

言葉が出てこないとか、テレビを例えばテビ

レとかというふうに言ったりするとかという

ふうなそういう、これはよその市の健康診査

表からのデータなんですけれども、そういう

ことを診査しながら発達障害の有無を判断し

ているということで、当然県としても行って

いるんだろうとは思いますが、その辺で少し

でも早期発見しながらスムーズに学校生活が

送れるようなシステムづくりといいますか、

それを大いにアピールしてもらいたいなと。 

 実際に今部長から答弁があって、そういう

ことをしているんかなという程度で、実際わ

からなかったわけです。こっちが詳しく聞か

ないからわからないんですけれども、その辺

で、例えば発達障害に関してはこういう事業

をやってますと、将来的にはこういうふうに

なりますとかというのをやっぱりどんどんア

ピールしてもらって、最終的に私としてはや

っぱり５歳児健診というのを表に、看板に出

して進めていっていただきたいと思います

が、その辺の所見、考え方をよろしくお願い

します。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、５歳児

健診につきましてですが、今目的としては議

員おっしゃられたとおりでございまして、３

歳児までの健診ではなかなか集団行動という

のがとれない年齢でございまして、それが５

歳になりますと、幼稚園、保育所に行ってる

子がほとんどでございます。その中で集団生

活、また社会性の発達における問題という、

その辺が少しずつ見えてくる、そういう年齢

でございます。 

 太子町におきましては、今現在町内の幼稚

園、保育所、全箇所につきましておおむね年

に２回は巡回で回っております。その巡回の

中で担当の保育所の保母さん、また幼稚園の

保育士の方々からそういう情報をいただいて

おりますし、当然それまでに１歳半、３歳児

健診においてスクリーニングで何らか問題が

あった子については、既に先ほど申しました

なかよし教室というところに通っておりま

す。その段階で様子を見てるというような状

況でございまして、今そのなかよし教室に現

在54名通っておられます。それは５歳児にな

るまでのお子さんでございますが、そのお子

さんの中でもそのまま幼稚園に進まれる方も

いらっしゃいますし、臨床心理士による発達

検査によって個別の療育訓練に入る方もいら

っしゃいます。それぞれいろんな方向に向か

われております。 

 太子町といたしましては、そのように５歳

児については特に現地での巡回によって確認

しているというふうなことを今現在やってお

ります。 
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 ただ、この５歳児の健診の中においても、

やはり新たに軽度な発達障害の児が見つかる

ケースもあるようでございますので、完全に

スクリーニングされてるというとこまではま

だ行ってないというとこでございまして、そ

れで先ほど申したように、早期発見の実績の

検証というのが必要かと思いますので、どの

辺まで現在でスクリーニングされてるかとい

うの、これを踏まえまして、またこの５歳児

の発達相談事業というのに、県の事業でござ

いますが、乗っていくかどうかというのを判

断したいというふうに思ってます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 少し前になりますけれども、実際に音楽療

法士さんが発達障害を抱えた子供さん中心に

ピアノとかいろんなゲーム等で社会性を培う

といいますか、そういう現場にも一度視察し

に行きました。その中にはやっぱり多動性の

お子さんもいらっしゃって、なかなか落ちつ

きがないというふうなことで、今後特に療法

士さんにはいろいろ御苦労おかけすると思い

ます。そういう意味で、そういう万全の態勢

を今後ともまたよろしくお願いしたいなと思

います。 

 次ですけれども、その前に、例えば５歳児

で漏れる方、例えば通園していない、通所も

していない、当然何％かはいらっしゃると思

うんですけども、その辺の手当ては特には考

えておられませんか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 今５歳児で幼

稚園、保育園に行かれてない方、本当に数％

いらっしゃる、97％、ちょっとはっきりした

数字忘れましたが、ほとんど行かれておりま

して、本当に数％、どこにも行かれてない方

いらっしゃるようですが、ただそこまでは現

在のところ、このスクリーニングについては

実施しておりません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 確かな人数は私たちも掌握

してないんですけれども、やはりその辺の若

干の人数の方、漏れる人もいらっしゃいます

んで、その辺また広報等で何らかの形で、健

診はできなくても、発達障害というのはこう

いうケースがあって、例えばおうちで簡単に

こんな検査をしますと大体わかりますよとい

うふうな、そういう何か指針になるようなも

のを一つまた何かの形でお知らせ願いたいな

と思いますので、またよろしくお願いしま

す。 

 次に、２つ目に移ります。 

 子供支援の強化と子ども条例ということに

ついていきます。 

 未来を担う子供たちがその子らしく伸び伸

びと健やかに成長していくことは、全ての町

民の願いであります。しかしながら、いじめ

や体罰、虐待など子供たちを取り巻く環境は

必ずしもよいものとは言えず、子供や若者が

活気を取り戻し、まちづくり、地域づくりの

主体として育っていくことは、これからの地

域社会、そして日本を豊かにするために不可

欠な課題であります。 

 さて今、日本の子供たちの自尊感情、すな

わち自己肯定感が低下の一途をたどってお

り、大きな問題となっております。 

 この自己肯定感といいますのは、生きる意

欲や学ぶ意欲、参加意欲、苦難を乗り越える

力、立ち直る力などの源泉ですが、全てに面

倒くさいと能動性や意欲に欠ける子供たちが

現在増加しております。 

 日本青少年研究所が行った意識調査により

ますと、私は価値ある人間だと思うという質

問に対して、全くそうだと答えたのは、アメ

リカで57.2％、中国で42.2％、韓国が20.2％

だったのに対して、日本ではわずか7.5％と

いう結果でありました。それが私は価値ある

人間だと思う、そういう数字のデータです。 

 子供の自己肯定感を高めていくには、子供

と子供を取り巻く大人が子供の権利を認めて

それを実現することが必要になります。 

 これまでの子供に関する施策は、青少年健
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全育成施策に代表されますように大人主導の

ものであり、子育て、保育、教育などに当た

る大人側の支援策が先行しました。これから

は大人が子供を管理することに主眼を置くの

ではなく、子供たちがみずからの力に気づ

き、その力を信頼し、鍛え、自身の力と意思

で生きていく、そしてそれぞれの違いを認め

合い、尊重し、お互いに切磋琢磨し合うこと

を支援していくような子供が支援という観点

を取り入れていくことが大切です。 

 ありのままの自分を出せる居場所づくり、

子供の気持ちに寄り添う相談、救済活動、参

加活動への支援など、子供の権利の視点に基

づいた総合的で重層的な子供支援が求められ

ております。 

 そのためには1994年に日本も批准しました

国連子どもの権利条約を子供支援に生かすと

ともに、子供の権利を総合的に保護すること

を目指した子ども条例の制定が必要だと思い

ます。 

 町が条例を制定、策定することで、町民に

対して子供の問題は家庭や学校だけに任せる

のではなく、町全体で取り組んでいくという

意識づけをするとともに、町の特色を持った

子供の視点に立ったまちづくりができると考

えられます。 

 今年度、子ども・子育て会議の設置がなさ

れました。これらの動きを踏まえつつ、太子

町で独自の子供施策の展開を進めていくべき

と考えます。子供の支援の強化策及び子ども

条例の策定について当局の所見をお伺いしま

す。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） この国連の児

童の権利条約につきましては、同条約の前文

にありますように、主たる目的は、開発途上

国における子供の人権環境を改善することに

あり、家族を社会の基礎的な単位として子供

を保護援助されるべきものとして捉えていま

す。 

 さらに、同条約の４つの柱である生きる権

利、守られる権利、育つ権利、参加する権利

につきましては、本町の次世代育成支援行動

計画の基本としてこれらの権利を具現化する

ために町の子供施策を総合的に捉えた行動計

画として策定をしております。 

 現在、太子町の子ども・子育て支援施策は

この次世代育成支援行動計画に基づき実施を

しているところですが、今後新たに設置いた

しました太子町子ども・子育て会議において

審議し、平成27年３月までに太子町子ども・

子育て支援事業計画を策定し、新たな支援策

でもって取り組んでまいります。この新支援

計画におきましても、継続して子供たちの権

利が守られる施策も検討されるものと考えま

す。 

 条例制定につきましては、住民意識の醸成

が必要と考えており、その環境づくりのた

め、今後とも各種啓発活動を行ってまいりた

いと考えておりますので、何とぞ御理解を賜

りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 的確な答弁ありがとうござ

います。 

 私も還暦を迎えまして、残りの期間を計算

するほうが早いかなという年代になりました

けども、やはり未来を託すべく今の子供たち

がやっぱり健全に育っていただける、そうい

う環境づくりといいますか、そういう意味で

も、やはり条例といいますのは町の一つの法

律であります。非常に重要な町の一つの考え

方の指針の一つかと思います。その点で、子

供に関する一つの条例を今後とも、子ども・

子育て支援会議が中心になるかと思いますけ

れども、お考えをどうかよろしくお願いいた

します。 

 次、３点目に行きます。 

 資源ごみの持ち去りについてをテーマとし

て質問いたします。 

 我が町では各自治会に資源ごみ回収拠点を

設けて資源ごみを回収し、これを再使用、再

生利用する取り組みが行われております。し

かし近年、町並びに揖龍保健衛生施設事務組

合指定の業者以外の人がこの資源ごみを無断
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で持ち去り、財政的に損失を与える可能性が

ある。これは特に同僚議員並びに福祉文教常

任委員会でも課題となっておると思いますけ

れども、このような状況が全国的に見られる

わけです。これを禁止する条例を制定する自

治体が近年増加傾向にあるわけです。 

 ただ、この条例の適法性については裁判で

も争われておりますので注意を要しますが、

我が町として所有権、これが特に大きな問題

になると思うんですけども、その考え方と条

例制定の考え方、所見をお伺いします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 太子町では、

新聞、雑誌、ダンボール、布類といった再資

源化可能な資源ごみについてはステーション

では回収せず、自治会、子供会等によって集

団回収にて業者へ売り払っていただいている

ため、ステーションでは主に金属類、電装品

類を不法に持ち帰っているものと考えられま

す。 

 粗大ごみについてはステーションに搬出し

た時点で所有権を放棄した無主物に該当し、

業者によっては住民の方が粗大ごみをステー

ションに置く前に直接引き取る事例も多くあ

り、以前にも警察に相談をいたしましたが、

警察として持ち去る業者を窃盗罪として摘発

することは難しい状況にあるということで

す。 

 このような状況から、本町では資源ごみ持

ち去り禁止条例の設置につきましては現時点

では考えておりません。町といたしまして

は、一つの対応策といたしまして持ち去り禁

止の看板を作成し、必要枚数を各自治会へ配

付いたしておりますが、今後も自治会におい

て必要な看板等がございましたら町で作成

し、多少なりともごみ問題を抑制できればと

考えております。 

 ごみの回収処理に係る問題につきまして

は、揖龍保健衛生施設事務組合で広域的に事

務を進めておりまして、今後も構成市町であ

るたつの市及び揖龍保健衛生施設事務組合と

協議し、問題解決に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 まず、今部長から答弁いた

だきましたけれども、今自治会等で所有権の

問題なんですけども、例えば廃棄するような

電器や貴金属類を自治会等で指定した場所に

持っていった場合に、そこに置いた時点で所

有権の移動というのはどういうふうに捉えて

おられるわけですか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 先ほど申し上

げましたとおり、町指定のステーションに出

された段階で所有権が放棄されたとみなし

て、そのもの自体は無主物というふうに該当

するということでございます。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 その点で無主物になります

から、じゃ、誰がとっていっても特に刑法的

に問題ないのかというのがまた問題になるん

ですけど、その辺の捉え方はどうですか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） その辺の法的

な話になると思うんですけども、まずごみス

テーションの設置管理については各自治会に

お任せしておりますので、当然ステーション

の中のものについても、管理という意味では

自治会のほうには当然お願いすべきものだと

いうふうには考えております。当然所有権の

ほうはございません。 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩します。 

（休憩 午後３時32分） 

（再開 午後３時32分） 

○議長（橋本恭子） それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今、部長から自治会等の資

源ごみのステーション、持っていったら、そ

こで持っていかれた方の所有権がなくなり、

置いた時点で無主物となって、そのものの所

有権がなくなるという状況であるということ

ですから、だからそれを逆の業者というか、

持っていく人から見ると、別にとっても窃盗
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にも何もならへんのではないかという考え方

があるんですけども、それはいかがですか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） ごみの回収処

理については当然行政において責務とされて

おりますので、指定のごみステーションに出

されたものについては、町が指定した業者が

回収するということになっておりますので、

それ以外の者については原則持ち帰るという

のは本当はだめだという、そういう見解でご

ざいます。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 その答弁が欲しかったわけ

です。済みません、ありがとうございます。 

 ということは、町が指定した業者以外は持

っていってはいけませんよということをやっ

ぱり明確にする必要があるわけです。それ以

外の人は持っていったら罪に問われますよと

いうふうに、どういう罪になるのかがちょっ

と私まだそこまであれなんですけども、その

辺のことを、例えば条例等で明確にこういう

ことをすれば罰金刑ですよというふうなこと

をちゃんと言えばいいと思うんですけれど

も、その辺の考え方はどうですか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 条例で規制す

る場合でございますが、持ち去り禁止条例と

いうのは大きく２つのタイプがありまして、

まず１つ目のタイプっていうのは、先ほど申

しましたように所有権が当然なくなっており

ますので、条例でもってそこに排出されたご

みは行政に所有権があるということを明確に

して持ち去りの行為が窃盗罪に該当するよと

いうふうなことを示した条例が１つでござい

ます。 

 もう一つは、これも先ほど申しましたが、

行政が指定した者以外が集積場から資源ごみ

の回収を持ち去るのは禁止すると、こういう

命令違反した場合は秩序罰というんでしょう

か、秩序罰としての過料を科すという規定を

して条例を制定してる、この２種類の条例が

どうもあるようでございます。 

 ただ、この両方の条件を兼ね備えた規定を

設けているところもあるということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今部長がおっしゃったよう

に２つの条例のパターンがあると、全国的な

流れなんでしょうけども、直罰方式とかいろ

いろ言われるんですけれども、何らかの形

で、それから当然持ち去り業者もそうですけ

ども、町民の方に対してもやはりこういうこ

とはいけないんですよということをある程度

明確に何かの機会で言うべきではないかと。 

 条例をつくるのが一番手っ取り早いと思う

んですけれども、条例によりこう太子町とし

てはしますよということになるんですけど

も、何らかの形でやっぱり広く認識をする必

要があるんではないかと。 

 普通の町民の方から考えますと、持ってい

った人が一旦置いたんやから、別にええやな

いかという考え方の方もいらっしゃいます

し、いや、それはあかんのやという考え方の

方もいらっしゃいますんで、その辺やっぱり

明確に町として言うんか、何らかの形で広報

するべきではないかと思うんですが、その辺

の見解をお尋ねいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） その件につき

ましては、せんだってまちづくりの集いで各

校区行かせていただきましたが、どの校区に

おいても資源ごみの持ち去りの話が出まし

た。 

 それを受けまして、先月末でしたか、先ほ

ど申しましたように看板をつくりまして、自

治会において、特に粗大ごみのごみ集積場に

掲げてくださいということで必要枚数、必要

であれば生活環境課にとりに来てくださいと

いうことで各自治会に通知を出しました。そ

したら、先月末かなりの自治会から啓発用の

看板、とりに来られました。 

 ちなみに、内容はここに出された資源ごみ

は町指定の業者以外は持ち去ることは禁止で
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すという、そういうふうな表現にしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 看板の効果を今後いろいろ

検証しながら、今後ともまたそういう持ち去

りといいますか、そういうのが一つでも減る

ようなそういう行政施策を今後ともまたよろ

しくお願いいたします。 

 次、４点目に行きます。 

 動物愛護についてですけれども、家庭で飼

われるペット、愛護動物と人間とのかかわり

は非常に長い歴史があります。法律では愛護

動物というのは牛、馬、豚、綿羊、羊です、

ヤギ、犬、猫、家ウサギ、鶏、家バト、アヒ

ル、あるいはほかに哺乳類、鳥類、爬虫類と

非常に多岐にわたっております。 

 この愛護動物というのは人間の友である

と、そして癒やし効果を持って共存してお互

いがそれぞれの生活を支え合ってきました。 

 また、人が生きていく上でなくてはならな

い存在が愛護動物でありました。特に、昔は

農耕が盛んなころはやっぱり、私たちが小さ

いころでも牛を引いて田んぼをすいたという

ふうなことがありましたけれども、しかし飼

う側、人間自身のモラルやマナーの低下によ

って動物虐待、ネグレクト、飼育放棄です、

により愛護動物が言われもなき劣悪な環境に

置かれたり、あるいは飼い主が捨てたり、ま

た死んでしまうというふうにして今の人間社

会そのものの構図が愛護動物の社会でも繰り

広げられているのが現状であると思います。 

 また、ペット産業の加熱な競争、もうけ主

義によりまして、犬、猫を中心に、特に人気

のある種類は交配を繰り返して増産されてお

ります。 

 ところが、生まれた子犬や子猫等で商品価

値のあるものはそのまま販売ルートに乗って

展示され、売買されていきます。ところが、

何らかの欠陥のあるものは売れないわけです

から、買い手がつかないのでそのまま殺処分

されるケースがあると聞いております。殺処

分、殺されるわけです。 

 この場合、聞きましたら、濃縮二酸化炭素

のガス室の中で殺処分されるというようなこ

とを聞いたことがありますけれども、このよ

うにたとえ愛護動物であっても人間と同じよ

うに生命は尊厳であり、守らなければいけな

いと考えます。 

 さて、このような現状の中から、このたび

動物の愛護及び管理に関する法律が改正さ

れ、特にその中の第44条から第50条にかけて

の罰則が強化されました。 

 また、第41条の４で地方公共団体への情報

提供がうたわれ、特に兵庫県では県の担当部

局と県警との連携強化による協議会の設置

や、動物愛護推進員、県で40名、政令市、中

核市135名のボランティアが委嘱されて活動

を行っております。 

 町として、今後の動物愛護への取り組みと

地元警察との連携をどのように考えているの

かお尋ねをいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 犬、猫を初め

とする、いわゆるペットと呼ばれる動物はコ

ンパニオンアニマル、伴侶動物と言われてお

りますけども、近年は番犬等の使役目的から

家族の一員となっており、特に子供たちや高

齢者にとりましても情操教育上、あるいは心

のよりどころとして今やなくてはならない存

在となっております。 

 そのような中、飼い主のモラル欠如による

動物虐待は年々増加傾向にあり、また記憶に

も新しい神戸市須磨区で起こった酒鬼薔薇事

件や附属池田小学校に象徴されるような多く

の人を殺傷した凶悪犯罪者等には過去に動物

虐待経験がある傾向にあるとの報告結果もあ

るところでございます。 

 したがいまして、御指摘のあった動物の生

命尊厳の思想に十分配慮していくことはその

ような関連性も考慮しつつ、警察や動物愛護

センター等さまざまな分野と協力して今後の

対応を総括的に図っていくことが非常に重要

であると考えております。 
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 御指摘があります町独自の動物愛護推進員

の配置につきましては、兵庫県が委嘱してお

ります動物愛護推進員の例を参考にして、そ

の必要性を踏まえて判断していきたいと考え

ております。 

 なお、アニマルポリスにつきましては、取

り締まりや立ち入り権限等の問題もございま

すので、現段階においては導入することは現

実的に困難であると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 特に、いろいろ社会的な問題になりまし

て、特に今、愛護動物に関していろんな種類

言いましたけれども、その中でもニシキ蛇が

捨てられていたりとか、あるいは亀、亀は両

生類ですけども、亀でも一たびかみついたら

その指をちぎるぐらいのそういう、名前忘れ

ましたけども…… 

（「スッポン」の声あり） 

 いや、スッポン以外におるんです、何とか

亀というて。ちょっと名前忘れましたけれど

も。そういうのが勝手に飼育できないからと

いって放棄されたりして町ん中をうろつくと

いうそういうケースもあるわけ、非常に危険

なわけ。ワニが出てきたりしたところもあり

ますし。 

 そういう意味で、やはり動物、せっかく一

度飼った動物なんですから、最後まで見届け

るというのがやっぱり大事なことだろうと考

えます。 

 先ほどこの法律のこと言いましたけれど

も、愛護動物を捨てた場合、今回の法律改正

で100万円以下の罰金、愛護動物を殺傷した

場合、２年以下の懲役または200万円以下の

罰金、愛護動物を不適切に飼育した場合、不

適切というのは劣悪な環境といいますか、

100万円以下の罰金というふうな今回の法改

正によってそういう罰金が科せられます。 

 特に、聞いた話によりますと、犬を飼うゲ

ージの中に１匹なら環境はいいんですけれど

も、その中に５匹も10匹もまとめてゲージの

中にいると。非常に狭い環境で全然ほったら

かしですから、ふんが10センチぐらいたまっ

てしまってると。そういう劣悪な環境でいる

そういう動物たちもいるというのが実情なわ

けです。 

 太子町の中にそんな方はいらっしゃらない

と思いますけれども、やはり今後世の中どう

変わるかわかりませんので、そういう意味で

一度また愛護動物に関する広報等々、よろし

くお願いしたいなと、これが１点と。 

 それから、アニマルポリスに関しては全国

的にもまだまだできていない状況です。これ

は警察と、警察の中にそういうアニマルポリ

スをつくるわけですけども、特にアメリカが

よくあるんですけれども、動物虐待を監視、

摘発する組織で、公的な機関として捜索、逮

捕権限を持つものもあるというのがアニマル

ポリスです。 

 そういう意味で、まだまだ日本ではこのア

ニマルポリス自体ができているところはない

んですけれども、京都を中心にして今展開な

されているところです。 

 兵庫県においても各地方公共団体からもや

はり声を上げていただいて、そういうアニマ

ルポリスの設置を促してみてはどうかと考え

ます。 

 それから、これは県の生活安全部長から各

警察署長に宛てた文書の中で、最近猫の足や

首が切断されるなど――これ古い文章ですけ

ど、動物の虐待容疑事実が県下で続発し、住

民の不安をあおるなど問題視されている状況

にあると。その中で、各警察に対して動物虐

待とかそういう事案があれば捜査をしてほし

いというふうな要望書があったわけです。 

 そういう意味で、町としても、先ほど部長

からも言われましたように、県と同じような

動物愛護推進員の設置を前向きに検討してい

ただけるような答弁いただきましたんで、今

後とも動物と人間との共存の社会を目指し

て、勝手に捨てたり殺したり、虐待したりし

ない、そういう太子町であっていきたいと考

えますので、その辺、部長の今後の決意を一
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言よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 動物行政でご

ざいますけども、この法律ができたことによ

りまして、市町においても当然この動物行

政、県ばかりでなく市町も協力しなくちゃい

けないというような形になっております。 

 まだまだ太子町におきましてもたつのの動

物愛護センター任せというとこもございます

けども、せんだっても虐待ではないんです

が、過度な犬へのしつけ、これが通報がござ

いました。これも動物愛護センターのほうか

ら入った通知でございますけど、今後はこの

ような事例、余り行き過ぎますと当然警察と

の協力というような話にもなろうかと思いま

すけども、できるだけ地元、本町におきまし

ても協力のほうはさせていただきたいという

ふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。今

後ともいろいろよろしくお願いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（橋本恭子） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ５番福井でございます。 

 午前中、首藤議員から国会のほうが慌ただ

しいという、そういうふうなお話しされまし

た。注目すべきところに来ておりますが、今

年もあとわずか、本当に寒くなってまいりま

す。お互いに気をつけてやっていきたいなと

思っております。 

 それでは、一般質問に移らせていただきま

す。 

 １番、国旗等について。 

 議員としての職分上、各種の式典や行事に

参列する機会が多くあります。中でも、学校

や幼稚園等は式典や行事等が多々あり、自然

と参列する機会も多くなります。 

 私は斑鳩校区に住まいする関係上、西中や

斑鳩校区の学校や幼稚園等のそうした折々に

出向いてまいっております。 

 そうした中でございますが、式典会場に掲

げられた国旗や、運動会で入場行進の際に先

頭を切っていく校旗にあせた印象を受けると

ころもありました。 

 式典や行事にはたくさんの人が来られま

す。また、子供たちの目の前にあり、あるい

は先頭を切っていく旗はそれぞれにふさわし

いものが用意されねばと考えますがいかがで

しょうか。お願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。 

 いつも学校園の式典に御協力くださいまし

てありがとうございます。 

 学校園における入学式や卒業式などの式典

や運動会などの学校行事にはそれぞれの学校

園の歴史的伝統や地域的特性を生かした独自

の行事が設けられていることも多く、地域に

根差した公立学校の行事は地域全体の伝統に

もなっております。 

 そうした式典や行事には内外のたくさんの

方々にお越しいただき、国旗や町旗、校旗や

校章などを掲揚披露することもあることか

ら、御指摘のとおりそれぞれの行事にあった

ふさわしいものが用意されるべきだろうと考

えます。 

 国旗や町旗、校章などが汚れていたり、み

すぼらしく見えるようでは行事や式典も貧弱

に映ってしまうこともありますので、手入れ

や更新を行うよう注意していきたいと考えま

す。 

 一方、各学校の校旗については金額的にも

高価なものであり、代々受け継がれてきたも

のであるため、たびたびつくりかえるもので

はございません。このたび学校園に校旗につ

いて問い合わせたところ、傷みが激しく更新

を考えている学校は斑鳩小学校、１校でござ

いました。その他の学校は若干の傷みや色あ

せはあるものの、すぐにも更新する必要はな

い状態であると聞いております。 

 更新を考えている斑鳩小学校につきまして

も、校旗そのものを披露する機会は運動会と
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入学式、卒業式の年３回程度のものであり、

また金額も高額であるため、昨今の経済状況

下では頻繁に使用する学校備品の更新を優先

しており、学校からの予算要求や教育委員会

としての予算措置が後回しになっていること

は事実でございます。 

 学校としましては、伝統的、地域的行事に

披露するものであることから、ＰＴＡやＯ

Ｂ、ＯＧを中心とする地域の方々の協力を得

ながら計画的な資金調達を考えて更新を行っ

ていくことも一つの方法であると考えている

ようでございます。 

 教育委員会としましても、それぞれの学校

にふさわしいものに更新できるよう支援して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 丁寧な御説明でありがとう

ございます。 

 そうですね、斑鳩小学校、この秋の運動会

でも、私、ずっと前から見ているんですけれ

ども、特に今年の秋の運動会、本当に子供た

ちが暑い中を一生懸命練習した成果をたくさ

んのお客さんの前で披露するそういう中にあ

って、入場行進の際に子供が掲げる校旗、そ

れと子供たち全校生徒が入場行進するそのは

つらつとした姿の、その間のギャップを物す

ごく感じましたので、こういう御質問もさせ

ていただいたようなわけでございます。 

 それと、ここの議会にもこういうふうに議

会旗というのがかかっております。これもか

なり古いかなと思いますので。見てる分につ

いてはありでしょうけど、もし新しいもんが

あればまたちょっとやっぱり劣化してきてる

はずなんですが、その国旗がそういう式典に

掲げられる場合ですけども、いろんな会場へ

行きますけども会場によってやっぱ、ああ、

ここは大丈夫だなというところと、いや、こ

こはちょっと何とか考えてもらいたいなとい

うところが議員になってあるんです。そうい

うようなところを、園のほう、それから学校

のほうからは校旗についてはなかったような

ことを今お話しされましたが、考えていただ

きたいところがありますので、それはまた

後々にお話しさせていただければいいかと思

いますが。 

 そういうふうにして、校旗につきましては

確かに高価なもんだと思いますので、各学校

のＰＴＡ等に御支援をいただく、また教育委

員会も後押しをするという形で何とか斑鳩小

学校の分につきましてはいいような形で。 

 それと、記念行事というんですか、斑鳩小

学校につきましては創立の何かありませんで

したか、もうすぐ間もなくかどうか、そうい

った行事がもしあるんでしたらふさわしいか

なと思いますので、そういうところも考えて

いただいて何とかお願いしたいなと思ってお

ります。 

 この質問につきましてはもうそれでさせて

いただきたいなと思っております。 

 次、２番目ですけども、認知症施策推進５

カ年計画（オレンジプラン）についてという

ことで質問させていただきたいと思います。 

 オレンジプランは、昨年厚生労働省が平成

25年度から平成29年度までの５カ年計画とし

て公表したもので、７項目が掲げられており

ます。 

 ①標準的な認知症ケアパスの作成、普及。 

 ②早期診断、早期対応。 

 ③地域での生活を支える医療サービスの構

築。 

 ④地域での生活を支える介護サービスの構

築。 

 ⑤地域での日常生活、家族の支援の強化。 

 ⑥若年性認知症施策の強化。 

 ⑦医療介護サービスを担う人材の育成。 

 そして、それぞれの項目についてその手順

が示されております。認知症に対する新しい

取り組みだと思いますが、以下に伺います。 

 (1)このオレンジプランはどのような経緯

のもと計画されたのか。 

 (2)７項目それぞれの内容について。 

 (3)太子町はこの計画をどう受けとめて、

またどう対応されようとしているのか。よろ
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しくお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） それでは、１

番のこのオレンジプランの経緯についてでご

ざいますが、高齢化が進むこの我が国におき

まして、現在85歳以上の方は約４人に１人が

認知症と言われております。今後、団塊の世

代が後期高齢者となる平成37年には平成22年

の約1.7倍の470万人と推定され、認知症対策

が急務となっております。 

 これまでは認知症の方の支援施策として精

神科病院への入院、または施設入所という施

設頼みになりがちでございましたが、認知症

を早期に発見することで少しでも早く適切な

医療や介護のケアを開始し、住みなれた地域

での在宅生活を続けることを目指し、策定に

至ったものでございます。 

 次に、２番目のこのオレンジプランの７項

目でございますが、まず１番目、標準的な認

知症ケアパスの作成、普及につきましては、

認知症の人やその家族が認知症と疑われる症

状が発生した場合に、その進行状況に合わせ

て、いつ、どこで、どのような医療、介護サ

ービスを受ければよいのかをあらかじめ標準

的に定めておいたものを認知症ケアパスと呼

び、その作成、普及に努めていくものでござ

います。 

 ２つ目が早期診断、早期対応につきまして

は、まずかかりつけ医の認知症対応能力向上

研修の実施でございます。そして２つ目が認

知症サポート医の養成研修の実施でございま

す。３つ目が認知症初期集中支援チームの配

置及び整備でございます。４つ目が早期診断

等を担う医療機関の整備。そして、５つ目が

地域ケア会議の普及、定着となっておりま

す。 

 次に、３つ目の大きな項目、地域での生活

を支える医療サービスの構築につきまして

は、１つ目が認知症の薬物治療に関するガイ

ドラインの策定。２つ目が精神科病院に入院

が必要な状態像の明確化。そして、３つ目が

退院の支援、病院の退院です、退院の支援、

医療連携クリティカルパス、これは退院に向

けての診療計画でございますが、この作成と

なっております。 

 大きな４つ目でございます、地域での生活

を支える介護サービスの構築につきまして

は、認知症の人が可能な限り住みなれた地域

で生活を続けていくために必要な介護サービ

スの整備を進めるものでございます。 

 そして大きな５つ目、地域での日常生活、

家族の支援の強化につきましては、１つ目が

認知症地域支援推進員の配置、２つ目が認知

症サポーターの養成、３つ目が市民後見人の

育成、支援組織の体制整備、そして４つ目が

認知症カフェの普及となっております。 

 次に、大きな６番目でございます。若年性

認知症施設の強化につきましては、１つ目が

若年性認知症支援のハンドブックの作成、２

つ目が若年性認知症の人の意見交換会の開催

となっております。 

 最後に７つ目、医療介護サービスを担う人

材の育成につきましては、１つ目が認知症ラ

イフサポートモデルの策定、２つ目が認知症

介護実践リーダー研修の推進、３つ目が一般

病院勤務の医療従事者に対する認知症対応能

力向上研修の推進となっております。 

 次に、３番目の御質問でございます。この

計画をどう受けとめ、またどう対応されよう

としているのかでございますが、2025年問題

における認知症罹患者数の急増を想定いたし

ますと、本町におきましてもこのオレンジプ

ランは実現しなければならない重要な計画で

あると考えております。 

 そこで、本町では市町が担うべき事業の中

で、現在認知症ケアパスの作成、普及及び市

民後見人の育成、支援体制の体制整備に西播

磨圏域で関係機関と情報交換を行いながらも

う既に取り組んでいるところでございます。 

 また、早期診断、早期対応につきまして

は、地域ケア会議の普及、定着に取り組んで

おり、地域の機関や団体間での連携を強化

し、社会資源の改善や問題解決に取り組んで

いく予定でございます。 
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 また、現在認知症サポーター養成講座を実

施しておりますが、今年度からはサポーター

のさらなる資質向上を図ることを目的に、フ

ォローアップ講座を実施いたしました。今後

もこのオレンジプランの着実な実施に向け取

り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 たくさんの項目でちょっと

申しわけなかったかと思いますが、ありがと

うございました。 

 そこで、そしたら何点かお伺いいたしたい

と思います。 

 １番についてはよくわかりました。 

 (2)で、この項目の中で何項目かについて

お伺いさせていただきますが、②の早期診

断、早期対応に係る項目ですけども、この中

で認知症初期集中支援チームの設置について

伺いたいと思いますが、この平成24年度モデ

ル事業のスキームをここには検討とあるんで

すが、これスキームというのは意味としては

計画とか案とかそういう考え方でよかったで

しょうか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 認知症初期集

中支援チームでございます。 

 これは、簡単に言いますと、認知症の人や

家族にかかわり、アセスメント、また家族支

援などの初期支援をこれを包括的に、また集

中的に行いまして、自立支援のサポートを行

う多職種、いろんな職種によるチームを地域

包括支援センターの中に配置する事業でござ

いまして、この平成25年から６年にかけまし

て大体全国で30カ所程度モデル的に事業を実

施いたしまして、27年度以降、このモデル事

業の実施状況を検証いたしまして全国普及の

ための制度化を検討するということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 現在、太子町においては集

中支援チームへの取り組みはどのような現状

でございましょうか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） この支援チー

ムは、全国30カ所のモデル事業には本町は入

っておりませんので、まだ全く手つかずでご

ざいます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 一緒に聞いたらよかったん

ですけども、その事業内容については始まっ

ておりますので何か把握されておられます

か。どういう状況なのか把握されておられま

すか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 今現在でした

ら認知症のこの初期段階では、まず介護保険

絡みで地域包括支援センターにまず相談に来

られます。その中で、うちも地域包括支援セ

ンターにも３職種、主任ケアマネ、保健師、

そしてケースワーカーと、これは法律で定め

られた３職種がおりますが、これ以上にこれ

にドクターなり薬剤師なりとかといった本当

に多くの職種の方でチームを組みまして、も

っと濃く対応していこうという、簡単に言え

ばそういうふうな内容のチームでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 これも片仮名であったんで

すけど、このアセスメント、初期集中支援チ

ームが地域包括支援センター内に配置されて

家庭訪問を行い、あるいはアセスメント、家

族支援等を行う者とここに私あるんですけれ

ども、このアセスメントの内容についてはち

ょっと詳しくお話しいただけませんか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 内容と申しま

すと、そのアセスメントの意味ということで

すか。 

（福井輝昭議員「そうですね、意味と

でも結構です」の声あり） 

 当然、認知症の方に本人っていうのはなか

なか情報なり状況っていうのは聞きづらいと
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こもございます。当然、家族も、先ほど申し

ましたように、認知症の家族にかかわること

によってその辺の対応、支援の情報を集め

る、そういう意味のアセスメントという行為

でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ありがとうございました。 

 申しわけない、またちょっと引き続いてお

聞きしますが、早期診断等を担う医療機関の

数として、平成24年から29年度の認知症の早

期診断等を行う医療機関を約500カ所整備す

るというふうにあるんですが、例えばこの近

隣でそういう整備が予定されるような市町っ

ていうのは現時点でわかれば。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 現時点でした

ら、テクノの上に今、認知症疾患医療センタ

ーっていうのがございます。これは専門的な

医療機関でございまして、２次医療圏域に１

カ所設置するということでもう既に西播磨で

はその１カ所設置されております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ありがとうございました。 

 地域包括支援センターにおける、地域ケア

会議、先ほど御返答いただいたんですけど

も、このケア会議っていうのは改めて申しわ

けないですけども、どういう趣旨のものなん

でしょうか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 地域ケア会

議、これは地域包括支援センターで要介護者

の個人ごとに多職種の第三者による、また多

くの職種の方による専門的視点を加えて要介

護度の改善等の自立を目指した個別のケア方

針を検討する会議でございます。この地域ケ

ア会議をこれから普及、定着さそうというも

のでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 としましたら、現在太子町

としてはこれのケア会議という、これ立ち上

げはまだなんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） このオレンジ

プランの計画では平成27年度以降で全国の市

町で実施するというふうな、今のところ目標

はそういう目標でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ありがとうございました。 

 次、⑤の地域での日常生活、家族の支援強

化という項目のところで少し御質問させてい

ただきたいなと思っておりますが、この中で

認知症地域支援推進員についてあるんです

が、この推進員というのはどういう方なんで

しょうか。 

○議長（橋本恭子） 個々のことじゃなくて

大きく、今説明した部分で質疑していただい

て。どういうことだけじゃなくて、そこちょ

っと進んで説明。 

（福井輝昭議員「わかりました」の声

あり） 

 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 そしたら、これはまた別途

私のほうからお話しさせていただきたい。 

 それでは、今も認知症サポーターのことで

お話がありましたんですが、認知症サポータ

ーで、私もこういった、ここでお見せするの

何かもわかりませんが、こういうサポーター

でさせていただいております。まだまだ年は

たっておりませんが。 

 認知症サポーターについては「広報たい

し」でたびたび取り上げておられますが、今

年現在でどのぐらい、全国で何名ぐらい、そ

して太子町では何名ぐらい、おわかりであれ

ばお願いしたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 全国の正確な

数字はちょっとわかりかねますが、本町にお

きましては今現在認知症サポーター養成講座

を受講された方は1,223名でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ありがとうございます。 

 このサポーターにつきましては、平成25年
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７月５日と11月30日に保健福祉会館で行われ

たというふうに「広報たいし」にありました

が、７月と11月、それぞれ何名ずつぐらいが

受講されましたですか。それわかりません

か。 

○議長（橋本恭子） それはちょっと。 

（福井輝昭議員「細かいですか」の声

あり） 

 ちょっと休憩します。 

（休憩 午後４時13分） 

（再開 午後４時14分） 

○議長（橋本恭子） 再開いたします。 

 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 それでは、質問をちょっと

変えさせていただきまして、その⑤の項目の

中で、先ほど御答弁ありましたですが、市民

後見人の育成、これの支援組織の体制の整備

というふうにあるんですが、将来的にはもう

全ての市町村、約1,700なんですけども、こ

の体制整備とあるんですが、太子町としては

この体制整備に向けては現在取り組まれてお

られますか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 今現在市民後

見人の育成ということで、昨年からたつの市

と西播磨の市町とともに養成研修を行ってお

ります。既にもう修了された方もいらっしゃ

いまして、その方のステップアップするため

のフォローの研修も今年どうも予定してるよ

うでございます。 

 そしてあと、組織のほうですが、これも市

民後見人というのは市と単独ではなくてある

程度西播磨管内を想定しておりますが、やは

り登録制度を設けてその中で登録していただ

いて裁判所から指定を受けるというような、

そういう形を今ちょっと想定しております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

 簡潔、明瞭にお願いします。 

○福井輝昭議員 いろいろ御指導いただいて

おります。ありがとうございます。 

 これも同じ⑤の項目で、認知症の人やその

家族らに対する支援の中で、平成25年度以降

は認知症カフェの普及などにより認知症の人

やその家族らに対する支援を推進と、そうい

うふうなことも書いておりますので、太子町

としては認知症カフェについてはどのように

考えておられますか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まだ現在のと

ころ全くその辺はまだ考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 当然ですね。25年度から始

まりまして、なかなかまだまだこれから模索

しながらだと思いますが、いよいよ29年まで

ということなので、認知症の方も年間どんど

ん増えておられる状況です。 

 70歳代から急激に増えてくるようなことが

この前のＮＨＫの特集の番組でありました。

その中でも本当に私思いましたんですが、ひ

とり暮らしの認知症の高齢者の方、高齢者の

方お二人で１人の方が認知症である、そうい

った姿も放映されておりまして、これは当然

人ごととかじゃなしに、これはもう自分のこ

ととして考えていくという、そういうスタン

スでないとこれは本当に大切な問題なので、

そういうスタンスでないとなかなかいい取り

組みはできないなと改めて感じたわけでござ

います。 

 そういうことで、申しわけない質問もあっ

たかと思いますが、これで私の質問を終わら

せていただきます。ありがとうございます。

済いませんでした。 

○議長（橋本恭子） 以上で福井輝昭議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 ９番井川芳昭。 

 通告に従いまして一般質問いたします。 

 いつも福井議員の後で少しやりにくいとこ

ございますが、御容赦願いたいと思います。 

 先日も八幡副町長が副町長にまた再任もさ

れて、新生北川町政という形で、キラリと光

る太子町ということで、私ども新しい副町長
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が出てこられるのかなというふうに少し期待

もして、新しい方が出てこられたらこの庁舎

建設が少しでも変わってくるのかなというよ

うな期待もあったんですが、これは副町長が

だめだということではないんで、本当に首藤

元町長の懐刀でおられたんで、そういった先

日もお顔をされてたんで、もうおやめになる

んやなというふうに思っていたんですが、私

が少しうわさで聞き及んでた方に比べれば全

然ええ方だなというふうにも思っておりま

す。このままでは計画は変わってこないと思

いますんで、私この質問をしていきます。 

 私ども新庁舎建設の話の中では常に反対の

立場をとっておりますんで、先ほど来から議

員のほうからこの新庁舎建設についての質問

いろいろと出ておりました。重複してること

が多々あろうかと思いますが、御容赦願いた

いと思います。 

 では、本題に入ります。 

 １番、太子町の新庁舎建設の予定地は、な

ぜ公共のバスの乗り入れも断られる太子町の

西の端に位置する東芝社員住宅の跡地に決定

し、４億8,700万円ものお金で購入し、この

場所で計画を推し進めるか伺います。 

 現在、太子町文化会館周辺の土地の買収に

ももっと努力すべきであったと思いますが、

これについてはどうなのかも伺います。 

 ２番、この庁舎になぜ人口３万5,000人し

かいないこの太子町に35億円ものお金をかけ

て庁舎を建設する必要があるのか伺います。 

 また、住民はこれを必要としていると思う

のか、これについても伺います。 

 もっとコンパクトにして身の丈に合った計

画の見直し、また中止をすべきと思いますが

いかがでしょうか、御答弁お願いいたしま

す。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 新庁舎建設予定地

の購入につきましては、既に議会の議決を経

まして新庁舎用地として購入済みのものでご

ざいます。 

 購入に当たりましては、建築基準法や都市

計画法はもとより、３方向道路による接道性

や交通ネットワーク、用地取得性、不動産相

場などさまざまな観点からの検討を重ね、新

庁舎用地として決定させていただいたもので

あります。 

 また、基本計画段階での各種委員会やまち

づくりの集いなどでも広く意見をお伺いして

住民の皆様の御理解を得ているものと思って

おります。 

 文化会館周辺での候補地検討につきまして

は、基本構想、基本計画段階におきましても

６カ所で12の評価項目で用地比較検討を行い

ましたが、用地取得性や用地のコスト、都市

計画上の制限などの課題も多く、総合評価に

おいては適地評価には至らなかったというこ

とでございます。 

 次に、新庁舎につきましては基本設計で掲

げた「人がつどう、まちをめぐる、太子がつ

ながる」を基本コンセプトに、単なる庁舎建

設ではなく、住民が主役の施設として既存の

文化施設や歴史遺産などと有機的につながる

ものでありたいと考えまして、ゾーン整備の

位置づけとして新庁舎プロジェクトを進めて

おります。 

 住民の方々に対しましては、先月開催させ

ていただいたまちづくりの集いや、たちばな

大学など、各種団体へのレクチャーにおいて

も住民の活用できる開かれた庁舎に、よい庁

舎ができることへの喜びや期待の言葉を数多

くいただいております。 

 その御期待に沿えるよう、できる限り各機

能をコンパクトにまとめながら計画に沿って

進めてまいりたいと考えております。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほどもそちらのほうから

議会で議決したことやとかという話ありまし

た。部長のほうの答弁もありました。そらも

ちろんそんなことわかっております。私ども

は賛成した覚えございません。そういった話

をしておるんです。少し黙っとってくださ

い。 

 この新庁舎の用地というのは、太子町全体
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から見てもほぼ西の端に位置する場所で、ほ

かにどこにあるんやというようなことで、そ

ういうことは重々承知しております。 

 ただ、この用地の買収タイミングとか売買

の相手が東芝であることから、割と安易に話

ができるというようなことで購入していくと

いうような話も聞いております。 

 でも、それだけで簡単に、簡単じゃなかっ

たでしょうけど、こういうことは決めていい

んかなと。全国的に高齢化社会の中で、太子

町でもだんだんとお年寄りが増えていく、太

子町の住民が行きやすい場所を将来見据えて

決定していくことが一番大事なんです。 

 そういった一番、今後そういったことが非

常に大事になってくるということがわかって

るのにそういうことをしていく。これについ

てはどう思われますか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 御質問の趣旨がよ

くわかりませんが、高齢化と庁舎の位置とど

うなんでしょうか。ちょっと御質問の意味が

わかりませんけども、確かにここから西へ

500メーター振っております。そうすると、

井川議員のお考えでは文化会館の周辺がよろ

しいというお考えなんですが、それはもう既

に終わった話でございます。 

 また、高齢化社会に備えて新庁舎が西へ動

くことにつきましては、先駆けて障害者、高

齢者に交通の便を考慮するためにタクシー

券、タクシーチケットの交付をいたしており

ます。そういったことを踏まえて新庁舎の計

画を進めております。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 よくこれは終わった話なん

やという話されます。まだ計画をしている段

階で、まだ入札してないんですよね。何も終

わってないんです、こういう話が進んでいる

だけであって。まだ何も工事も着工もしてい

ないということなんです。 

 僕が言ったお年寄りが増えてくるというの

は、やはり団塊の世代の方もおられる中で、

お年寄りの方が増えていく。行きやすい場所

は少しでも中央に持っていくという形の中が

一番ベストだと思うんです。だから、この場

所に決定していくってどんな利点があるんで

すか。答弁願います。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） これどう答弁して

いいんでしょう。土地の取得は議決を経て終

わった。そして、実施設計も終わって、新庁

舎建設特別委員会に報告させていただくと答

弁しました。この時点で、西へ500メーター

振ることを議論することにどんな意味がある

んでしょう。全く理解できません。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 いつもの答弁ありがとうご

ざいます。 

 つくられてないことに意見を私は述べさせ

ていただいてます。いろんな審議会等々、当

然これ承知しております。でも、それが本当

に住民の意見なんかどうか。そういうことも

少し理解していただきたいです。 

 少し500メートル、そらこの500メートルと

いうことが本当に重要なことになってくる場

合もあるんです。現存する施設をやはり少し

でも有効に使っていくという形の話をしてい

るんです。 

 新庁舎建設についても、以前から耐震の問

題で構造上やはり建てかえせなしょうない。

こんなことは重々承知しておるんです。た

だ、やっぱり場所と規模とお金の問題、こう

いったことを考えずにしておられへんのや。 

 以前から大体45億円ぐらいですか、先ほど

もちょっと話ありましたが、かかってきた文

化会館、これが隣接したところに庁舎を建設

するっていう話も、昔話も聞いたことありま

す。 

 用地については文化会館の東側、また北側

の借地にしている駐車場のところ、少し西に

も住宅地ございまして、その西側にも東芝さ

んの社員住宅等々がその当時ございました。

今は宅地にされているところでありますが、

何かその当時からそういったことで土地買収

に努力していくという声は余り聞かなかった
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んですが、そういうことは少しでもしてこな

かったんですか、どうですか。 

（「議長、ちょっと休憩」の声あり） 

（総務部長香田大然「ここだけ答弁さ

せてください」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩します。 

（休憩 午後４時29分） 

（再開 午後４時30分） 

○議長（橋本恭子） 再開いたします。 

 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 文化会館周辺での

候補地検討につきましては、基本構想、基本

計画段階におきまして６カ所で12の評価項目

で用地比較検討を行いましたが、用地取得性

や用地のコスト、都市計画上の制限など課題

も多く、総合評価においては適地評価に至ら

なかったものでございますと先ほど答弁した

とおりと全く同じ答弁でございます。 

（「議長、休憩」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後４時30分） 

（再開 午後４時34分） 

○議長（橋本恭子） それでは再開します。 

（井川芳昭議員「20分ぐらい休憩して

もうてええで」の声あり） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（井川芳昭議員「だから、言う気がな

くなるんや。勝手にとめて、勝手にス

タートとしてもうても困るんや。ちゃ

うか」の声あり） 

 議長に言うことでもなく、やはり質問して

もらったことに対して誠意ある答弁は当局も

していると思うんですけど。 

（井川芳昭議員「答弁してもうたらそ

れでええんや」の声あり） 

 だから…… 

（井川芳昭議員「誰かが勝手にとめる

んや、なんでとめるんや」の声あり） 

（佐野芳彦議員「一度終わっとう議論

やろ。買う前の、庁舎用地の……」の

声あり） 

 暫時休憩します。 

（休憩 午後４時35分） 

（再開 午後４時36分） 

○議長（橋本恭子） それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 当局、もう少し…… 

（井川芳昭議員「いや、もう答弁して

もろうてええのん」の声あり） 

 答弁は今されたので、井川議員、その次、

質問。 

（井川芳昭議員「いや、だから、急に

とめてもこっちも困るんや。とめた、

とめた、好きにとめられても」の声あ

り） 

 いや、だから、もう質問をしてください。

続けてください。 

（「議長言うてえへんやん。あなたの

ほうから質問せえというてそんなの言

えるのかい」の声あり） 

 いやいや、違うんや、今再開したから質問

を続けてくださいと。 

（「質問終わって先ほど……」の声あ

り） 

 いやいや、答弁はありました。 

（「ほいで次に井川さんが議長言うて

そっからのスタートやろ」の声あり） 

 違いますよ。 

 だから、再開したから…… 

（「井川さん、落ちついて……」の声

あり） 

（井川芳昭議員「いや、落ちついとん

や、わしはさっきからずっと落ちつい

とるで」の声あり） 

 やっぱり発言をするときは私語は慎んでい

ただいて、質問として…… 

 だから、ちゃんとしてください。再開して

ますから。 

（井川芳昭議員「いや、今私語は慎ん

でもろうて、誰に言うん」の声あり） 

 いや、だから、立ってちゃんと言ってもら

わないと。 

（井川芳昭議員「誰が私語を慎むん

や」の声あり） 
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 議員として、ちゃんと立って発言してもら

わないと。 

（井川芳昭議員「いや、だから」の声

あり） 

（「それ井川さんに言うことやないや

ろ」の声あり） 

（井川芳昭議員「発言するんは議長言

うてから発言するがな」の声あり） 

 だから、言いましたやん。 

（「不信任案出すぞ」の声あり） 

 言いましたやん、ちゃんと。発言してくだ

さいって。 

（「しっかりしてくれ。２人おったら

不信任案出せるんや」の声あり） 

 そうですよ。いいですよ。今ちゃんとして

るんやから。 

（「再開しよう」の声あり） 

 再開してます。 

（「再開しとったら……」の声あり） 

（井川芳昭議員「20分ぐらい休憩して

くれる」の声あり） 

 いやいや、ちゃんと発言してください。 

（井川芳昭議員「いや、とめて勝手

に、はい、再開せえ、発言せえって」

の声あり） 

 いやいや、再開しましたよ。 

（井川芳昭議員「誰が悪いんや」の声

あり） 

（「議事進行」の声あり） 

 お願いします。 

（井川芳昭議員「休憩してもろうてえ

えで」の声あり） 

 一般質問続けてください。お願いします

ね。 

○井川芳昭議員 私は今でも、今さら何言う

とんやという話しとった人もおる。そやけ

ど、今まだ何にもしてないんや、土地買うた

だけなんや。その話が何が悪い。 

 やっぱり今さっき言うた用地が、そら難し

いでしょ、そら。でも、この用地が取得でき

たら――公共バスの話しました、神姫バスさ

んやと思いますけども。こういうことも現在

の路線を利用して文化会館の前に停留所つく

って、図書館、また行政サービスがここに来

れば、ほぼ１カ所でそういったことのサービ

スが受けられる。遠方の方でも少しバスに乗

ってこられるという話で来庁がしやすくな

る。 

 私の考え、そら遅いかもわかりません。で

きないかもわかりません。これについて再度

お伺いしますが、いかがですか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 今、神姫バスのこ

とをおっしゃいましたですが、本当にそうい

うふうに簡単に、バスの停留所を１つに限っ

て答弁をすれば、斑鳩のあれはさくらやさ

ん、果物屋さんの前ですか、あの辺にもバス

停がありますが、それを簡単に移動すること

はできません。 

 ただ、私どもはそういったことも踏まえて

新庁舎のほうへバスルートを迂回できないか

というアプローチはしました。しましたです

けれども、私も今席で何回も答弁しておりま

すが、コーナー、コーナー、コーナーをまた

回ってもとのルートに戻る、また網干駅の電

車時刻との調整、かなりハードルが高い困難

な事例であるというふうに神姫バスさんから

は説明を受けております。そのことももう既

に御答弁済みでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 今部長言われた、本当に困

難なことはやっぱりわかるんです、そういっ

たことは。一つの庁舎をどうしていくんやと

いう、新庁舎を含めて、何でも困難はあるん

です。 

 ただ、そういったことを乗り越えてきて、

ああ、やっぱりこうなってよかったなという

ことが言える町にしていただきたいというふ

うに私思ってるだけであって、何も新しい庁

舎を建てるなとか、もうこの庁舎も古いです

から、そんなことは十分承知しておるんで

す。 

 先ほども同僚議員も新庁舎の委員会の中で
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長岡市の、これはアオーレ長岡ですか、交流

センターのビデオ見て、先ほども部長のほう

答弁されておりました。28万都市の施設で代

替の案を持ってくるというふうにしてもそこ

に太子町がどう当てはまるのかなというよう

な疑問も残るんです。 

 やはり新しい庁舎の交流ゾーンつくるにし

ても、今文化会館の中庭のとこ、きれいなモ

ニュメント、石の置いたやつがありますけど

も、そういったことも現存として交流広場み

たいなとこあります。でも、現実的にこれ今

現状をおわかりですか。土日にしてもイベン

トがなければ人が閑散としているような状態

で、こういった現状をどう把握されています

か。答弁願います。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 別にそれは事実で

ありますからどういうことではございませ

ん。別に閑散としてるときもありましょう

し、イベントするときはにぎわうときもある

でしょう。そらいずれの施設であってもそう

いうことは言えるんではないでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 私、新しい庁舎をつくっ

て、またそこに交流ゾーンつくれば、どちら

にしても片方が死んでしまうやろという話を

してる。閑散としてるから、そら閑散なんで

す。ただ、そういったところを何カ所も設け

ても現存するとこは閑散として、いや、新し

いとこでもまたやったらええんやということ

が問題やと言うとるんです。 

 文化会館のところに新庁舎持ってくると、

太子町のこの一大イベント、ふるさとまつ

り、そういったことにもあの辺あたりがもっ

ともっと集まる場所になって、最終的にはふ

るさとまつりについてももっともっと繁栄し

てくるというように思います。 

 午前中もそんな話少しありましたが、お金

があったらそら新しい庁舎、そら何でもつく

ったらいいんです。でも、それが全て借金や

ということであれば、今の現存した施設をど

うにか工夫してやっていくという案も、不可

能に近いけどもここまでやったということが

もっともっと考えれば、ひょっとしたらでき

るんかもしれん。少しお金がかかっても多分

理解は得られるのかもしれんと私は思いま

す。 

 先ほども文化センターの話、部長されまし

たが、既存のものを利用して文化センターの

ところに庁舎を持ってくるような考えは当然

ないでしょうが、再度答弁求めます。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 文化会館周辺での

候補地検討につきましては、基本構想、基本

計画段階におきまして、６カ所で12の評価項

目で用地比較検討を行いましたが、用地取得

性や用地のコスト、都市計画上の制限など課

題も多く、総合的においては適地評価には至

らなかったものでございます。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 私も、議会でも庁舎委員会

のことで２年前ぐらいですか、大阪府の忠岡

町、日本一小さい町というところに皆さんで

視察に行って、人口１万7,000人、大体約半

分の人口の町やと認識をしておったんです

が、その中で町長の話を聞くと結構太子町に

比べてかなり立派な庁舎という形で、私も太

子町の庁舎恥ずかしいなというようなことも

少し思ったんですが。 

 そん中にはプールがあったりとか、保健福

祉会館のような形のことができる施設、また

立派な茶室等もありまして、ここに来れば何

か全てのことができるようなとこで、それな

りにお金をかけてもやっぱりこれだけ集約で

きればいいのかなという気がしました。 

 太子町は保健福祉会館は老原のとこにあ

り、こっちにまた中央公民館、あすかホー

ル、この庁舎、何かばらばらに点在、用地取

得の件もあったんでしょうが何か一つにまと

められへんのかなと。住民の声もあるんです

よ、あちこち何でこればらばらにつくるんや

と。ましてや庁舎そっち側かなみたいなとこ

があって、ええかげんにまとめてほしいなっ

て僕思うんです。それにも当然施設に対する
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ランニングコストもかかってくる。 

 だから、太子町も非常に狭い町の中、人口

も３万5,000人、もっともっと一つの施設に

まとめようという何か考え方はないんです

か。答弁求めます。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 22平方キロメート

ルのコンパクトな町でそれぞれ４小学校区が

あって、それぞれの地区にはそれぞれの歴史

性があって、そういったところで龍田のほう

には総合公園、また石海のほうには保健福祉

会館、中心的な場所と言われるところには文

化会館、新庁舎、太田のほうには体育館があ

る、これはこれで非常にバランスがとれた行

政執行だというふうに思っております。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 私どもはそういうふうに思

っておりません。地域住民の方も、やはり何

かちょっと使い勝手が悪いなというようなこ

とを、部長はそう思われてるんでしょうがな

いんですが、余りそれ以上に話することはご

ざいません。 

 それと、先ほど来もまちづくりの集いの話

もされてました。これ平成24年11月中に行わ

れたもんですけども、この中の話の中でもこ

んな立派なもの要るんかなというような意見

もあったと思います。その答弁も、いや、耐

震性がもたないから建てかえるんやというよ

うな回答もあって、そのことだけでこんな

35億円もかかってくる、またそれ話じゃもっ

ともっとかかってくる。 

 先ほど来も話あった材料の資源高騰です

か、鉄の高騰であるとか、いろんな人手不足

等々で人件費が上がってくる、こういった話

の中で、本当に、先ほどもこの中で地域交流

ゾーン、議会ゾーン、それから執務ゾーン、

３つのことがあって、一つにまとめたらどう

やという話の中で、これについてはプロポー

ザルやという話もありました。でも、結局は

住民の意見が反映されてないです。 

 この計画っていうのも、もともとは誰がつ

くられていくのかということはわかりません

けども、もっともっとやっぱり住民の意見を

聞いてお金をかけずに現存の施設を少しでも

有効活用していく方法、考えたらいいんです

よ。 

 いや、新しいものをつくるのは簡単です、

本当に。でも、それは町民の借金によってこ

れ賄われるんです。あとまたそういうことで

ランニング経費がかかっていく。 

 先ほども基本計画の理念に基づいて取り組

んでいる、多分そんな話も出たと思います。

この計画、住民にとって、また住民の意思と

してこれ本当につくられるもんとお思いでし

ょうか。答弁願います。 

（「議長、延長宣言……」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ええ、わかってます。

ちゃんとわかってます。 

 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 基本計画をつくる

際に、外部の委員さん、これは学識経験者、

学識経験者も建築専門、防災専門、また町議

会代表、公募によるお二人の町民代表、そし

て各種団体、自治会、婦人会、文化協会、商

工会、老人クラブ代表、障害者団体代表、消

防団、社会福祉協議会代表、各界の御意見を

聞いて基本計画をまとめたところでございま

す。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 各種団体のことはわかるん

です、いつも各種団体の代表って出てますか

ら。そうではなしに、大多数の方っていうの

はそんな声を出せない方がたくさんいらっし

ゃるんです。消防団とか婦人会とか、婦人会

はなくなったかもわかりませんが、そういっ

たところの方が出てくる。 

 でも、そういったところでない大多数の方

っていうのは、やっぱり声を出せない状態の

方がいっぱいおられるんです。その声もこっ

ちへ入ってくるんです。 

 住民の方が役所に行って用事があるってい

うことは３つぐらいしかない。まず、納税

と、これもコンビニ収納ができてく話になっ

てくればこれもなくなって、あとは住民票か
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印鑑証明、もうこの３つぐらいやという話に

なって。 

 役場庁舎に集うとか、ゆっくりくつろぐと

かという話でありましたけども、そんな役場

にいてくつろいでる人がおるんかなと。私も

結構姫路の市役所等々行きますけど、結構ベ

ンチとかあってくつろぐとこありますけど、

そんなくつろいでる人いません。皆さんこの

時代、一生懸命働いて、給料少ないからいろ

んなことされて働いてるんで。多分そんな方

って出てこないと思うんです。これについて

はどう思われますか。 

○議長（橋本恭子） ちょっと済いません。 

 間もなく定刻の５時が過ぎますので、会議

規則第９条第２項の規定によって会議時間を

延長します。 

 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 人がつどう、めぐ

る、つながる、そういった基本コンセプトで

もってそういう概念を打ち破った新しい地域

交流センター、そういったものを設けて、何

回も申し上げますが、中学生や高校生の学生

さんが夏休みとか春休みとかそういうときに

はそこで勉強してもらってもいいし、そして

またパソコンの環境も整いますんで、お年寄

りがそういったパソコンに触れてもらうこと

も考えておりますし、いろんな意味で新しい

発想でもって新しい地域交流センターをつく

っていきたいというふうに私は思っておりま

す。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 今、国会でも、少し触れら

れた方おられますが、秘密保護法案の件で、

国会でも半ば強引に採決されてという話もあ

ります。 

 太子町でも何か審議会したとか、まちづく

りの集い行った、いろんな各種団体の意見を

聞いた、何か一つ会合を開いたから、国会で

も公聴会開いたという理由づけをしてそこに

持っていく、そこに落としどころをつくるみ

たいなことが、この自治体でも、太子町でも

そんな気がしてならんのやね。ほんまに国

民、また地域住民の声を聞いてやっていくこ

とが当たり前やと思うんやけど、何か中央集

権から自治体のそういった地方分権やと叫ば

れる中でも、結局やってること同じやないか

と。 

 本当にこんなことで決めていっていいんか

なと思うんやけど、その辺についてはどうで

すか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 私、秘密保護法案

よくわかりませんけれども、私どもは広く意

見を聞いて、先ほども申しましたように、基

本計画のときでも聞いた、まちづくりの集

い、またパブリックコメント、そして最終的

には住民の代表である、こうやって直接対話

をしていただける議員の皆さんの御了解を得

て、予算執行も含めてそういった形で進めて

おりますので、何ら恥じ入るところはござい

ません。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 当然もうこの時期ですから

どんどんどんどん計画を推し進めてやってい

かれるのわかると思います。 

 でも、最後に、つくった後にこんだけお金

かけてこんな大きな庁舎建てて、最終的に要

らんかったなと、結局ランニングコストばっ

かりかかってほかの事業自体が財政的に困る

と、いろんな細かいことの経費が要る中で、

こっちにばっかりお金かかって、教育委員会

の予算とかほかの交通安全の予算とか、どう

もこれおかしなってくるんちゃうのかな。 

 文化会館45億円建てても、先ほども19年、

20年言われてました。雨漏りがするとか、

45億円の建物で雨漏りがするって、大分前の

どっかの議員も言われてました、わしの家雨

漏りせえへんでと、何でそんなに多額の費用

をかけたものが雨漏りするんやと。結果的に

そうなってしまうんです。 

 先ほども、オリンピックの話とか東北震災

のことで復旧があって人件費の高騰、また資

材の高騰で、消費税も上がってくるという中

で、こんな時期に、高騰する時期につくる必
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要があるんかなと。まだ、消費税上がってか

らでも変に高騰するこの時期にせなあかんの

かなと思うんやね。 

 僕は本当に一旦これやめて、本当にもう少

し考え直してやるほうが賢明だと思います。

相場が高い時期にそのものを買って余計に自

分で自分の首絞めとんや。それやったらまだ

８％の消費税上がってからでもゆっくりと考

えたほうがいいんとちゃいますか。本当にも

っともっとコンパクトにして、本当に身の丈

に合った計画に見直しすべきだと思います。 

 今、木材でも高層階つくらなければ、木材

の技術も発展して３階建て住宅とかいろんな

ことで、耐火構造であると、燃えない木とい

うのも開発されてます。だから、鉄を使わな

くてもいろんな方法があって、やり方次第で

はどうにでもなるようなやり方ちゅうのをや

っぱり考えるべきです。 

 庁舎も景観地区に指定されているとかそん

なんで、結局は景観のことに対しても、同僚

議員も言われてました瓦をせえとかという話

も、この話にも全くタッチもされてこない。 

 だから、どっかに地元のもんを使ったり木

材を使う、和のまち太子にぴったりとマッチ

ングするようなことを今ならまだやり直せる

んです。北川町長の意思一つで計画って変え

られるんです。住民はそんな立派な庁舎を求

めてると思いません。私もそうですが。 

 これつくるとなると３万5,000人の人口で

35億円ですから。これ「広報たいし」である

とか、そんなものには全く載ってませんけ

ど、一人頭赤ちゃんからお年寄りまで10万円

かかるということを、こういったことを告知

していただけますか、どうですか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 議会のことについ

ては広報にもいろいろ図面とかいろいろ載せ

たりいたしております。ただ、一人頭幾らか

ってのは全然載せておりませんけども。それ

につきましてはそういう御要望があれば。 

 ただ難しいですよ、将来に今の赤ちゃんか

ら今80歳、90歳のお年寄り、これ使って将来

世代ずうっとこの庁舎が昭和30年で築60年弱

ですから、そういった長いスパンで単純に今

の人口の１人で割って10万円ってのは少しお

話が違うんじゃないかと。だから、私どもの

視点と少し違うような気はいたします。そん

な考えです。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 余りよそを向かれても話は

響いてこないです。むしろもう３月でおやめ

になるかどうかわかりませんが、少しでも、

もう少しそういったことを見直していただき

たいです。 

 もう最後になってしまいますが、計画を見

直すんであればもうはやりの言葉で言うと今

なんです。今とめないとやっぱり計画は進ん

でしまう。当然、入札が１月ですから。本当

に誰のための庁舎であるのか、町長、副町長

におかれても考えていただきたいというふう

に思います。この辺、強く要望しまして一般

質問を終わります。 

○議長（橋本恭子） 以上で井川芳昭議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は12月10日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

（散会 午後５時04分） 

 


